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資料 1

予防接種に関する基本的な計画 (案)
※第6回予防接種基本方針部会での議論を踏まえたもの

は じめに

昭和 23年 の予防接種法 (昭和 23年 法律第 68号 )の 制定以来、60年 以上が

経過 したが、この間、予防接種が、感染症の発生及びまん延の防止、公衆衛生水準の

向上並びに国民の健康の保持に著 しい効果を上げ、かつて人類にとつて脅威であった

天然痘の制圧、西太平洋地域でのポ リオの根絶等、人類に多大な貢献を果た してき

たことは、歴史的にも証明されているところである。
一方、平成に入つてから、感染症の患者数が減少する中で予防接種禍集団訴訟に

対する被害救済の司法判断が相次いで示され、より安全な予防接種の実施体制の整備

が求められた。これを受けて、平成 6年 に予防接種法が改正され、予防接種を受ける

法的義務は廃止され、努力義務とされるとともに、法の目的に健康被害救済が追加さ

れた。さらに、予防接種事業に従事する者に対する研修の実施等、有効かつ安全な

予防接種の実施のための措置が講じられることとなつた。

しかしながら、同時期に麻しん ・おたふくかぜ ・風 しん混合 (MMR)ワ クチン

による健康被害が社会的に大きな問題となっており、国民の懸念は解消されなかった。

その後約 20年 にわたり、かつては水痘ワクチンの開発や百日せきワクチンの開発な

ど、世界をリー ドしていた国内でのワクチンの開発が停滞するとともに、定期接種ヘ

の疾病の追加がほぼ行われることがない状態が続き、その結果、世界保健機関 (WH

O)が 推奨しているワクチンが予防接種法の対象となっておらず、他の先進諸国と比

べて公的に接種するワクチンの数が少ない等の、いわゆる 「ワクチン ロギャップ」が

生じてきた歴史があつたことも合わせて認識する必要がある。

本計画は、このような予防接種行政の歴史を十分に踏まえつつ、予防接種に関する

施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画として、これからの予防接

種に関する中長期的なビジョンを示すものである。



第一 予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する基本的な方向

― 予防接種施策への基本的理念

予防接種とは、予防接種法第 2条 第 1項 において 「疾病に対して免疫の効果を

得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体

に注射 し、又は接種すること」と定義されている。

予防接種は、疾病予防という公衆衛生の観点、個人の健康保持の観点から、社

会や国民に大きな享受をもたらしてきた一方、極めてまれではあるが不可避的に

生ずる予防接種の副反応による健康被害をもたらしてきた。

このような事実について十分に認識 し、わが国の予防接種施策は国民の予防接

種及びワクチンに関する理解と認識を前提に 「予防接種/ワ クチンで防げる疾病

は予防すること」を基本的な理念とする。

また、予防接種施策を進めるに当たつては、感染症そのものの発生及びまん延

防止の効果、副反応による健康被害のリスクについて、過去の疫学情報等を含め

て科学的根拠を基に比較衡量の上、推進を図る。

二 科学的根拠に基づく予防接種施策の推進

予防接種施策を推進するための科学的根拠として、ワクチンの安全性、有効性

及び費用対効果に関するデータについて可能な限り収集を行い、客観的で信頼性

の高い、最新の科学的知見に基づき、厚生科学審議会予防接種 ・ワクチン分科会

と同分科会に設置された3つ の部会 (以下 「分科会等」という。)の 意見を聴い

た上で、予防接種施策に関する評価 口検討を行つていく。

具体的には、既に薬事法上の製造販売承認を得た定期接種化されたワクチンに

ついては、ワクチンの有効性 口安全性 ・費用対効果について、分科会等の意見を

聴いた上で、予防接種法上の位置付けも含め評価 ・検討を行う。

また、薬事法上の製造承認は得ているが、定期接種化されていないワクチンに

ついても、分科会等の意見を聴き、考慮した上で、予防接種法上の位置付けにつ

いて評価 ・検討を行う。



第二 国、地方公共団体その他関係者の予防接種に関する役割分担に関する事項

予防接種施策を実施するに当たり、関係者の役割分担については以下のとおり。

一 国の役割

予防接種法第 5条 第 1項の規定による定期の予防接種 (以下 「定期接種」とい

う。)は 、地方自治法上の自治事務として市区町村が実施しているが、予防接

種法に基づいて実施されていることから、予防接種の対象疾病、接種対象者、使

用ワクチン、接種回数及び接種方法等については、分科会等の意見を聴いた上で、

国が決定する。

また、予防接種法第 23条 に基づき、国の責務である、予防接種に関する啓発

及び知識の普及、予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保等必要な

措置、予防接種事業に従事する者に対する研修の実施等必要な措置、予防接種に

よる健康被害の発生状況に関する調査その他予防接種の有効性及び安全性の向上

を図るために必要な調査及び研究について着実な実施を図るとともに、副反応報

告制度の運用や健康被害の救済についても、円滑な運用を行つていく。

さらに、予防接種に関する海外からの情報収集及び情報提供や全国的な接種率

の把握等、都道府県、市区町村等での対応が難しいものについては、国の役割と

して行つていく必要がある。                       ヽ

また、定期接種の実施主体である市区町村が円滑に実施できるよう、関係者と

調整を図るとともに、予防接種の対象疾病 口接種回数 ロワクチン等の見直しの検

討を含めて必要な財源の捻出 口確保などに努める必要がある。

二 都道府県の役割

都道府県は、予防接種に関して、管内の市区町村間の広域的な連携や国との調

整を行う。具体的には、予防接種に関わる医療従事者等の研修、緊急時における

ワクチンの円滑な供給の確保や連絡調整、地域の予防接種を支援するための中核

機能を担う医療機関の整備 ・強化、健康被害の救済、副反応報告制度の円滑な運

用等に資する予防接種の安全性 ・有効性の向上を図るための調査への協力等を行

う。

また、都道府県はこれらを着実に実施するため、保健所 ・地方衛生研究所を強化、

するとともに、医師会等関係者や管内市区町村間との連携強化、広域的な連携を

強化するなど、都道府県が主体的に取組むよう努める必要がある。

三 市区町村の役割

市区町村は、定期接種の実施主体として、医師会等関係者との連携のもとに、

適正かつ効率的な予防接種の実施、健康被害の救済、副反応報告制度の円滑な運



用等に資する予防接種の安全性、感染症発生動向調査の実施等による有効性の向

上を図るための調査への協力、広域的な連携強化の取組みへの協力、住民への情

報提供等を行う。

四 医療関係者の役割

医療関係者は、予防接種の適正な接種及び医学的管理、接種事故の防止、ワク

チンの安全性 口有効性等に関する被接種者への情報提供、入念な予診、副反応報

告制度の円滑な運用等に資する安全性 口有効性の向上を図るための調査への協力

や、ワクチンの最新知見の習得等に努める必要がある。

五 ワクチンの製造販売業者、卸売販売業者の役割

ワクチンの製造販売業者、卸売販売業者は、安全かつ有効なワクチンの研究開

発及び安定的な供給及び副反応情報の収集 口報告等を行う。

六 被接種者、保護者の役割

被接種者及び保護者は、予防接種による疾病予防の効果と副反応のリスクの双

方に関する正しい知識を持つた上で自らの意思で接種することについて、十分に

認識 し理解する必要がある。

七 そ の他関係者の役割

報道機関、教育関係者、各関係学会等は、広 く一般国民が予防接種の効果及

び副反応のリスク等の情報について正しい知識が得られるための活動や普及啓

発に努めることが期待される。



第二 予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に係る目標に関する事項

― 基 本的な考え方

国は、予防接種の効果的な推進のため、予防接種に関わる多くの関係者と現状

及び課題について、共通認識を持つた上で科学的根拠に基づいて目標を設定する

とともに国民や関係者に対してその目標や達成状況について周知する。

これらの方針に基づき、当面の目標として、 「ワクチン ・ギャップ」の解消、

接種率の向上、新たなワクチンの開発、普及啓発の充実について実施する。

なお、本計画については、様々な社会的状況の変化に的確に対応するため、予

防接種法第 3条 第 3項 に基づき 「少なくとも5年 ごとに予防接種基本計画に再検

討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする」とされてい

るが、予防接種に関する施策の実施状況や効果 ・意義及び成果については、分科

会等の場で 1年 ごとにPDCAサ イクル(計画 ・実施 ・評価 口改善)による定期的

な検証を行い、5年 を待つことなく適宜見直すよう努めることとする。

ニ ワ クチン ロギヤップの解消

わが国では、予防接種の副反応の問題等を背景に予防接種行政に慎重な対応が

求められてきた経緯から、ワクチン ・ギヤップの問題が生じているところである。

また、厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会等において、 「広く接種する

ことがのぞましい」とされた7つ のワクチンのうち、平成 25年 度にHib感 染

症、小児の肺炎球菌感染症、ヒトパピローマウイルス感染症の3ワ クチンが予防

接種の対象疾病となつたが、その他水痘、おたふくかぜ、B型 肝炎、成人用肺炎

球菌の4ワ クチンについては、ワクチンの供給 ・実施体制の確保、必要となる財

源の捻出方法等の検討を行つた上で、関係者の理解を得るとともに、副反応も含

めた予防接種施策に対する国民の理解を前提に、必要な措置を講じる必要がある。

また、ロタウイルスワクチンについても、4ワ クチンと同様に、必要な措置を

講 じていく必要がある。

さらに、新規のワクチンについては、薬事法上の手続きを経て製造販売承認が

行われた際には、速やかに、当該ワクチンの予防接種法上の位置付けについて分

科会等の意見を聴いて検討し、必要な措置を講じるよう努める。

接種率の向上

感染症のまん延防止や国民の疾病予防の観点から、定期の予防接種について、

高い接種率が求められるため、国や市区町村等関係者は接種率の向上のための

取 り組みを進める。



また、接種率についての統一的な算出方法や目標とすべきワクチン毎の接種

率について、引き続き検討する。

【研究開発及び生産 口流通部会で審議 ・決定】

四 新 たなワクチンの開発

国は、国民の健康保持や感染症の発生及びまん延予防のため、医療ニーズや疾

病負荷等を踏まえ、感染症の疫学情報をもとに感染症対策に必要な新たなワクチ

ンの研究開発の推進を図る。

また、国内のワクチン生産基盤を確保するとともに、感染症対策に必要な新た

なワクチンを世界に先駆けて開発していくよう努める。

五 普 及啓発 ・広報活動の充実

国は、一般国民及び被接種者 ・保護者に対し、感染症に関する情報、予防接

種の効果、ワクチンの有効性 ・安全性、副反応のリスク及び副反応を防止する

ために注意すべき事項等について、普及啓発の充実を図る。

具体的には、リーフレッ ト等の作成や報道機関を通 じた広報等を積極的に行

うことにより予防接種に対する国民の理解の醸成を図る。その際、関係者は、

必要に応 じて協力をするよう努めることとする。

また、一般国民や被接種者 ・保護者が分かりやすい情報提供の在り方や、普

及啓発 口広報活動の有効性の検討も併せて行う。



第四 予防接種の適正な実施に関する施策を推進するための基本的事項

― 予防接種に要する費用

予防接種に要する費用については市場取引で価格が決められているが、接種費

用の多くが公費により実施されている。

そのため、国、地方公共団体、その他の関係者が連携しながら、ワクチンに関

する価格調査の実施、公平で透明性の高い価格決定プロセス及び接種に要する医

学的管理の費用水準の検討等を行い、その結果について国民や関係者に情報提供

する取組みが必要である。

二 健 康被害救済制度

予防接種法に基づく予防接種は、感染症の発生及びまん延の防止のため、法に

基づく公的な制度として実施している中で、極めてまれではあるが予防接種の副

反応により健康被害が不可避的に発生するという特殊性に鑑み、国家補償の観点

から、法的な救済措置として健康被害救済を実施している。

健康被害救済制度については、引き続き客観的 ・中立的な審査を行い、国民が

分か りやすい形で情報提供に取組む必要がある。

また、国民が予防接種に対して安心感を得られるよう、定期接種の健康被害救

済制度や任意接種で独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (以下 「PMDA」 と

いう。)が 実施する予防接種法に基づかない予防接種の健康被害救済制度につい

て、制度の周知 口広報の充実に取組む必要がある。

予防接種記録の整備

市区町村における予防接種記録の整備については、未接種者の把握による接種

勧奨を通 じた接種率の向上、接種事故を防ぐための確認の点から効果的であり、

予防接種台帳のデータ管理の普及や活用の在 り方について、個人情報保護の観点

や社会保障 口税番号制度の導入に向けた状況も考慮の上、検討を進める必要があ

る。

また、個人の予防接種歴の把握等に当たつては、母子健康手帳の活用が重要な

役割を果たしている。そのため、母子健康手帳の意義を改めて周知し、成人後も

本人が予防接種歴を確認できるよう、引き続きその活用を図って行くことが重要

である。

なお、平成25年 に公布された、 「行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律 (平成 25年法律第 27号)」 を踏まえ、国民一人

ひとりが自分の個人情報をインターネット上で確認できる仕組みを活用し、個人

が接種記録の確認をできる仕組みとなるよう、必要な準備を行う。



【研究開発及び生産 ・流通部会で審議 口決定】

第五 予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保に関する施策を推進する

ための基本的事項

一 基 本的な考え方

国は、国民の予防接種 ロワクチンに対する理解と認識を前提に 「予防接種/ワ

クチンで防げる疾病は予防すること」との基本的な理念のもと、ワクチンの研究

開発を推進 していく。また、日本再興戦略 (平成 25年 6月 14日閣議決定)等 を

踏まえ、国内外の感染症対策に必要なワクチンを世界に先駆けて開発していくこ

とを目指していく。

二 開 発優先度の高いワクチン

これまでも細胞培養法による新型インフルエンザワクチンの開発、経鼻投与ワ

クチン等の新たな投与経路によるワクチンの開発、新たなアジュバントの研究等

の新たなワクチンの開発が進められているところである。

現在でも多くの感染症に対するワクチンが、海外では開発されているが国内で

は開発されていない状況、もしくは海外においても開発されていない状況がある。

その中でも医療ニーズや疾病負荷などを踏まえると、開発優先度の高いワクチ

ンは、麻しん ・風しん (MR)ワ クチンを含む混合ワクチン、百日せき ロジフテ

リア ロ破傷風 ・不活化ポリオ混合 (DP丁 ― IPV)ワ クチンを含む混合ワクチン、

経鼻投与ワクチン等の改良されたインフルエンザワクチン、ノロウイルスワクチ

ン、RSVワ クチン及び帯状疱疹ワクチンである。

三 研 究開発を促進するための関係者による環境づくり

ワクチンの研究開発には、基礎研究から臨床研究まで幅広い知見が必要とされ

るものであり、国の関係機関、関係団体及びワクチン製造販売業者との間におい

て十分かつ適切な連携が図られることが重要である。

国立感染症研究所においては、ワクチン候補株の開発をはじめとする基礎研

究から臨床研究へ
｀
の橋渡しなどを実施するとともに、新 しい品質管理手法の開発

と確立を行つているところである。また、独立行政法人医薬基盤研究所においても、

自ら新規ワクチンの創出に必要な基盤的技術を開発する研究を行つている。さら

に、関係機関との連携の下、国内の有望な基礎研究の成果を革新的新薬の創出に

つなげるための取組みが実施されている。今後もこれらの研究開発を促進するた

めの取組みが継続されることが期待される。

国においては、下記の事項などについて、引き続き検討していく必要がある。

○市場性の見通しに関する情報提供

ワクチンは、研究開発の段階では市場性の見通しを立てにくいものである。そ

のため、国は、ワクチン製造販売業者における市場性の見通 しの助けとなるよ



う、国内外での疾病負荷や海外での開発 口導入状況等を踏まえた広く接種の機

会を提供するための仕組みに関する検討状況について、適時に情報提供するこ

とが必要である。

○感染症対策の目標設定

国が特定の感染症について、日標を設定 し、排除 ・撲滅等を計画的に推進する

ことは、当該感染症に対するワクチンの研究開発にワクチン製造販売業者が着

手するかどうかの重要な判断材料となるため、引き続き検討する必要がある。

○感染症疫学情報の強化 ・整備

研究開発の基盤となる感染症の疫学情報及びワクチンごとに必要な疫学情報を

整備するために、地方公共団体や医療機関、国立感染症研究所、保健所、地方衛

生研究所との連携強化に努める必要がある。

○小児の治験を実施する環境の整備

ワクチン接種の対象者には、小児が多いため、小児の被験者の確保など治験が円

滑に実施できる体制を整備することが望まれる。

○ワクチンの基礎研究及び実用化に向けた支援、産官学の協力

新たなワクチンを開発するためには、基礎研究に対する支援や基礎研究の成果

を企業の臨床開発研究へと橋渡ししていくことが重要である。また、実用化を円滑

に行えるよう、大学、企業、研究機関等の共同研究を推進する必要がある。

四 ワ クチンの生産 口流通体制

ワクチンの生産体制については、パンデミックが発生し、世界的に供給が不足す

るおそれがあるワクチンを、危機管理の観点から国内で製造できる生産体制を整備

する必要がある。

その他のワクチンについては、危機管理の観点から国内で製造できる生産体制を確

保する必要はあるが、費用対効果の観点から基本的には国内外問わず、より良いワク

チンがより低価格で供給されることが望ましい。また、安定供給及び価格競争の観点

から同種のワクチンが複数のワクチン製造販売業者により供給されることが望まし

い 。

ワクチンの流通体制については、一般的にワクチン製造販売業者から販売業社及

び卸売販売業者を介 して医療機関へ納入されている。また、一部の市区町村では卸

売販売業者より定期接種ワクチンを一括購入 し、医療機関へ納入する事例も存在す

る。
一方、新型インフルエンザの発生時等の緊急時には、ワクチンの供給不足が想定さ

れ、生産量と需要量を把握しながら、迅速かつ的確な需給調整が求められることから、

国、都道府県及び市区町村は、行政の関与を前提とした流通体制を整備していく必要

がある。

また、感染症の流行時等の一時的にワクチンの需給が逼迫した場合は、ワクチン

が一般的に製造開始から出荷までに要する期間が長く、需要の変動の動向に合わせ

て短期間で生産調整することが困難であるため、国、都道府県及び市区町村の関与

が不可欠である。このため、例えば、国がワクチン製造販売業者とワクチンの生産



に関する調整を行い、前倒し出荷や在庫状況及び出荷計画の情報提供を行うことや、

国、都道府県及び市区町村が医師会及び卸売販売業者等関係者と連携して、ワクチ
ンが偏在しないよう取り組む等、ワクチンの安定供給に努める必要がある。
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第六 予防接種の有効性及び安全性の向上に関する施策を推進するための基本的事項

― 基 本的な考え方

予防接種の有効性及び安全性の向上を図るため、科学的根拠に基づくデータを

可能な限り収集 し、感染症発生動向による疾患の発生状況や重篤度の評価、感染

症流行予測調査による抗体保有状況等の調査及びワクチンの国家検定による適正

管理等を通じて予防接種施策の推進を図る。

二 副 反応報告制度

定期接種の副反応報告については、25年 3月 の予防接種法の改正により、予

防接種実施医療機関からの報告の義務化、保護者からの報告制度の周知等の取 り

組みが強化されたが、同制度の定着 ・浸透に向けて、都道府県 ・市区町村、医師

会、関係学会等関係者の協力のもとに一層の取組みを行つて行く。

また、副反応検討部会で、薬事法に基づく副作用報告と合わせて定期的に評価、

検討、公表する仕組みを充実するとともに、特に死亡や重篤な副反応、副反応の

異常集積が報告された場合は必要に応じて都道府県 口市町村や地方衛生研究所の

協力を得つつ、国立感染症研究所において必要な検査 ・調査及びPMDAに おい

て必要な調査を行う等、副反応報告制度の着実な実施を図る。

さらに、PMDAに おいて副反応報告の調査 ・整理を行うことができる仕組み

となつたことを踏まえ、迅速に処理できるようPMDAを 支援する。

副反応報告制度の精度向上や効率的な収集 0分析を行うため、報告書の電子化

や集計 口報告方法について、検討を進める必要がある。

三 科 学的データの収集 ・解析

既定の定期接種ワクチンの評価や新たなワクチン導入の検討を行う場合、ワク

チン接種の有効性及び安全性に関する科学的データを随時評価することが重要で

あり、感染症患者、病原体、抗体保有状況等の情報に関し、感染症発生動向調査や

感染症流行予測調査等により、収集 ・解析及び検討を重ねることが重要である。

具体的な取組みとして、接種率を把握するための分子 自分母に関するデータベ
ースの整理や国が保有するレセプトデータの活用を図るよう努める。

また、感染症流行予測調査や予防接種後健康状況調査の実施を通じ、ワクチン

導入後のワクチン導入による効果 ・安全性の評価や起因病原体の動向の把握に努め

ていく必要がある。

これらの取組みの推進には、地方公共団体や医療機関、国立感染症研究所、保

健所 ・地方衛生研究所の協力が重要であることから、これらの連携体制の強化

に努める必要がある。
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四 予防接種関係者の資質向上

医療従事者は、被接種者や保護者に対する予防接種の効果や副反応に関する丁

寧な説明、特に接種医は基礎疾患を有する者などに対する慎重な予診を行うこと

が重要である。
一方、近年、接種ワクチンの種類や回数が増加 ・複雑化しており、接種事故ヘ

の懸念やワクチンの最新知見を得る必要性が高まつていることを踏まえ、厚生労

働省は文部科学省や都道府県 ・市区町村、医師会等医療関係団体、関係学会などと

連携し、医療従事者を対象とした予防接種に関する継続的な教育、研修の充実を

図る。
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第七 予防接種に関する国際的な連携に関する事項

一 基 本的な考え方

予防接種を取り巻く環境は国内外とも急速に変化しており、国は、世界保健機

関 (WHO)や その他の国際機関、海外の予防接種に関する情報を有する国内機

関との連携を強化して情報収集 口交換を積極的に行う。また、世界的な予防接種

制度の動向や最先端の研究開発等の把握に努めるよう、取り組みの強化を図る必

要がある。

二 日本の国際化に向けた対応

わが国の国際化の進展に伴い、海外に渡航する者や帰国する者への対応として

、海外の予防接種に関する情報提供や海外で予防接種 した者の取扱に関する検討

を行なうとともに、増加する在日外国人への対応として、接種スケジュールや接

種記録等に関する情報を複数の言語での情報提供等の検討を進める必要がある。

また、海外渡航者が予防接種を受けやすい環境の整備について検討する必要が

ある。
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第八 そ の他予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する重要事項

― 同 時接種、接種間隔等について

予防接種法に基づく予防接種が多岐に渡り接種するワクチンが増え、新たなワ

クチンが研究開発されている中、より効率的 ・効果的な予防接種を推進するた
め、現在学会等で議論されている同時接種、接種間隔、接種時期、接種部位に関
して、国が一定の方向性を示すため、学会等関係機関と意見交換及び分科会等で
検討する必要がある。

二 関 係部局間との連携について

予防接種施策の推進に当たり、医療関係者や衛生部局以外の分野、具体的には

都道府県労働局等との連携 ・協力が重要であり、連携の強化に努める必要がある。
また、児童 ・生徒に対する予防接種施策には、学校保健との連携が不可欠であ

り、厚生労働省及び都道府県 ・市町村衛生部局は文部科学省や都道府県 口市町村
教育委員会等の文教部局との連携を進め、例えば、必要に応 じて、学校や就学時
の健康診断の場において、予防接種に関する情報の周知を依頼する等、予防接種
施策に活用できる取組みの推進に努める必要がある。
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参考資料 1

○第6回 厚生科学審議会予防接種 ・ワクチン分科会予防接種基本方針部会

予防接種に関する基本的な計画について (素案)に 関する委員

からの意見について (概要)

はじめに

○ こ こに書いている事柄以外に、インフルエンザワクチン等もう少し複雑な

経緯を書き込む必要がある。

○ ワ クチンの副反応による社会的な影響によつて、日本のワクチン産業が低

迷する原因となつた経緯等も書くべきではないか。

第 1 予 防接種に関する総合的かつ計画的な推進に関する基本的な方向

○ 最 新の科学的知見については、「過去の疫学等を含め」などの表現を書き

込むべきではないか。



第2

【―

○

国、地方公共団体その他関係者の予防接種に関する役割分担に関する事項

国の役割】

国の役割として、財政に関することを書き込むべきではないか。

都道府県の役割】
「地域の予防接種を支援するための中核機能を担う医療機関の整備」とあ

る。おそらく予防接種センター機能を指すのだろうが、単に医療機関の整

備だけではないので、そのような機能を拡充するような内容に修正するベ

きではないか。

二

〇

７

Ｌ

○ 都 道府県の役割の中に広域的連携のための協議会の設置等、協議をする

場の必要性を書き込むべきではないか。(実際、各県にまたがる案件は広域

協議会を設けて対応していることを踏まえて)

【三 市 区町村の役割】

○ 市 区町村の役割の中に、市町村が積極的に広域的連携に努力することを明

記してはどうか。

○ 市 区町村の役割の中に、「予防接種に関わる医療関係者の研修」を加えて

欲 しい。

医療関係者の果たすべき役割】

文中の 「接種事故の防止」より、「接種過誤の防止」が正しいので訂正し
て欲しい。(接種事故そのものは少ないため)

文章によって 「医療関係者」、「医療従事者」とまちまちなので、統一を
を図る必要がある。

その他関係者役割】

文中、報道機関に対して 「正しい知識の理解や普及啓発に努める必要が

ある。」は表現が強すぎるではないか。国が報道機関を指図するような印象
を与えるので、表現を緩めていただきたい。

四
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第3 予 防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に係る日標に関する事項

【― ワ クチンロギヤップの解消について】

○ 財 源のねん出方法 ・確保など表現は工夫が必要ではないか。

○ ワ クチン ロギャップは先進諸国と日本の接種するワクチン数の差だけで

はなく、制度や接種方法等も含めた質的内容も含まれるので、これらを包

括的に書き込む工夫が必要ではないか。

○ 検 討の中で定期接種として続けるか止めるかも判断として入つてくるこ

とを触れる必要がある

【二 接 種率の向上について】

○ 接 種率の算出方法は昔から指摘されてきたことである。接種率について

わが国における算出方法を決める方向で検討を。

【四 普 及啓発 ・広報活動の充実】

○ 定 期接種だけでなく、任意接種や海外の予防接種についても普及啓発を

に取り組む必要があるのではないか。

O ワ クチンを接種しないことによる疾病の影響についても、詳細に記載す

るべきではないか。



第4 予 防接種の適正な実施に関する施策を推進するための基本的事項

【三 予 防接種記録の整備】

○ 接 種記録の整備については、接種率の向上の他、接種過誤の防止 (重複接

種、接種間隔の間違い等)に も効果的なことを書き込んではどうか。

○ わ が国の母子健康記録や手帳は、国際的に通用する世界共通の方式となる

とよい。

第5 予 防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保に関する施策を推進

するための基本的事項

<研 究開発及び生産 ・流通部会で調査 ・審議>



第6 予 防接種の有効性及び安全性の向上に関する施策を推進するための基本的

事項

【二 副 反応報告制度】

○ 副 反応報告制度の定着 ・浸透は関係学会、医師会の他、市区町村の協力も

不可欠なため、「市区町村の協力」を追記して欲 しい。

O 文 中の 「特に死亡や重篤な副反応が報告された場合は～」に 「副反応の異常

集積」を追記して欲 しい。

【三 科 学的データの収集 ・解析】

○ 第 6の 中には予防接種後健康状況調査に関する記述や内容が盛り込まれて

いないが、どこで読み込むのか。もし、記載されていないのであれば、追記

する必要がある。

○ 検査に関する内容が分からないが、どこで検査をするのか。地方衛生研究

所で行うという理解でいいのか。

【四 予 防接種関係者の資質向上】

○ 文 中の 「文部科学省や都道府県、関係学会、医師会等医療関係団体などと連

携」に 「市区町村」を追記して欲しい。



第7 予 防接種に関する国際的な連携に関する事項

〇 世 界保健機構に略称 (WHO)を 加える。

第8 そ の他予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する重要事項

【二 関 係部局間との連携について】

○ 学 校教育の中で、感染症 ・予防接種に関する事項を教えていくことはできな

い か 。



資料2-1

B型肝炎ワクチンの接種対象者
及び接種方法について

厚生労1動省 健康局

結核感染症課 予防接種室

平成25年11_月18圏

第7爾予防接種基本方針部会

※ 本資料は技術的検討であり、国民に対して広く接種機会を提供する仕組みとして実施するためには、
前提として、ワクチンの供給・実施体制の確保、必要となる財源の捻出方法等の検討を行つた上で、関係
者の理解を得るとともに、副反応も含めた予防接種施策に対する国民の理解等が必要。

B型 肝 炎 ワクチンに関する審 議状 況 について

第3回予防接種基本方針部会にて審議を行つたが
下記の検討課題が残された

1。ュニバーサルワクチンの目的について

2。接種開始時期について

3.小 児期での接種終了後の思春期での追加接
種について

4。国民に広く接種機会の提供を開始する際に時
限措置としての対象者の拡大対応の必要性に
ついて

5。B型 肝炎ワクチンの違いについて



1.ュニバーサルワクチンの目的
について

小児期におけるB型肝炎の疾病負荷

・母子感染防止事業の開始9年後には母子感染
によるHBVキャリア率は0。26%から0。024%に低下

( 白 木 ′
2 0 0 0 )

・1988年に出生した学童(10歳)のHBs抗原陽性率
は0.03%であつた{大石ら′1999)

・4-9歳の小児2000人におけるHBs抗原陽性率が

0。15%{月嘉田′2013)

今年度より、肝炎等克服緊急対策研究事業(須磨崎
班)において小児におけるB型肝炎の水平感染の実態

把握とワクチン戦略再構築に関する研究を実施。



献血者の抗原陽性率
Table l. Present state o[ nunrtrers ol'blood donors and nurnbers of HBV-infected blood donors front October 2006 to Septetnber

2007 in Japan
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献血者はHBV持続感染者と診断されていない方々であるため、
と推定される

水平感染による疾病負荷

Yoshlkawa A′2009

小児期におけるB型肝炎の疾病負荷について

・近年における、小児のHBs抗原陽性率に関する

報告は0。0-o.15%と様々であり、水平感染の集積

による研究対象の地域差の影響を受けやす

・過去の感染を示す、HBc抗体陽性率については

不 明

の割合で水平感染が生じていることが示唆

小児での水平感染を予防することを主たる
目的として、ユニバーサルワクチンによる接種が望まし
いと考えるものの、実際の導入には、さらなる実態解
と評価が必要と考えるがいかがか。

等

い

明



2.接種開始時期について
①出生直後に接種を行う長所口背景
日高い接種率が期待出来る
・母子感染予防と同様の接種スケジュール

②出生直後に接種を行う短所・背景
・出生直後より接種を行う他のワクチンがない
・出生直後に生じうる健康問題が副反応として紛れ
込んで報告される可能性がある

・将来的にB型肝炎を含む混合ワクチンが使用可能
となつた際に、接種開始時期が合わない

(参考)欧州における定期接種開始時期

小児期における水平感染の疾病負荷がより明らかになり国民に広
く接種機会を提供する場合には、標準的には生後2か月からの接

種を開始すること(生後12月まで)としてはいかがか。

・ブルガリア、クロアチア、エストニア、リトアニア、ポーランド、ポルトガル、
ルーマニア

・チェコ、フランス、ギリシヤ、イタリア、ラトビア、オランダ、スペイン、ハン
ガリー、スロベニア

・オーストリア*、ベルギー*、キプロス、ドイッ*、アイルランド、ルクセンブ
ルグ、スロバキア*、リヒテンシュタイン、マルタ*

※予防接種規定とは別に「ハイリスク群対策」として、HBs抗原陽性の母
からの出生児にワクチン接種あり     、

脇田参考人提出資料メリ



3。小児期での接種終了後の

思春期での追加接種について

・
毛̀濯菩砕」醤瑠庁種終了後に追カロ接種を

小児期での接種終了後の思春期での追加接種の必要性

は、現時点においては低いが、先行する諸外国の知見を

参考にしつつ、引き続き検討する必要があると考えるが
いかがか。

4.国民に広く接種機会の提供を開始す

る際に時限措置としての対象者の

拡大対応の必要性について
・小児期における年齢別の水平感染のリスク

は明らかではない

・長期的な視点でのB型肝炎ワクチン接種によ

る費用対効果は明らかではない

ワクチンの供給・実施体制の確保、必要となる財源の捻
出方法等を検討した上で、可能であれば、明らかな水平
感染のリスクがある年齢層にまで対象者を拡大すること
が望ましいが、小児期における水平感染の実態をより明
らかにする必要があると考えるがいかがか。



5.B型肝炎ワクチンの違いについて

・遺伝子型Cのウイルス株のワクチンによる、

他の遺伝子型ウイルスに対する生体内での
予防効果は明らかでない

・遺伝子型Aのウイルス株のワクチンによる、

他の遺伝子型ウイルスに対する予防効果が
証明されている

1遺伝子型Cのウイルス株のワクチンを国民に広く接種機
1会を提供する際に用いるには、他の遺伝子型ウイルスに
1対する予防効果を明らかにする必要があると考えるがい
|かがか。

まとめ
B型肝炎ワクチンは広く接種を促進されることが

望ましいが、具体的な接種時期や用いるワクチ
ンを決定するため、以下の課題を明らかにする
必要がある
・小児期の水平感染の実態のさらなる把握
・異なる遺伝子型ウイルスに対するワクチンの
予防効果(遺伝子型Cウイルスのワクチン)

現時点において、これらについての研究が行われている
ところであり、その結果を踏まえて改めて検討を行うことと
してはいかがか?



1参考)母子感染の予防に関する
B型肝炎ワクチンの用法変更について

日本産科婦人科学会、日本小児栄養消化器
肝臓学会より、B型肝炎ウイルス母子感染の予

防に関する組換え沈降B型肝炎ワクチンの用

法について変更の要望書あり。

第17回医療上の必要性の高い未承認薬・適応

外薬検討会議(平成25年10月7日開催)及び第

6回薬事口食品衛生審議会医薬品第二部会(平

成25年10月7日開催)にて変更が承認された。

今後、添付文書の改訂が予定されている

(参考)B型肝炎ウイルスの母子感染予防スケジュール

抗HBV免疫グロブリン   B型 肝炎ワクチ

2回目

(1回接種後1か月)

5日以内(生後48時間以内が望ましい) 1回 目
母体のHBe抗原陽性の場合、生後2月で2回目

一変承認後
誕生    生 後1月 生後2月 生後3月 生後4月 生後5月 生後6月

1回目      2回 目

(1回接種後1か月)

抗HBv免疫グロブリン

3回目
(1回接種後6か月)

5日以内(生後12時間以内が望ましい

出典:医 療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議 公知申請への該当性に係る報告書

公益社団法人日本産婦人科医会母子保健部会B型肝炎母子感染予防方法の変更について



(参考)B型肝炎ワクチンの用法・用量及び関連注意

現行

用法・用量

通常、0.25mLを1回、生後2～ 3箇月に皮下に注射する。更に、0.25mLずつを初回注射の1箇月

後及び旦箇月後の2回、同様の用法で注射する。

ただし、能動的HBs抗体が獲得されていない場合には追加注射する。

一変承認後

用法・用量

通常、0.25 mLを1回、生後12時 間以内を目安に皮下に注射する。更に、0.25 mLずつを初回注射

の1箇月後及びΩ箇月後の2回、同様の用法で注射する。

ただし、能動的H Bs抗体が獲得されていない場合には追加注射する。

関連注意の追加
B型肝炎ウイルス母子感染の予防における初回注射の時期は、被接種者の状況に応じて生後12

時間以降とすることもできるが、その場合であつても生後できるだけ早期に行うこと。

出典:医 療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議 公知申請への該当性に係る報告書

公益社団法人日本産婦人科医会母子保健部会B型肝炎母子感染予防方法の変更について



25年度～    ~~¬ 資料2-2厚生労働科学研究 (肝炎等克服緊急対策研究事業)平 成

小児におけるB型肝炎の水平感染の実態把握並びに

ワクチン戦略の再構築に関する研究
(研究代表者;筑波大学医学医療系小児科、須磨崎 亮)

主たる研究内容

1.小 児におけるB型肝炎ウイルス感染の疫学調査

>小 児生活習慣病検診を利用した無作為抽出小児の疫学調査

(茨城県と岩手県において実施中)

>国 立感染症研究所に収集された国内血清銀行の検体調査

2口B型肝炎ワクチンの有効性に関する研究

>ジ ェノタイプが異なるウイルスに対するB型肝炎ワクチンの効果
ヒト肝細胞キメラマウスを用いた感染防御試験など多様な
手法を用いて、日本で開発された遺伝子型C由 来ワクチンの
感染防御効果を証明できる研究が進行中

>ワ クチン追加接種の必要性に関する研究
医療従事者や母子感染予防の小児を対象に効果を検証中



参考資料2

B型肝炎ワクチンの接種対象者及び接種

方法について

厚生労働省 健康局

結核感染症課 予防接種室

平成25年7月 10日

第3回予防接種基本方針部会

※ 本資料は技術的検討であり、国民に対して広く接種機会を提供する仕組みとして実施するためには、

前提として、ワクチンの供給・実施体制の確保、必要となる財源の捻出方法等の検討を行つた上で、関係

者の理解を得るとともに、副反応も含めた予防接種施策に対する国民の理解等が必要。

これまでの経緯について

平成24年3月29日、第21回感染症分科会予防接種
部会にてワクチン評価に関する小委員会B型肝炎
ワクチンチームによる報告書をもとに、ワクチンの
評価を実施。

平成24年5月23日、第22回感染症分科会予防接種
部会にて、「医学的観点からは、広く接種を促進す
ることが望ましい」とする第二次提言がまとめられ
た。
一方で、「我が国の肝炎対策全体の中での位置づ
けを明確にしつつ、接種対象年齢等も含め、効果
的かつ効率的な実施方法等について更に検討を
行うことが必要」などの課題が残された。    ,



討課

国内のB型 肝炎ワクチン

遺伝子型と血清型の違いについて

検討

1.接 種に適した時期等について

A)乳 児期

B)思 春期

2.追 加接種の必要性について

3.製 剤の遺伝子型の違いについて

国内で承認のあるB型肝炎ワクチン

1 製造元

[ _ 嚇 _

化血研

アステラス製薬

1988盗暮

__上___L里 堕 ____J

1988生F     I1988+
- - - - i

= l  t ^  -  a A  ^ . ' F n r  l

MSD(ffi) i
| 承認

1回数日間隔 B型肝炎の予防に3回 {0′4′20 2̈4週)

1抗 原容量
|

0。5ml(HBS抗原10μg}′10歳未満は0.25ml

|~1蒸茄物
~~1事

菫百事二π:永酸T百八11~永酸化川・K
由 T^゛ 仕 歯 ′■n苺 _、皮下or筋肉{10歳～)

型{adr)   I  A型 J



血清型と遺伝子型

口 HBs抗原蛋自の抗原性による血清分類である

□ 4つのサブタイプがある (adw adらaywP ayr)

口 抗原決定基
｀
a′はすべての血清型に共通している

口 抗a抗体を含んでいれば、どの血清型のHBs抗原にも結合できる1

口HBv全ゲノムの塩基配列を比較した遺伝子型分類である
日配列が8%違 つていれば、異なる遺伝子型と判定される
口8種の遺伝子型が確認されている{A‐H)

口遺伝子型分類は臨床的症状を反映し、地理的分布と一致する2

{1}飯野 四郎臨床とウイルス16(3):275-281′1988

(2)坂本知行 他.臨床と研究 200驚85:969-972

1.接種に適した時期等について



要旨

1985年に母子感染防止事業が開始され、母子垂直
感染に対する高い予防効果を認めるものの、昨今で
は下記のような課題が指摘されている
・国際交流が盛んになり、HBVキ ャリア率が高い国
々から流入する人々が増加(遺伝子型A)

・家族・集団内感染、性感染による水平感染予防の
必要性

B型肝炎ワクチンは接種年齢が若い程、良好な免疫
応答を得られる

接種開始時期についてはそれぞれに長所短所があ
る

日本人出国者数は

母子感染防止事業の開始以降に急増
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急性B型肝炎ウイルスの遺伝子型の推移

遺伝子型Aによる急性肝炎の割合が増加している
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20～30代の若年層にピーク
性的接触による感染が増加
43% (19994F)一→67°/0(2007髪F)
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肝炎ウイルス感染防御を目指したワクチン接種の基盤構築研究班より



(1971～2005年における1施設のデータ)
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B型急性・慢性肝炎患者数の推移
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X75663
X69798
AY090455
AY090454

AF297619
X51970

HBV再 活性化例からの水平感染

ネ且母HBeAb(+)HBVキ ヤリアがリトホ

ゾキンリンハ
゜
腫にR+CHOP療 法が行

われB型劇症肝炎で死亡。

同居の孫12歳女児がB型劇症肝

炎のため医療機関で血漿交換ろ
過透析、β―lFN療法で救命された。

時々遊びに来ていた、同居はして
いない6か月の孫がB型急性肝炎
を発症。

~-Oα "alb30●●OnJ31,

い 明“A

AY090457



保育所・家族内感染例

2002年 には佐賀県の保育所において25名 の
集団感染の報告あり。(HBV無 症候性キャリ
アの職員からの感染などが疑われた。)
2009年に、家族からの感染例として、祖父→そ
の孫→さらにその父親への感染事例が報告さ
れた。(祖父は 2年 前の検診ではHBvキ ャリ
アであることは指摘されていなかった。)

国立感染症研究所 ファクトシート2010

B型肝炎ワクチンの接種年齢と免疫原性

接種年齢が若い程、良好な免疫応答を示すことが知られている

(m:U/mL)
1,000

年齢別HBs抗 体価の推移:全例
(E:A法、幾何平均値)

「 0歳 (25例)

_1～ 5歳(54例 )

「 6～ 9餞(17例 )

1249.3

435.2

218.2

Ｂｓ

抗
体
価

Ｈ

0 1 2 3 4 5 6 7 (ヵ 月)

B型肝炎ワクチン(ヘプタバックスー=○〕小児第二相試験 朝 亨他:J児ヽ科■床1987:“⑫ :3377■383



接種に適した時期の検討

母子感染防止事業
*

WHO推 奨スケジュール

スケジュール案1

スケジュール案2

生後2,3,5か月

生後0,3,5-7か月

生後2,3,7-8か月以降

生後0,1,5-6か月以降
十日本産婦人科学会、日本小児栄養消化器肝臓学会の要望により0,1,6か月での接種への変更が検討されている

案1について

○他のワクチンと同様のスケジュールで対応が可能。(ドイツ等も同様)

案2について

O高 い接種率が期待できる。
△これまで出生直後に接種するワクチンは国内にない。
X生 後直後は死亡したり疾病にかかるリスクが比較的高いため、有害事象がより報告さ
れる可能性がある。

2.追加接種の必要性について



要旨
抗体価は時間の経過と共に低下することが予想される。
・最低防御抗体価である10mlu/mLを保有している方の比率

日米国(アラスカ) 22年 後に59%
・中国 22年後に76.5%

(遺伝子組換え型ワクチンの3回接種)

抗体価は経時的に低下するにもかかわらず、免疫記憶が残存
するため、B型肝炎ワクチンは長期間にわたって有効性を示す。

亘Bs抗原f―)の比率
・ガンビア   15年 後に99.3%
口台湾     20年 後に98.8%
・中国     22年 後に100%
日米国(アラスカ) 22年 後に100%

免疫記憶の確認法
十分に抗体産生された方が一度陰転された際に記憶がある場合に、は一回の抗原接触で
boosterがかかるため、抗原の代用としてワクチンを使用し、免疫記憶を確認した。

・ガンビア
ロ台湾

15年後に49.6%

20年後に50.5%

Primary response Seconclary reaponge

0           7        14 28        35

TIme(days)

初回の抗 憲:il器



2-1。ガンビアでの15年間にわたる追跡調査

・ガンビアの2つの村から
1,099名が予防接種後15

年間にわたる追跡調査に
老募カロ‡

口99。3%の方はHBs抗原陰性
・49.6%(254名中126名)は

抗 HBs抗 体≧10 mIU/mL

・ 10。1%が抗HBc抗体陽性

目

= 1 0 2
0 ヽ

一
　
〇

100

ピーク 10-14

予防機種後経過年数

図1 予防接種後経過年数とB型肝炎表面抗原に対する抗体(抗

HBs)レベル、ピーク抗HBs反応(m:uノmL)。値は幾何平均抗体

価(GM丁)。抗HBsレベルはフォローアップ時に抗HBsレベルく10

mlUノmLの 被験者についてl mlUノmLに設定。

+Van der Sande,ct al.Л D.(193):1528‐ 1535.2006

‡I‐IBVAX,ENGERIX― B,Hepacine,Euvax,田 VAXPRO

2-2.台湾での20年間にわたる追跡調査†

・台湾においてB型肝炎ワクチンのun市ersal
immunizaJonを受けた18,779名を対象とし、新生児
から成人まで20年間にわたつて調査キ
・20年後において98.8%HBsAg陰性 (1.2%のHBs抗原陽性
のうち、88.5%は母親がHBs抗原 キヤリア)

・50.5%はHBsttt体:≧10 mIU/mL

・3.7%はHBc抗体陽性

(ワクチン接種以前のHBsAg陽性率8.1%より低い)

†Ni,YH etal.Gastroenterology。(132):1287-1293.2007

‡HeVaC B,Enger破…B,ヘプタバックス‐Ⅱ



2-3a。中国での長期予防効果

ワクチン接種後、HBs抗体価は多少減少するものの、20年 以上の長期にわ
たつて高い予防効果が示されている。

ワクチン接租後のHBs抗原陽性例数

1年 5+ 10+ 15+ 20+ 22+
海外にてH‐B‐VAXoI機 種例(0、1、6ヵ月の3回機種)を対まとし、22年間にわたりHB8抗体薔を検証した。

※ヘプタパックス●‐Eのアジアでの製品名

But DY et aL均 ●●/2θ2008:26(51):6587● 1.よリー椰改壼

追加接種後のHB8抗 体の■化

初日機種lヵ月後:倒歎(%)、GMC(95%CD

≧10miU/mL く10m:U/mL

Antl‐HBs(+)at 5歳、

n=63

55(87.3%)/

5562(390.6～ 795.6)・

8(12.7%)/

5.6(3.1～7.5)

Antl‐HBs(― )at 5歳、

n=40

32(80.0%)/

5269(350.9～ 791.4)・

8(20.0%)/

3.1(2～3.8)

p χ2=0994、
p>o.05

GMC:幾 何平均濃度
a:pく0∞ 1:初回機種lヵ月後のOMC ※Hop‐B Vax(プラズマ由来ワクチン(Merck))

中国で1985年に接租して10mlU/mL以 上の抗体を獲得し、その24年後抗体が陰性化した103名を対彙にO、lヵ月
の追加接租を行い、免疲記憶について検証した。

わが日におけるB壼肝贅の予防における用法・用量

:齢 艶整鞘 整鰹[菫壺邸墨□雪量鰹輩貿ピ築理解瑠F朧射する。ただし、10●未渭の割Jま、Q25mLずつを同様の:
Zhu CL et a:. /aοο力a2011;29く 44):783541.

∞

９。
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2-3b.中国でのデータに対する免疫記憶について

ワクチン
※
接種によリー度抗体を獲得し、その24年 後に陰性化した103名 を対象に

O、lヵ月の追加接種を行い、免疫記憶について検証した。結果、初回追加接種lヵ月後、
87例 84.5%で 抗体隅転が確認され、免疫記憶の存在が示唆された。

発症例数 0例 鰯 0例 0例 0例 鰯

接租後の期間 1年 5年 10年 15年 20年 22年

ワクチン接租後の抗体存在率(HBs抗 体価≧10mlU/mLの 割合)

87.30/0   81.80/0   73.00/0   68.2%
(55/63")     (45/55傷 )     (27/37例)     (15/22例)



2-4。アラスカでの長期免疫原性

および有効性調査

1981年に予防接種を受けた1,530名の小児と成人
・当初のH年 間は毎年、および15歳次と22歳次に調査

・抗HBsレ ベル >10 mIU/mlの被験者の割合

●5歳時 :81%(JAMA 1989;261:2362-6)

●7歳時 :74%(Arch lnt Med 1991;151:1634-6)

●15歳時 :66%(Ann lnt Med 2005;142:333-41)

●22歳時 :59%(JID 2009;200:1390-6)

・慢性感染あるいは症候性の急性感染を示 した対象者はいな

かった。
・抗HBsレ ベル <10 mIU/mlの被験者については22歳次にブー

スター接種を実施して免疫記憶を確認

=全 体として93%(95%信頼区間 :91.0%-95.6%)が免疫を有す
るか、免疫記憶を有することが示された。

McMahon BJ. et.al ;  JID 200; pp1390-1396;2009

3.ワクチンの遺伝子型の違い

による予防効果について



要 旨

遺伝子型A2の ワクチンはA以 外の全ての

遺伝子型に予防効果がある
・ユニバーサルワクチン導入後の国や遺伝子
型の分布に関連性のない感染率減少

・動物実験やvitroの実験

遺伝子型Cの ワクチンはvi廿oの実験で効

果が示唆されている

B型肝炎ウイルス遺伝子型分布図1

1 5
Mexioo

31
Costa Rica
El Salvador

Honduras
Guatemala
Nicaragua

Neth€rlands
117

Spain 493 (D s runtt O

Malawi 89 Indonesia 
u caucaerans Austraria

Olo Aborigines

34 Argentina
143 South Africa

□:∬:i誡ξ
d/miXed□C/D reoomЫna威

HBV:B型 肝炎ウイルス (1)KramvL A et al.均θaわθ200駐 232409-2423
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遺伝子型とブレイクスルー士
の発生

・全米370万 人の献血検体を検査し、HBs

抗原、HBc抗 体は陰性で、B型肝炎遺伝
子(HBV― DNA)が 陽

照
性の症例を解析した。

・9例 のHBV― DNA陽 性例があり、その内6
例はワクチン(A型由来)接種の既往があ
つた。6例の内5例 は非A型 のHBVに 感染
していた。

彙ブレイクスルー:適切な予防接種完了後に感染を発症すること

異なる遺伝子型でブレイクスルーの生じやすさが異なる可能性が示唆
されるが、全体のブレイクスルー発生率は低い

N EngiJ Med.2011」 an 20;364(3):236‐47.

ビームゲンの宙troの評価
ビームゲンを接種した被検者から31種のモノクローナル
抗体を検出し、検出されたエピトープについて解析

全てのgenOtypeに共通する抗原決定基aの部位(Cl及
びC2ループ)を抗原認識するものが70%含 まれていた。
この抗原を認識するモノクローナル抗体は他と比べて
ウイルスの中和活性が高い。(他のgenotypeへの有効
性が示唆される。) (B)              Cl:123‐ 137

H80116H80478

H80905H31089
HB1363 HB1368
H81421H81422

HB1425 HB1431

HB1438 HB1448

C2:139‐148

HB1434 HB1440
HB1442 HB1444

HB1453 HB1460

HB1465 HBV2 18

HBV2 23

undelned

HB0477
H31370

HB1381

HB1462

HB1474
HBV2 09

K. Tajiri. et. al; Antivira I Resea rch 87 ; pp40 -49 ;20 1 0



国内のB型肝炎遺伝子型の分布

2006年10月1日から1年間、初回献血である献血者、594,098名を

対象とし、HBs抗 原が陽性であった2001例中、遺伝子型の判別が

可能であった1887例の結果、遺伝子型Cの割合が最多であつた。

■A■ B C■ D E■ F

田中昌子ら:肝臓 50巻6号 320‐323,2009

遺伝子型Aの ワクチンは実際の感染予防効果に
遺伝子型による差異を認めていない。

遺伝子型Cのワクチンにおいても、共通の血清型
を持つことなどから、同様に遺伝子型の違いによ
る予防効果の違いはないものと考えられる。

国内のB型肝炎ウイルスの遺伝子型はCが多い。

以上のことから、使用するワクチンは遺伝子型CまたはAど

ちらのワクチンを用いても良いと考えられるがいかがか。

ワクチンの 伝子型の違い

についての



技術的な検討課題

以上を踏まえ、仮によりB型肝炎ワクチンを広く接種する場合のお
ける以下の論点について、ご審議いただきたい。

1.接種対象年齢

2.接種回数

3.標 準的な接種期間

4.キャッチアップの要否とその実施方法

5。その他



資料3-1

平成 25年 10月 11日

厚生科学審議会予防接種 ・フクチン分科会

基本方針部会 部 会長

岡部信彦 殿

一般社団法人日本呼吸器学会 理 事長 西

一般社団法人日本感染症学会 理 事長 岩 田

要望書

成人用肺炎球菌ワクチンの導入の仕方に関する要望

平成 25年 7月 10日に開催されましたワクチン分科会基本方針部会において、

高齢者における成人用肺炎球菌ワクチンの定期接種化について、1)65歳 以上

の者を対象とすること、 2)接 種体制として定期接種化から5年 間は 70歳 、

75歳 、80歳 、85歳 、90歳 、95歳 の者に接種する (5歳 年齢ごとにキャッチア

ップを実施する)案 が提案され、承認されました。

日本呼吸器学会、日本感染症学会としては、基本方針部会における 65歳 以

上の者を対象 とした成人用肺炎球菌ワクチンの定期接種化の方針提示に全面

的に同意する次第です。しかしながら、成人用肺炎球菌ワクチンの導入の仕方

につきましては、上記の案では高年齢層が最大 5年 間、定期接種の順番年を待

つことになるが、高年齢層においては、より肺炎に罹患し重症化するリスクが

高まることを踏まえると、高年齢層に優先的に接種を行 うことが望ましいと考

えます。また、わが国において成人用肺炎球菌ワクチンとインフルエンザワク

チンとの併用接種により、75歳以上の高齢者の肺炎による入院頻度が減少しD、

また高齢者介護施設入居者における肺炎球菌による肺炎罹患や肺炎による死

亡が減少することが報告されております
う
。さらに、これらのエビデンるから

高齢者層における成人用肺炎球菌ワクチンの医療経済効果も明らかとなって

お ります の
。



このような理由から、日本呼吸器学会、日本感染症学会としては高年齢層か

らキャッチアップを開始し、キャッチアップ終了次第 65歳 の定期接種に移行

する案を提案させていただきたいと存じます。

以上の経緯から、日本呼吸器学会、日本感染症学会は基本方針部会での成人

用肺炎球菌ワクチンの導入の仕方についての再検討を要望する次第でありま

す。

■1修喜1献
|:'「1111K“kami K,et alo Effectiveness of pneulnococcal p01ysaccharide
li,111:1「:|:i:laccine against pneumonia and cost analysi: for the elderly who

receive seasonal influenza vaじcine in Japano vaccine 2010:2817063-9。

Maruyama.T, et alo Efficacy of 23-valent pneumococcal vaccine in

preventing pneumonia  and  improving  survival  in nursing home

residents: double blind, randomized and placebo controllod trialo BMJ,

2010;340:c1004.

肺炎球菌ポ リサッカライ ドワクチン (成人用)作 業チーム報告書 予 防接

種部会 ワ クチン評価に関す る小委員会 肺 炎球菌 ワクチン作業チーム

平成 23年 3月 11日

2 .

3 .



資料3

肺炎球菌ワクチン(ポリサッカライド)の

接種方法について

厚生労働省 健康局

結核感染症課 予防接種室

平成25年11月18日

第7回予防接種基本方針部会

※ 本資料は技術的検討であり、国民に対して広く接種機会を提供する仕組みとして実施するためには、

前提として、ワクチンの供給・実施体制の確保、必要となる財源の捻出方法等の検討を行つた上で、関係

者の理解を得るとともに、副反応も含めた予防接種施策に対する国民の理解等が必要。

肺炎球菌ワクチンの導入の仕方について

肺炎球菌ワクチン導入時のキヤッチアップ等に関
しては、7月10日の予防接種基本方針部会で「5歳

年齢ごと(65′70′75′80′85歳 etc。)に毎年接種」とす

る案が了承されたが、その他の可能性も含め、以下
の3案について検討いただきたい。

案1 5歳 年齢ごとにキャッチアップを実施

(7月10日案)

案2高 年齢層からキャッチアップを開始し、キヤッ

チアップ終了次第65歳の定期接種に移行

案3 65歳 に接種しつつ、高年齢層からキャッチ

アップを開始



案1.5歳年齢ごとにキャッチアップを実施

65′70′   65′70′   65′70′   65′70′   65′70′

75′80′    75′     75′     75′     75′

85′≧90 80′85′90 80′85′90 80′85′90 80′85′90

7′544   7′478   7′718   7′881   7′838

対象年齢がほぼ一定であるため、運用に混乱が少なく、毎年の

接種数の変動も少ない
一方、より肺炎に罹患し重症化するリスクが高い、高年齢層の

接種が遅れてしまう

案2。高年齢層からキャッチアップを開始し、キャッ

チアップ終了次第65歳の定期接種に移行

≧80 76-80 72-76 68-72 65-68

7′521 7′186 7′183 7′860 8′709

0死 亡・罹患リスクの高い高年齢者から先に接種することができる
・一方、より費用対効果が高い65歳から70歳代高齢者への接種が遅

れてしまう。また、対象年齢の設定が煩雑になる



案3.65歳に接種しつつ、
高年齢層からキャッチアップを開始

65′

≧85

5′402 ・  7′742   8′ 656  8′ 061   8′ 598

定期接種の適応となる65歳への接種を開始しつつ、可能な範囲で
死亡・罹患リスクの高い高年齢層へのキヤッチアップを実施すること
ができる
対象年齢の設定が煩雑になる             |

65′

80-85

65′    65′

76-80  73-76

65′

70-73



参考資料3-2

肺炎球菌ワクチン(ポリサッカライド)の

接種対象者及び接種方法について

厚生労働省 健康局

結核感染症課 予防接種室

平成25年7月10日

第3回予防接種基本方針部会(一部修正)

【スライド14について、25年11月18日時点に修正】

※ 本資料は技術的検討であり、国民に対して広く接種機会を提供する仕組みとして実施するためには、

前提として、ワクチンの供給・実施体制の確保、必要となる財源の捻出方法等の検討を行つた上で、関係

者の理解を得るとともに、副反応も含めた予防接種施策に対する国民の理解等が必要。

背景

【背景】
・ これまで、予防接種部会において成人用肺炎球菌ワクチンを含めた7

ワクチン (子宮頸がん予防ワクチン、ヒブ、」ヽ児用肺炎球菌、水痘、
おたふくかぜ、成人用肺炎球菌、B型肝炎)の 定期接種化の必要性に
ついて議論され、平成 24年 5月 の第二次提言で、医学的 ・科学的観
点からは、 7ワ クチンについて広く接種を促進していくことが望まし
いと提言された。

・ また、今般の予防接種法改正において、衆議院及び参議院の附帯決議
で、成人用肺炎球菌を含めた4ワクチン (水痘、おたふくかぜ、成人
用月市炎球菌、B型肝炎)に ついて、平成25年度末までに定期接種の対
象疾病に追力回するか結論を得る又は得るように努めることとされた。

・ このため、今後、仮に広く接種機会を提供する仕組みとして肺炎球菌
ワクチンの接種を実施する場合における、接種対象者や接種方法等に
ついて、検討しておく必要がある。



肺炎球菌感染症の疾患概説

■ 概 要
月市炎球菌によって引き起こされる伝染性疾患で、侵襲性感染 (本来で

あれば菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される病

態)や 肺炎の発生が問題となる。

■ 疫 学

高齢者では、3～5%の 割合で上咽頭に菌が存在しているという報告が

あり、この菌が何らかのきつかけで肺炎等の下気道感染を引き起こす。
一
般に、肺炎のうち1/4～1/3は月市炎球菌によるものと考えられてい

る。また、侵襲性感染症患者から検出された肺炎球菌の85%以 上がワク

チンに含まれる23種類の型であつたとする報告がある。

臨床症状

肺炎により食思不振、咳嗽、発熱、呼吸困難などがみられるが、特に

高齢者では、これらの症状がはっきりと現れない場合がある。敗血症で

は発熱を主症状とするが、感染増悪にともない血圧低下、DIC、 臓器
不全に至る場合もある。

治療法

全身管理、抗菌薬の投与が中心となる。近年、ぺニシリン耐性株やマ
クロライ ド耐1生株が増加しており、治療困難例も増加している。

参考:肺炎球菌ポリサッカライドワクチン(成人用)に関するファクトシート(国立感染症研究所)

使用ワクチン

莫型の肺炎球菌

から抽出、精製

である。

■ 肺 炎球菌ワクチン
ー般名 :肺炎球菌ワクチン

◆製造販売元 MSD株 式会社

販売開始 :1988年 11月

製法の概要 :肺炎球菌で高頻度にみられる23種類の爽膜

を型別に培養 ・増殖し、殺菌後に各々の型尤

した爽膜ポリサッカライドを混合したものス

◆用法及び用量

1回0.5mlを筋肉内又は皮下に注射する。

参考:肺炎球菌ワクチン 添付文書
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0～1歳   2～ 4歳   5～ 14歳  15～ 39歳

肺炎球菌ワクチンの接種対象者・接種方法のイメージ

【対象年齢】

0 65歳 以上の者

【接種方法】

○ 肺 炎球菌ワクチンを使用し、 1回 筋肉内又は皮下に注射する。

【予 防 接 種 を 受 け る こ と が 適 当 で な い 者 】 ※発紳 D急性疾患などワクチン全般に共通するもの以外

○ 特 記事項なし

年齢別の肺炎球菌による侵襲性感染症の発生

○ オ ーストラリアでの報告によると、肺炎球菌による侵襲性感染症の発

生は高齢者で多く、肺炎を主体として発生している場合が多い。

1200
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■その他

髄膜炎

■肺炎

■菌血症40

20
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症
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数

## : Mcf ntyre et al. Differences in the epidemiology of invasive pneumococcal disease, metropolitan NSW, L997-2OO1. NSW Public Health Bulletin



年齢別の肺炎による死亡数

○ 現 在、肺炎は死因順位の第3位であり、特に高齢者において高い死亡

率となつている。このような月市炎のうち、1/4～1/3が月市炎球菌による

と考えられている。
7000

6000       -         ―
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参考:平成23年 人口動態統計
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肺炎球菌ワクチン接種後の抗体価

◎高齢者では再接種による抗体価の上昇が目立たない。

肺炎球菌ワクチンを接種した61人 。回目接種時平均75歳)の抗体価を経時的に測定したところ、

以下の通 り結果が報告された。

○ よ り高齢な被接種者では、ワクチン接種後の抗体価の上昇が低かつた

○ ワ クチン接種4～ 7年で、IgG抗体価は凡そ接種前と同程度まで低下した

0 2回 目のワクチン接種後の抗体価は、1回目の接種ほど上昇しなかつた

【ワクチン接種後の抗体価の推移】

【年齢別ワクチン接種4週後の抗体価】

接種年齢      抗 体価
{GeometHc Mean an“い。dソ

Foid!ncrease)

ワクチン接種前

1回目接種4週後

1回目接種1年後

1回目接牙聾 ～7年1

2回目接種4週後

50-68ft

>6sfr

3.36

230

※GMFI≧ 2を ワクチン接種に有効に反応 した者 とする

入

/  ｀、

/   ＼  "
r

r 、・,In,

/    日`
/   ＼  ノ
“
   Y

参考:Toning et al Revacdnation with the 23-valent pneumococca:polysacchande vacdne in midd:e‐aged and eide‖y persons previously tteated
for pneumonia Vacdne 22(2003)96-103



肺炎球菌ワクチン接種後のオプソニン活性価

◎抗体価のみでワクチンの効 A 【 接種回数・接種後の時間別オプソニン活性価の分布】
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オプソニン活性などが指標に
用いられる。

0 65歳 以上の成人のワクチン接種1回群、2

回群でオプソニン活性価を比較した報告

■ 接 種回数に関わらず、5年後において

も一定のオプソニン活性を保持してい

ることが確認された。

■ 2回 目の接種であっても1回目とほぼ

同等のオプソニン活性が誘導された。

OPK Titer(● ′dilutiOn)(Lo9,.SCa10)

参 考 : M a n o r  e t  a l  R e v a c d n a J o n  w i t h  a  2 3 - V a にn t  P n e u m o c o c c a i  P O けs a c c h a “d e  v a c d n e ! n d u c e s  t t e v a t e d  a n d  P e r j s t e n t  F u n c J o n a : A n t t t o d y

RespOnsesin Adults Aged≧ 65 Years JI[)2010,201:525-33

肺炎球菌ワクチンの長期の有効性(vacdne Effect市eness)①

米国で実施された肺炎球菌ワクチンの有効性に関するcase―control studyにase:1054′

contml:105のでは｀ワクチン接種後年数が経つにつれて一
定程度効果の減衰がみられた。

また、ワクチン接種年齢が高くなるにつれ、有効性は低くなり、効果の減衰も早くな

る傾向がみられた。

各年齢階級ごとに左から
・接種後く3年
・接種後3～5年
・接種後>5年

55-64         r15‐74        F5‐lИ     と」6

Age・vears

参考 :Jackson et a!Pneumococcal vacclna● on of Elderlv AduLs:New Paradigmsfor PrOtecuon CID 2008,47:1328-38′
ShapirO et al The protective efFicacy of poiyvalent pneumocOccai poivsaccharide vaccine N EngiJ Med 1991,325‐1453‐60
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肺炎球菌ワクチンの長期の有効性(Vacdne Effec‖veness)②

○ 肺 炎球菌ワクチンの有効性に関するindirect cohort methodによるmatched analysis

(ワクチン接種者/非 接種者 :330/904人 を対象に、年齢 ・性別 ・基礎疾患についてマッチングを実施)で は ｀

ワクチン接種後の時間経過による効果の減衰はみられなかつた。

○ ま た、65歳～74歳 における有効性は70%(95%CI:30-87%)、 75歳以上における

有効1生は78%(95%CI:54… 89%)で あった。

【ワクチン接種後の年数とその有効性】

接種後年数     ワ クチンの有効性      95%Ci

<2生「                   51                   22-69

2～4年          54          28‐ 70

5-8生F                   71                    24‐89

≧9生「                    80                    16‐95

参 ヨ事:Butler et al Pneumococcal Polysaccha面 de Vacclne Efficacy an[va!ua■ on of Current Recommendations JAMA 1993,270(15):1826-1831

°
武晉潔 y曜1譜鴫級寡響5う規 躙 は 異褥 耗
(74%[95CI:く0′94])と 1回目接種後の有効性 (75%[95CI:19′92])は ほぼ同等

であった。
※ただし、接種年齢とともに有効性は下がり、20～39歳 ,100%、 40～54歳 ,73%、 ≧55歳 ,0%で あつた。

°
肺爽錢奮弯霧翠   ど 慧望農岩矧種ぁ習讐謬瑠茄Lガζ調狙琴誌蓮F｀

肺炎球菌ワクチン2回接種の有効性(Vacdne Effect市eness)

【ナノtホ族における有効性に関する研究結果】

case           contrOI       Vaccini鏡
:IVeneSS

ワクチン非接種群        41

ワクチン1回接種群

く接種後5年以内    26

≧接種後5年以降    21

ワクチン2回接種群

く接種後5年以内    18

≧接種後5年以降    2

7 9        2 0 (‐ 54～ 59)

52            20(‐ 64-62)

7 1        4 1 (‐ 29～ 73)

9        3 3 (‐ 25 0～ 87 )

119

彪夕旱争:Sing!eton et al lnvasive pneumococcal disease epidenliology and effectiveness of 23-valent pneumococcal po:ysaccharide vaccine in

Aiaska Native Adults Vaccine 25(2007)2288-2295,Benin et al[fFectiveness of the 23-Valent Poiysaccharide Vaccine against invasive

Pneumococcal Disease in Navalo Adults JID 2003;188::81‐9



肺炎球菌ワクチン2回接種の安全性

〇 以 前は、肺炎球菌ワクチンの接種後数年以内に再接種を行つた場合、高率に重篤な局
所反応が発生する可能性があると指摘されていた。

○ し かしながら、近年の報告では、初回接種後5年以上経過していれば、局所反応の頻度
こそ初回接種に比べて多いものの、その程度は自制内(self―limited)であり、安全性に

大きな問題はないと考えられている。

【接種回数ごとの副反応発生率】

副反応
接種後0～2日      接 種後3～6日      接 種後7～13日

初回接種  2回 目接種  初 回接種  2回 目接種  初 回接種  2回 目接種

1%         02% 1%       一        ―

13%          11%          11% 10%       8%

0%        01%        0%

発熱(2386)   0.4%

頭痛      11%

重度の疼痛     2%

TS計   6%

尾孔W     3%
盟 ∬LIミ  3%挙上できない等)
腕の可動制限

(肩 よ り上 部 に    1 %
挙 上 できない等 )

5%        01%

18%          1%

10%        0.1%

4%

2%

0%        02%

1%11%

参 考 :A d d l t l o n a i s u m m a面e s  o f i n f o r m a●o n  r e l a t e d  t o  W H O  p o s l t l o n  p a p e r s  o n  p n e u m o c o c c u s ( D u r a■o n  o f  P r o t e c u O n  a n d  R e v a c d n a t i o l P

Jackson et al Safety of Revaccination With Pneumococcal Polysaccharide Vaccine JAMA 1999;281:243-248

ワクチンを接種する年齢コホート別の費用対効果

○ 保 健医療賣支払者の視点で分析した場合、どの年齢コホー トにおいて
も費用低減効果が見込まれる。
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75歳コホート

70歳コホート
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予防接種の増分費用

〆
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〇

０

参考:Hib(インフルエンザ菌b型)ワクチン等の医療経済性の評価についての研究(池田俊也他)

200 億
円



他国における65歳以上の肺炎球菌ワクチンの接種*

○:実施している国  × :実施していないことが確認された又は実施していることが確認されなかつた国

参考:Vacdne 6th Edltlon、製造販売会社提出資料 2013年11月現在(*平成25年第3回審議会資料から一部変更あり)

技術的な検討課題

以上を踏まえ、仮により成人用肺炎球菌ワクチンを広く接種する
場合のおける以下の論点について、ご審議いただきたい。

1.接 種対象年齢

2.接 種回数

3.標 準的な接種期間

4.キ ャッチアップの要否とその実施方法

5.そ の他



資料4

同
一ワクチンにおける

接種間隔について(案)

平成25年 11月 18日

厚生労働省結核感染症課

本資料は宮崎千明委員及び日A/J 児ヽ科学会予防接種・感染対策
委員会による御協力の下作成いたしました。

接種方法の設定に対する考え方

○ 予 防接種法に基づく予防接種は、副反応が生じうる接種行為を公権力によつて積

極的に勧奨する行為であることから、接種方法についても厳格な適用が求められる。

○ そ のため、疾病の予防及びワクチンの有効性 0安全:性の観点から、予防接種実施

規則、定期接種実施要領において、最も適切と考えられる接種間隔について、治験

等で検証された内容を踏まえ規定されている。

接種間隔を超えたために接種機会を逃した者への現行の対応

○ 発 熱や急性疾患等のやむを得ない事1青により接種が出来なかつた場合には、その

要因が解消された後、速やかに接種した場合、当該接種間隔を超えて接種したとし

ても接種間隔内における接種とみなして定期接種として取り扱われている。



近年、新たなワクチンが導入されていることに伴い、予防接種のスケジューリレは

増々過密になつており、必要なワクチンを接種する機会を逃してしまう場合があ

ること等から、状況に即した対応が求められている。

参考 :1歳 代までに必要なワクチン接種数

(定期 ・任意のワクチンを全て接種した場合)

ムンプス

B型肝炎

ロタウイルス

卜
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」

―

一―
―
・^・．―

コ

ヨ

インフルエンザ

合計ワクチン接用重回勢【:26-27回   (うち生ワクチン;フ…8回、不活化ワクチン,19回 )



ワクチン
ジフテリア
百日咳
ポリオ

破傷風

日本脳炎

肺炎球菌

(小児)

子宮頸がん予防
(HP∨ )

第1期

初回接種

追加接種

第1期

初回接種

追加接種

接種時期 ・方法

20日から56日までの間隔をおいて3回

初回接種終了後6月以上の間隔をおいて1回 (標準的には初回接種終了後12月に

達した時から18月に達するまでの期間)

6日から28日までの間隔をおいて2回

初回接種終了後おおむね1年を経過した時期に1回 (標準的には4歳に達した時から

5歳に達するまでの期間)

初回接種開始時に生後2月から7月に至るまでの間にある者の場合

初回接種 127日 (医師が必要と認めるときは20日 )から56日 までの間隔をおいて3回

追加接種 :初回接種終了後7月から13月 までの間隔をおいて1回

初回接種開始時に生後2月から7月に至るまでの間にある者の場合

初回接種 :生後12月 までに、27日 以上の間隔をおいて3回

追加接種 :生後12月以降に、初回接種終了後60日 以上の間隔をおいて1回 (標準的には生後

12月から生後15月 に至るまでの間)

2価ワクチン:初回接種は1月から2月半までの間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から5月

から12月 までの間隔をおいて1回

4価 ワクチン:1月 以上の間隔をおいて2回接種した後、3月以上の間隔をおいて1回

日本の定期ノ任意予防接樽スケジュール(20織 未満)(平成25年 11月 1日以降) ___   2:=11■ 1
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○ 一般的に推奨されている予防接種スケジュールよりも、接種間隔が開いて

しまつた場合でも、通常、最終的な抗体産生量が有意に減少することはないと

されている。

○ ま た、一般的に接種間隔が開いてしまつたことで、副反応のリスクが高まる

との報告もない。

○ 一 方、接種間隔が短すぎるため効果が不十分との報告はある。

○ 接 種間隔が開くことでその間は感染リスクが高くなる。

* ACIP; Advidsory Committee on Immunization Practices, Vaccines 6s edition. Elsevier Saunders
Red Book Report of the Committee on Infectious Diseases

○ す べての予防接種スケジュールの組み合わせが研究されたわけではない。

○ し かし現在までになされた研究からは、接種間隔の延長によつて、最終的な

抗体価が有意に下がつてしまうという知見は認められていない。

○ スケジュール通りに接種を実施できなかつた場合は、次の接種機会に接種を実施すれば

よい。

○ 接種間隔が開いてしまつたとしても、一連の予防接種を最初から実施しなおす必要は

ない。

Epldemiology and Prevention of Vaccine‐Preventable r)iseases The Pink Book:Course Textbook
12th EditiOn Second PHnting(May 2012)



研究方法

米国で実施された研究である.

研究に参加する小児は以下のように割り付けられ、予防接種を実施された。

① 生後2月にDTP、 生後4月にD丁、生後6月にDTPを 接種 (DTP―DT―DttP)

② 生後2月、6月にDTPを 接種 (DTP-0-DTP)
③ 生後2月、4月にDTP、 生後6月にDT(DTP― DttP―D丁)
それぞれ最初の接種から2ヶ月後、4ヶ月後、6ヶ月後に血液検体を採取し、百日咳抗体GMTを 算出。

研究結果

下記tableに示す通りであるが、接種間隔の違いによるGMTの 差はごくわずかである。

百日咳ワクチンを4ケ月の間隔で2回

接種したものの最終接種2ケ月後

百日咳抗体GMT(標 準偏差)

接種スケジュール
最初の接種から2ケ月後

(生後イ⊃

4ヶ月後

(生後げ⊃

6ヶ

(生

①DTP―DT―DTP

②DTP-0-DTP

③ DTP― DTP― DT

3.80(0.45) 2.95(0.43)

3.70(0.29)

百日咳ワクチンを2ヶ月

接種したものの最終接種2ヶ月後 Barkin R M′Samueison J.S,et al;Diphtheria and tetanus toxoids and perussis vaccine adsorbed(DTP):

腱vdo,日d Sttad Ⅶ讐Wi朋現り眠F落器聖∬,製尉

重
Jヒアイメレランドの多施設研究である。対象は18歳以上の健康な男女349名である。対象はすでに日本脳炎ワクチンの

pHmary接 種を終了しているが、p‖mary接 種の方法は、6μ92回、12μ91回、6μgl回の3種類の接種方法いずれもあり
うる。
比較
booster接種 (6μgl回 )を pttmary接種の1回目から数えて、1lヶ月後あるいは23ヶ月後に実施した。Pttma呼接種
1回目から数えて、6ヶ月後、12ケ月後、24ヶ月後に血液検体を採取し、GMTを 算出した。

鯉
下記の表、グラフに示す通りである。Booster接種が遅くなつたことにより、免疫反応が落ちることはないということを
示唆する結果であつた。

p‖maⅣ 投与で6μ92回投与された群について

boost釘 投与時期 booster投 与後 lヶ月後のGM丁 (95%信 頼区画)

最初の予防接種から11ケ月後 (n=16)

23ヶ月後 (n〓24)

676.2(365.0‐ 1252.5)

2496.1(1407.5‐ 4426.7)

10000

1000

豊loo
0

10

1

D56 pttmaryl回 目接種後56日

M6 pttmaryl回 目接種後6ヶ月

M12 pttmaryl回 目接種後12ヶ月
M24 pttmaryl回 目接種後24ヶ月

No Booster,N=77 B∞ sler Mll,N=195 Boosler M23,N=38

Booster Adminstrat:on Croup3

Katrin Dubischar―Kastnera′ Susanne Edera′ et al; Lon9‐term irnnnunity and immune response to a booster dose fol:owing

vaccination with the inactivated Japanese encephalitis vaccine IXIAROQ′IC51;Vaccine 28(2010)5197-5202       0

4・10(0・3Q

No Booster,N=77 B∞ sler Mll,



燎

静岡県の多施設研究である。9歳から13歳で、健康な児が対象。

日本脳炎予防接種の積極的勧奨が中止されていたことを背景として、マウス脳由来ワクチンで初回接種を行い、その後

長期間追カロ接種が行われていなかつた者を対象としている。なお測詳は3歳以降で0.5mlの 接種を2回受けている者、B群

は1回目は3歳未満で0.25ml、 2回目は3歳以降で0.5mlの 接種を受けている者である。

研究方法

細胞培養由来ワクチンで追加接種を行つたが、追カロ接種の前に抗体価を測定した。加えて、同意がとれた者については、

接種後の抗体価も測定している。

盤
下記の表、図に示す通りである。接種後の検体採取ができた症例は少ないが、初回接種から時間がたつてしまつた後で

も追加接種を行えば良好な免疫反応が得られることが示唆される。

。中和抗体価 1;!0未 満は口●6として針●.  `‐

田中敏博′川出博江ら,日本脳炎ワクチンの標準的接種スケジユール逸脱例における抗体価:
日本小児臨床薬理学会雑誌第25巻第1号2012年 pp loO‐104

対象

2003年 の英国のHibワクチンキヤンペーンに登録され、かつ甲し児期に3回のHibワクチン接種を受けた

もの。388人 。

堕
ブースターワクチンを投与。投与日寺期ごとに、
して解析。

盤

ブースターワクチン投与前、投与後のHib lgG GMCを測定

下記tableに示す。ブースターワクチン投与が遅ければ遅しЧまど、ブースター効果が高いことが示されている。

生後6-11ケ 月     89    1.98(1.45-2.70)   29.87(22.26-40.08) 5.28(4.06-6.87)     2.48(1.91-3.23)  1.30(1.00-1,70,

E&L2-t7rE 32 O.8s (0.32-2.43) 68.4L (37.63-L24.37) 11.70 (s.s9-24.s0) 6.69 (3.t4-t4.26) 4.99 (1.98-12'60)

2-4ffi, 267 0.38(0.31-0.47) 182.36 (L5L.3L-2L9.78) 23.70(2O.OO-28.O8) 9.22(7.st-tL.32) s.92(4.84-7.24)

Southern J′McVernon J′et a!i CLINICAL AND VACCINE IMMUNOLOGY′Oct.2007′

p 1328-1333

井
建奪

ンのNア 石募雇y===耳 I三 菫璽理葬壷匠塑哩耳IIttyI
ひ 月間        1年 間       2年 間

表2追 加接IE前後の抗体価の推移
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ムの研究である。21の学校から参加した11～ 13歳の女性。

介入
各学校毎に下記のいずれかのスケジュールでワクチンを接種し、通常とは異なる代替スケジュールで接種した場
合の効果について比較をイテつた。①が通常スケジュールである。

8初日纏彊1:絹種:,ぢ聾 ?♂′との     霧 箱程
~お
踏2-2o

F屍ろ翻 捕製緩猟柵 珀夕き勝晋語噌3鶴と貸裏ろだデユ刊レ君羊(②
―④)では最後の接種

結果
下記表に示す通り、特に代替スケジュールの採用による免疫応答の不利は示唆されない結果であつた。

各スケジュールGMTの (0-2-6)スケジュールGM丁に対する比 (98.3%信頼区画)

(0-3-9)ス ケジユール (0-6-12) (0-12-24)

H P V - 1 6

H P V - 1 8

HPV-6

HPV-11

0,90(0.68-1,20)

1.00(0.69-1.45)

0,94(0.71-1.25)

1,04(0.79-1.38)

0.95(0,74-1.21)

1.02(0,74-1,40)

1.04(0.82-1.33)

1.07(0.83-1.37)

1.22(0,93-1.61)

1.16(0,81-1.66)

1.37(1.04-1.80)

1.34(0.99-1.82)

LaMontagne DS′Thiem VD′et a,Immunogenicity of QunadiValent HPV Vaccine among gi‖s llto 13 years of age vacc nated
u s i n g  a t e r n a u v e  d O s i n g  s c h e d u l e : r e s u l t s  2 9  t o  3 2  m o n t h s  a F t e r  t h i 「d  d o s e ′〕I D  2 0 1 3 : 2 0 8 ( 1  5  0 C t O b e r ) p p  1 3 2 5 ‐1 3 3 4

対象

ルーマニア、スロベキア、イタリアの18施設で実施された他施設研究。15歳から25歳 の健康な女性を対象とした。
介入

2価HPVワ クチンを通常スケジュール (最初の接種、最初の接種からlヶ月後、6ヶ月後の3回)と、代替スケジュール (最初の接種、
最初の接種からlヶ月後、12ヶ月後の3回 )で実施する君判こラングム害」り付けした

比較

両群ともに接種前、2回目接種、3回目接種の1ケ月後にそれ伽 HP∨-16、18の抗体価を測定して比較した。

あわせて接種後7日間の副反応についても調査した。副反応についてはGrade 3(日 常生活を阻害する症状)の症状も比較した。
結果

下記の表、図に示す通りである。免疫反応性、副反応ともに大きな問題はないことが示唆された。

局所反応

痛み 88.4(86.4-90.1)  80(66‐ 97)  86.3(84.2-882)  77(6.3-9.4)

発赤 27.2(24,7-29.8)  0.0(0・ 0‐03)  30.6(280-333)  0.5(0.2-11)

腿E月脹 199(17.7‐ 22.3)  0.4(0.1-10)  211(18.8-23.6)  08(0.4-1.5)

全身反応

関節痛 95(79-113)

倦怠感 38.8(36.1‐41.7)

)肖化=3症1犬  96(8.0‐ 11.4)

頭痛 29.3(26.7‐ 32.0)

筋肉痛 26.2(237‐288)

テ薔厖'   39(28‐ 5.1)

チ:雲1   2.8(1.9-3.9)

皮膚掻痒  1.8(12‐ 28)

」 i t・y

=  “

喘  “

2 t !

,]ntht& r-t trt4hrlhl 0 . 3 ( 0 . 1‐0 . 9 )

1.6(1.0-2.5)

05(02‐ 11)

16(10‐ 25)

1.3(0.8-2.2)

0.1(0.0-05)

02(00-06)

0.O ζO.0-0.3)

0.6(0.2-12)

1.5(0.9‐ 2.4)

08(0.4-1.5)

1 1 ( 0 . 6 - 1 . 9 )

1.3(0、7-2.1)

0.0 (0.0-03)

03(0.1-0.7)

o.o ro,o_o3)

95(79-11.3)

40.6(378-43.4)

90(7.4‐ 10.8)

296(27.0-32.2)

25.3(22.9‐27.9)

32(2.3‐ 4.4)

31(2.2-43)

1.2ζ06‐2.0)

The Pediatr ic  lnfect ious DiseaseJournal  Volume 30,  Number 3,  March 2011 pp e49-e55 1



○ 同 一ワクチンの接種間隔において、通常の接種間隔よりも長い間隔を置いて接種しても、その有効性 ・

安全性が損なわれるとは考えられていないこと

○ 規 定された接種間隔を超えて予防接種を受けることによる個人的 ・社会的メリットは、接種間隔の緩和

により勧奨効果が薄れてしまうことにより発生しうるデメリットよりも大きいと考えられること

以上のことから、接種間隔の上限について標準的な期間として規定しながら、通常の接種間隔を超えて

しまつた場合においても、定期の予防接種として取 り扱えるようにすることが望ましいと考えるが、

い か が か 。

長所 短所

接種間隔の厳守

○ 治験等で最も有効性・安全性について

検証されているスケジユールで接種すること

になる。

○ !妾種間隔を厳守することを明確にするこ

とで、被接種者への勧奨効果が期待され

る。

○ 定期接種の機会を逃してしまつた被接

種者に接種機会を提供することができる。

oス ケジュールの調整がイテいやすくなり、

接種率が上がることで、疾病の発生。ま

ん延を防止することが期待できる。

○ 定期接種の機会を逃してしまう被接種

者が生じ、疾病の発生が増カロし、まん延

が防止できない可有ヨ性がある。

○ あらゆるスケジュールの有効1生。安全1生

について、必ずしも治験等による厳密な検

言正(ま経ていない。

○ 接種間隔を緩和することで、勧奨効果

力糖 れ、標準的な接種間隔での接種率

が下がる可有旨性がある。

接種間隔の緩和

Hibワクチンについて、現イテ規定のまま上限をなくすと例えl杯 言己のような接種がありえることとなり、生後12月

以脇畢に過乗」な手妾牙重をしてしまうことになつてしまう。

12月

初回接種は生後12月 までに実施することとし、それを越えた場合は行わないこととしてはいかがか。

さらに、この規定を置くと、例え1調F言己のように、初回1回目の接種を生後8月に実施した場合、その後の初回

接種を行わずに生後12月になつてしまつた場合、次に行うのは追加接種になるため、初回接種終了後7月の

間隔をおいた生後15月までは追カロ接種を行えないこととなる。不十分な免疫のまま、追加接種が行えるまで

待つ期間が必要となつてしまう。

12月

そのためT言己のようなただし書きを追カロしてはいかがか。

ただし、生後12月までに初回接種を完了せずに生後12月以降に追加接種を行う場合は、初回接種

終了後27日 (医師が必要と認めるときは、20日 )以 上の間隔をおいてイ予う。

合合合

7月

合      ´ 追加接種がイ〒えることとなる日寺期
接種崩テえなし期 間



例えば、現行生後2月に肺炎球菌予防接種を開始したものは、生後12月までに初回接種2回日、3回目を注射しなかつた

場合、生後12月以降の追加接種し雄 種できないこととなる。生後12月以前の1回と追加の1回となり、免疫必 十分と

なつてしまう可能'勘ちる。

下記のように生後2月-12月 に接種を開始したものは、初回接種を生後24月 まで実施可能なように改正してはいか力い。

またこの改正をした場合、生後2月-7月に接種を開始したものが、2回日、3回目の接種を生後12月-24月に実施した場合、

生後12月以降に3回の接種を実施することとなり、過剰な接種をすることとなる。

そのため生後2月-7月に接種を開女台したものについては下言己のようなただし書きを追加してはいかがか。

「初回2回目の接種が生後12月を超えた場合、初回3回目の接種は行わないこと」

墓 鼎 鶴 習

生後 12月 ‐24月

生後 7月 -12月

生後2月 -7月

`111:|:サll::1:ill:)

生後12月‐24月

生後7月‐12月

生後2月‐7月

■初回接穏

口追加接種

■初回接11

"追加接11

o L2 24 36 tr8 60 (tr) O 12 24 36 48 60 (tr)

現行
改正案

晰 改正案

ジフラリア

百日咳

ポリオ

糊 ll 第1期予防接種の初回接租:20日 ,"6日 までの間隔をおして3回 20B… 以上の間隔日机哺 回

実施要領 需1期予防授 種の初回接租 :20日 がヽ 6日までの間隔をおいて3回 20日棚 上、標準的には56日 資 の間隔をおして 3回

日本脳炎

実施規則
第1期予防接種の初回接租:6日から28日までの間隔をおして2回

追カロ接種:初回接租終了赫 むね1年を経過した時期に1回

刀回接種:6日… 以上の間隔憑れて2回

動 口接租:初回掛籠終了後一 月以上を経過した時期に1回

実施要領
第1期予防接種の初回接租:6日撰受8日までの間隔をおして2回

追加接種:初回接種終了後おおむね1年を経過した時期に

刀回接層 :6日棚 上、標準的には28日証 の間隔日じして四

勘 口接租:初回接租終了後             月 以上、

田率的にはお譴 ね1年の間隔d机 て

Hib

麺 想 リ

初回接稲 :

〔初回接租開始時に2月‐7月〕

27日 (医師が必要と認め生 きは20日 )力め56B無 の間隔包じいて3E

〔初回接租開始時に7月―"月 〕

27日 (医師が必要と認めkき は20日 )力烙56日までの間隔をれ て匹

Iヨカロ奏慶用|:

初回接租終了後7月か■3月無 鋼 隔包bいて1回

初回接租 :

〔初回接籠開始時に2月 ‐7月 〕

生後 12月 に至るまでの間に27日 (医師が必要da係 ときは20日 )力ら嵌姫ほモ以上の

間隔におして 3回

(初回線租 開始時に7月 ―″月 )

生後 12月 に至るまでの間に27日 (医師が必要da幡 ときは20日 )発崎嵌売ほそ以上の

間隔をおして2回

追カロ授租 :初 回接租終了後7月 … 以上の間隔魯じいて1回

ただし、初回幡租硼 |●tに 生後7月 雌 後 "月 に至るまでの間に赫 が、生後 12月

までに3回の初回援種を完了せずに生後 12月 以降`こ追加接種をイ市 場合は、初回接租

終了後27日 (医師が必要… は20B)以 上の間隔をおして 1回

初回接租の開始時に生後7月 "生 後 12月 に至るまでの間に薦 が、生後 "月 荻 に

に2月‐12月のも

の。
7日 〈医師が必要嗅 きは、20日)以 上の間隔をおして1回

実施要領

〔初回授種開暗時にガ子7月〕

初回臓租 :27日 (医師曖 認戯立きは20日)が 5ヽ6日証 の

間隔をれ て3回

追加授種 :初回接租終了後7月が狙3月証 の間隔をおして1回

〔初回接種開始時に7月―″月〕

初回接租 :27日 (医師が必要と溜ウ立きは20日 )力喝56日証 の

間隔d“ て2回

追加接租 :初回接租終了後7月から13月証 の間隔をおして1回

〔初回授種開始時にν子7月〕

初回機種 :27日 (医師が必要d烈 曖た割ま20日 )力崎以上、標準的には56日までの

間陸 おして3回

追加接租 :初回接租終了後7月朽 以上、標準的には13月証 硼 隔dBして1回

ただし、初回2回目及び3回目の接租は、生後"月 に至るまでに行うこ とし、それ超 承

場合 よ4子わな哄文。酬 合も巳加接租は可能で謝 、初回接租終了後、27日 (医師

が必要da幌 健きは20日 )以 上の間隔留“て1回行うこ .

〔初回接租開始時に7月―"月 〕

初回接租 :27日 (医師が必要d躙 幌たきは20日 )力め以上、標準的には56B責 の

間隔におして2回

追カロ接租 :初回接程終了後7月淑 上、標準的には13月証 硼 隔留“て1回

ただし、初回2回目の接種は、生後"月 に至るまでにわ 設生し、それ雄 た場合は

行わな哄上。この場合譴 Dll接種は可能で剛 、初回接種終了後、27日 (医師

と認威文きは20日 )以上硼 隔をおいて1回行うこと。

2月‐のものについ

ては変更なt71



予防接種 現行 改正案

HPV

(2イ面ワクチン

実施規則
1月が2月 半までの間隔をおいて2回接種した後、1回目の注射が35月

から12月 までの間隔をおいて1回

1月以上の間隔をれ て2回機種した後、1回目の主射'35月 ― 以上、かつ

2回目の注射から2月半以上の間隔をおいて1回

実施要領

標準的な接種方法として、1月の間隔をおいて2回行つた後、初回1回目

の接種から6月の間隔をおいて1回イテうこと。ただし、やむを得ず接種間隔

の変更が必要な場合は1月)ン 月半までの間隔をおいて2回接種した

後、1回目の注射から5月から12月 までの間隔をおいて1回

標準的な接種方法として、1月の間隔をおいて2回行つた後、初回1回目の接種が発月の

間隔をおいて1回行うこと。ただし、■0齢 詣対釧J湯 隔の変更が必要な当該方法をとることが

できない場合は1月"以 上牙■用での間隔をおいて2回接種した後、1回目の注射から5

月が 以上、かつ2回目の注射から2月半以上

肺炎球菌

実施規則

初回接種:

〔初回接種開始時に』  -7月 )

生後″月 に至るまでの間に27日 以上の間隔をおいて3回

〔初回接種開始字に7月 -12月 〕

生後13月 に至るまでの間に27日 以上の間隔をおいて2回

追加接種:

初回接種終了後60日 以上の間隔をおいて、生後12月 に至った日以降

において、1回

初回接種 :

〔初回接種開始時に2月 -7月 〕

生後■224月 に至るまでの間に27日以上の間隔をおいて3回

ただし、2回 目の晏種が生後12月を超えた場合、3回 目の接種は行わなしてと。

〔初回接種開始字に7月 -12月 〕

生後t324月 に至るまでの間に27日 以上の間隔をおいて2回

追加接種 :同左

実施要領

〔初回接種開始時に規 -7月 〕

初回接種 :27日 以上の間隔をおいて3回

追カロ接種 :生後 12月から生後15月を標準的な接種期間として、初回

,姜種終了後60日 以上の間隔をおいた後であつて、生後12月 に至つた日

以降において1回

ただし、初回2回 目及び3回 目の接種は生後12月 に至までに行うと とし、

そた 超えた場合{ゴ予わなしてと(追力Qll種は実施可能).

〔初回接種開始字に7月 -12月 )

初回機種 :27日 以上の間隔をおいて2回

追カロ接種:初 回接種終了後60日 以上の間隔をおいた後であつて、生後

12月 に至つた日以降において1回

ただし、初回2回 目の接種は生後13月に至までに行うこととし、それを超え

た場合は行わなしてと(追加接種は実施可能)。

(初回接種開始時に2月 -7月 )

初回接種:標準的には生後12月までに27日以上の間隔をおいて3回

追加接種:左に同じ

ただし、初回2回目及び3回自の接種は生後■224月に至までに行うこととし、それ超 えた

場合は行わなしtとい勘口接種は実施可能)。

また初回2回目の晏種が生後12月を超えた場合、初回3回目の接種は行わなしてと(追カロ

1壼種は実施可能)。

(初回接種開始字にフ月 -12月 )

初回接種 :標準的には生後13月までに27日以上の間隔をおいて2回

追加接種 :初回接種終了後60日以上の間隔をおしi後 であ て、生後12月に至つた日以

降において1回

ただし、初回2回目の接種は生後l-324月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わ

なしてとい勤日接種は実施可能)。                  _

に生後2月 ―生後

12月のもの

生後12月 ―のもの

については変更な

し)

ワクチン

IP∨

DP丁 ―IP∨

MR

肺炎球菌

(小児)

DP丁

日本脳炎

用法 。用量

通常、1回0 5mlずつを3回以上、皮下に注射する。

初回免疫 :小児に通常、1回0 5mlずつを3回、いずれも3週間以上の間隔で皮下に注射する。

追加免疫 :小児に通常、初回免疫後6か月以上の間隔をおいて、0 5mlを1回皮下に注射する。

本剤を添付の溶剤 (日本薬局方 注射用水)0 7mlで溶解し、通常、その0 5mlを1回皮下に注射する。

初回免疫 :通常、1回0 5mlずつを3回、いずれも27日以上の間隔で皮下1こ注射する。

追加免疫 :通常、1回0 5mlを1回、皮下に注射する。ただし、3回目接種から60日以上の間隔をおく。

初回免疫 :通常、1回0.5mけつを3回、いずれも3～8週間の間隔で皮下に注射する。

追加免疫 :通常、初回免疫後6箇月以上の間隔を置いて、 (標準として初回免疫終了後12箇月から18箇月までの

間に)0.5mlを 1回皮下に注射する。

初回免疫 :通常、0 5ml力 を2回、1～ 4週 間の間隔で皮下に接種する。ただし、3歳未満の者には、0.25ml力 を

同様の用法で注射する。

追加免疫 :通常、初回免疫後概ね1年を経過した時期に、0 5mlを1回皮下に注射する。ただし、3歳未満の者には、

0.25mlを同様の用法で注射する。

本剤を添付'容斉10.5mlで溶解し、その全量を1回分とする。

初回免疫 :通常、3回、いずれも4～8週間の間隔で皮下に注射する。ただし、医師が必要と認めた場合{Jま3週間の間隔

で接種すること力たきる。

追加免疫 :通常、初回免疫後おおむね1年の間隔をおいて、1回皮下に注射する。

サーバリックス:10歳 以上の女性に、通常、1回0.5mlを0′1′6カ月後に3回、上腕の三角筋音剛こ筋肉内接種する。

ガーダシリレ:9歳以上の女性{こ1回0.5mlを合計3回、筋肉内に注射する。通常、2回目は初回接種の2ヵ月後、3回目は

6カ月後に同様の用法で接種する。

1 1

Hib

HP∨



日本脳炎の積極的勧奨の差し控えに対する平成 26年度の

対応について (案)

第 1期の追加予防接種について

平成26年度に8歳又は9歳 となる者 (平成 17年4月 2日から平成
19年 4月 1日までに生まれた者)に ついては第 1期の追加予防接種
が十分に行われていないことから、平成 26年度中に第 1期の追加接
種の不足分について、積極的な勧奨を行う。  ・

2.第 2期 の予防接種について

平成 26年度に 18歳となる者 (平成8年 4月 2日 から平成9年 4月
1日 までに生まれた者)に ついては、第 2期 の予防接種 (以下 「2期

接種」という。)が 十分に行われていないことから、平成 26年度中
に、2期接種の不足分について、積極的な勧奨を行う。

3。 その他

積極的勧奨の差し控えが行われた期間に、定期の予防接種の対象者
であつた者のうち、 1期接種を完了していた者に対しては、市町村
長等が実施可能な範囲で、2期 接種の積極的な勧奨を行つても差し支
えない。



○ 日本脳炎の定期の予防接種について →

●定期接種の対象年齢
1期…・生後6か月以上7歳 6か 月未満
2期 …・9歳以上13歳未満

●積極的勧奨を実施する期間(標準的な接種年齢)
1期 (2回接種)・…3歳 1期追加 (1回接種)・…4歳

2期 (1回接種)・…9歳

・マウス脳由来ワクチン接種後の重症のADEM(急 性散在性脳脊髄炎)の発生を踏まえ、平成17年5月 30日から、積極的勧奨を差し控え、特に希
望する者のみに接種することとした。

・平成21年 2月 に「乾燥細胞培養 日本脳炎ワクチン」が薬事承認されたことから、積極的勧奨の差し控えは平成22年 3月 31日に終了し、ワクチンの

供給状況を踏まえつつ、順次、積極的勧奨を再開している。

※生まれた年度/平 成26年度に迎える年齢(歳)

政令上の接種対象年齢

【積極的勧奨の実施】
1島追加:

成17～21年度に3歳 。

【政令改正】
・20歳まで接種可能とする者に、平成7年4月2日～5月31日生まれの者を追加(25年度)

【積極的勧奨の実施】
・1期接種の積極的勧奨   → Bの 25年度時に7歳(H18年度生)、8歳(H17年度生)の者
・1期追加接種の積極的勧奨 → Bの 25年度に時9歳(H15年度生)、lo歳(H16年度生)の者
・2期接種の積極的勧奨   → Aの 当時18歳(Hフ年度生)の者

平成17年度に4歳 。

1期追加の積極的
勧奨を中止

尋

26・  :

2期

平成17～21年度に9歳 。
2期の積極的勧奨を中止

25・1期追加

24・1期

L暫
・
P理性」

生年度

年齢

→ Bのうち積極的勧奨の差し控え期間中に¬期。1期追加の接種を完了した者
(ただし市町村が実施可能な範囲で実施)

通常のスケジュールで実施

・平成28年度から、積極的勧奨再開後の

9歳児の2期接種の勧奨を予定

平成22年度～:3歳児の積極的勧奨を再開
(通常の接種スケジュールで実施)

平成23年度:9歳(1期)、10歳(1期追加 )

接種の積極的勧奨

平成24年度:8歳、9歳 (1期)、
10歳(1期追加)接種の積極的勧奨

Bの 8歳(H18年度生)、9歳(H17年度生)
Aの 18歳(H8年度生)
Bの うち積極的勧奨の差し控え期間中に1期・1期追加の接種を完了した者

(ただし市町村が実施可能な範囲で実施)



ロタウイルスワクチン作業班中間報告書について

平成 25年 11月 18日

ロタウイルスワクチン作業班

1.こ れまでの経緯 ・対応

○ 厚 生科学審議会感染症分科会予防接種部会で取 りまとめた 「予防接種制度の見

直 しについて (第二次提言)」 において、7ワ クチンの接種促進及びロタウイル

スワクチンの評価の必要性について提言された。

○ 今 般の予防接種法改正の参議院附帯決議において、ロタウイルスワクチンは、

「定期接種の対象とすること等について早期に結論を得るよう検討すること」と

されている。

○ そ のため、平成24年度までは予防接種部会の下に 「ロタウイルスワクチン作業

チーム」を設置 し、又平成25年度には予防接種基本方針部会の下に 「回タウイル

スワクチン作業班」を設置、検討 し、今般中間報告書がとりまとめられた。

2.中 間報告書におけるロタウイルスワクチンの評価

○ ロ タウイルスワクチンについては、初回感染時の胃腸炎の重症化防止効果や、

間接効果の可能性が考えられており、有効性の観点か らは、接種の必要性が認識

されている。

○ 一 方、ロタウイルスワクチンを定期接種に導入 している国からの報告によると、

ロタウイルスワクチンの接種直後に一過性に腸重積症の相対 リスクが上昇する

ことが確認されている。しか し、これ らの国ではロタウイルスワクチンによるベ

ネフィッ トが腸重積症の リスクを大きく上回ると結論 している。わが国でも同様

に、腸重積症の リスクを大幅に上回るベネフィッ トが予測されるが、これを裏付

ける自国のデータを収集 し、評価することを要する。

○ 作 業班において、我が国の定期接種化にあたつては、ロタウイルスワクチンの

副反応発生状況の分析 ・評価や医療経済学的な評価について、まだ課題があると

の認識で一致 している。

3.報 告書完成に向けて必要な作業

○ 腸 重積症のベースラインデータの整理が必要である。

導入前 :年齢別 (月齢別)デ ータの追加

導入後 :年齢別 (月齢別)デ ータ、接種歴データ

○ リ スクベネフィッ ト分析を行う。

接種群での 10万人あた りの回タウイルス感染症発症者数 (入院者数)の 減少

と腸重積症等副反応の発生状況を基にリスクベネフィッ ト分析を行う。

○ 医 療経済学的な評価を行 う。

本作業班における費用対効果の推計を行う。
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「ファクトシー ト追加編」

(1)ロ タウイルス感染症 :臨床症状

① 臨床症状等

ロタウイルス胃腸炎においては表 1に示す様に、様々な疾患との関連が示唆されているp。

表 1 ロ タウイルス胃腸炎との関連が示唆された疾患

中枢神経系 .胃腸炎関連けいれん、

ギランバレー症候群、

熱性けいれん、髄膜炎、脳炎 。脳症

ライ症候群、出血l■シヨック脳症症候群

消化器系 腸重積症、胆道閉鎖、壊死畷 、肝障害、消化管出血 。潰瘍

急出膵炎、蛋白漏出性胃腸症

腎 ・尿路系 急性腎不全、高尿酸血症、尿管結石、溶血性尿毒症症候群

ネフローゼ症候群

鶉 系 間質L肺 炎

血液系 血球貪食症候群、播種性血管内凝固症候群 lDIC)

筋系 横紋筋融解症、筋炎

その他 低カルシウム血症、I型糖尿病、乳幼児突然死症候群

② 治 療法
ロタウイルス胃腸炎に特異的な治療法はなく、下痢、嘔吐、脱水、発熱に対する対症療法を行う。治療

法としては経静脈輸液、経口補液、整腸剤の投与がある。また合併症があるときには合併症に応じた治療

を行う。

ア.脱水の評価方法
ロタウイルス胃腸炎に特異的な脱水の評価基準はないが、ガう見の急性胃腸炎における脱水の程度を評価

するための、米国Centers for Disease ContЮl and PКttntion(CDC)に よる指針を以下に示す (表2)

り。この指針では、脱水症の程度を 「極軽度の脱水または脱水なし」、曜鰺こから中等度の脱水」、「重度の

脱水」の3つに区分して、12項目の症状について評価している。

表2各 虚伏による脱水の程度の評価

症 状

極軽度の脱水

または脱水なし

(体重の 3%未 満の水

分喪失)

軽度から中等度の

豚

(体重の3～9%の 水分

喪失)

重度の脱水

(体重の 9%を 超える水分

喪失)

′意言哉と輝罫申ツむ態 良好、覚醒 正常、疲労感または落

ち着きがない、易刺激

性

感情鈍麻、嗜眠

意識消失

口 渇 正常に飲水。水分を拒

否することもある

口渇、水分摂取を懇願

する

飲水不良。飲むことができ

ない

亀舶数 正常 正常から増加 頻脈、ほとんどの重度症例

では徐脈

脈の緊張度 正常 正常から減弱 減弱、著明な減弱



または脈が触れない

呼 吸 正常 正常、速い 深い

日艮 正常 わずかに落ちくぼむ 深く落ちくぼむ

一俣 あ り 減少 出ない

日と舌 湿つている 激 している 乾ききつている

皮膚のしわ すぐ元に戻る 2秒未満で元に戻る 戻るのに2秒 以上かかる

毛細血管再充満 正常 延長 延長、わずかしたヽ めず

四 肢 温かい 冷たい 冷たい、斑状、チアノーゼ

あり

尿 量 正常から減少 減少 著明に減少

イ.急 性胃腸炎による脱水治療の原則υ

ロタウイルス胃腸炎による脱水治療の原則は、受診時までに失われた水分と電解質を補充しその後の喪

失分を継続して補充する輸液療法と、経口摂取ができるようになり次第、その患者の年齢にあつた制限の

ない食事を早期に開始し栄養と腸機能の回復を早める食事療法である。欧州においては小児の胃腸炎治療

ガイ ドラインが示されている (表3)3,つ。

表 3 月 児ヽの胃腸炎治療の原貝J

1.

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

脱水の是正には経口補液 (ORS)を 用いる

経口補液は迅速に行う (3～4時 間以内で)

脱水が是正されたらすぐにその患者の年齢にあつた制限のない食事を開始し、迅速に栄

養補給を再開する

母乳栄養児は母乳を継続する

人工栄養児は通常濃度のミルクとし、多くは特殊ミルクも不要

下痢が持続している場合はそれに見合つた経口補液を続ける

不必要な臨床検査や投薬は行わない

ウ.輸 液療法9

-般 的には臨床的重症度が中等症までの場合は経口補液、あるいは外来での経静脈輸液を行う。重症の

場合はパ院して経静脈輸液、経口補液を併用する。

経口補液に関しては各種の補液製剤があるが、現在は低浸透巨性のOl・al rehydration solution(OR9が

世界的に認められ使用されている。わが国ではソリタOT配 合顆粒2号 、OS‐l①が近いが、味の問題で飲

用できる乳幼児が少ないのが問題である。ソリタOT配 合顆粒 3号やアクアライト① ORSの 電解質濃度

は低いが、飲用できる乳幼児も多く実際に使用されることが多い。しかし、わが国では医療機関へのアク

セスが容易で乳幼児医療への公費助成等もあつて、経静脈輸液や入院加療が上記重症度の基準よりも低い

段階で行われているのが現状である。

(2)ロ タウイルス感染症 :下痢便中のウイルス量

ロタウイルス陽性で下痢を認める小児の便 (10%液、101例)中 には、10.06 1og10RNAcopies/d

Kl・ange5.56‐12.49のロタウイルスRNAが 検出されるとの報告があるり。

(3)予 防接種の効果



① 重 症化防止効果

ロタウイルスワクチンは、世界中で均―な効果を示しているわけではない。単価ヒトロタウイルスワク

チン (以下、単価ロタウイルスワクチン)ま たは5価ヒトーウシロタウイルス再集合体ワクチン (以下、

5価 ロタウイルスワクチン)に 関するプラシーボ接種群を対照にした無作為化臨床試験の結果を報告した

21試験卜20とヮクチン市販後に行つた症例対照研究の結果を報告した24研究ル491を総合すると、重症ロ

タウイルス下痢症に対する予防効果は、一人当たりの国内総生産を基準にして経済的に豊かな国において

は約90%、貧困国では約 50%、その中間に属する国では約 70%である。わが国は、経済的に豊かな国に

分類され、欧米やオーストラリアと同様の高い有効l■_が期待される。単価ロタウイルスワクチンおよび5

価ロタウイルスワクチンの国内でのブリッジング試験の結果もこの期待と矛盾しない'2D。
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② 感染防止効果

ロタウイルスワクチンに感染防止効果があるかどうかをエンドポイントとした研究はない。このような

効果は、たとえ自然感染後に獲得する病後免疫であつても次回以降の感染を完全に防がずに不顕曜 と

なる麟 化や発病の防Dこ とから、期待できず、また、ワクチンの目標にもなつていない48‐50。しかし、

次項でふれる間接効果に関する研究から、集団における感染性ウイルス量の低下により、ロタウイルスの

感染伝播の連鎖が途切れる可能性が指摘されている。

③ 間接効果

ロタウイルスワクチンの導入後におけるロタウイルス胃腸炎入院患者数の減少あるいはロタウイルス

陽性検査割合の減少が、ワクチンの接種率以上に、あるいはワクチン未接種の年齢層にも及んでいること

がわかり、ロタウイルスワクチンの間接効果 (集団免疫効果)の 可能l■が考えられている 52‐鳴 これは、

ワクチン被接種者が野生株に感染した場合に (感染を完全に防がないので、軽症または不顕艘 となる

可能性が高いので)、便中に排泄される感染性ウイルス量の低下により、感染伝播の連鎖が途切れる可能性

があるためと考えられている
5D。

④ 予 防接種の効果の持続期間

ヨーロッパで行われた5価 ロタウイルスワクチン 50ぉょびァジアの高所得国で行われた単価ロタウイ

ルスワクチンの追跡調査201から、接種後 3歳 に達するまで十分なワクチンの重症化予防効果が持続するこ

とが確認されている。わが国では、生後6ヶ月から3歳 までの間に、入院を必要とする5歳未満のロタウ

イルス胃腸炎の88%が 発生している。

⑤ 多様な血清型に対する予防効果

いずれのワクチンも、わが国におけるヒトロタウイルスの主要な血清型の95%以上を網羅するGlP181,

G2P141,G3P181,G4P18],G9P18]に起因する急性胃腸炎に対する有効性が実証または示唆されている。と



くに単価ロタウイルスワクチンについては、G2P141型ヒトロタウイルスに起因する急性胃腸炎に対する有

効性が懸念されたことがあった (ファクトシー ト)。しかし、単価ロタウイルスワクチンの定期接種導入後

に G2P141の相対頻度が増加(ロタウイルス下痢症の絶対数は醐 したブラジルにおける3つ の独立した

症例対照研究35,56,50により、十分な有効性が確立された。また、ロタウイルスワクチン接種の92%が 単価

ロタウイルスワクチンであるベルギーにおける市販後の単価ロタウイルスワクチンの有効性に関する症例

対照研究によっても、G2P141に対して85%(95%CI:64‐ 94)と 同型であるGlP181に 対する95%(95%

CI:78‐99)の有効性と遜色のない有効性を有することが確認されている20。米国における5価 ロタウイル

スワクチンのG2P141に対する有効性は87%(95%CI:77‐ 93)であり、GlP[81対 する有効性は89%(95%

CI:41‐98)で あったと報告されている (米国における単価ロタウイルスワクチンの使用割合は少なく計算

できない)461。したがって、多様な血清型に対する予防効果に関して、単価ロタウイルスワクチンと5価

ロタウイルスワクチンとの間に差を認めない。

⑥ 接種を行った場合と行わなかった場合のまん延の状況変化

ロタウイルスワクチンの導入による地域におけるまん延の状況変化をシュミレー トした研究によると、

年間 1,000人が出生する仮想的地域集団の5歳未満のロタウイルス下痢症入院害者数は、接種を全く行わ

なかった場合には、1年間に平均 67人 となるのに対し、単価ワクチンを2回 接種した者が60%、 1回又

は2回 接種した者が80%あ つたと仮定した場合 (接種率 80%)、 1年間に平均 18人 にまで減少すること

が示された6り。
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(4)ロ タウイルスワクチンの安全性

① 国内

国内では腸重積症の報告制度が無いことから、10道県の医療機関の協力により、我が国における腸重積

症の疫学を解析し、ロタウイルスワクチン導入前 ●007-2011年)と 後 (2012年以降)で 腸重積症の発症

頻度を観察し、ロタウイルスワクチンを安全に接種するためのエビデンスを構築することを目的として、

2012～2013年度厚生労働科学研究 0形電代表者:大石和徳、研究分担者:砂川富正、研究協力者:ネ申谷 元 、

他)が 実施されている。

2012年度の中間報告によると、ロタウイルスワクチン導入前のベースライン調査では、毎年ほぼ同数の
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報告数で、やや夏季に報告が多く、ロタウイルス胃腸炎の好発時期 (春)と 発生時期は一致しなかつた。

また発症年齢は0歳 に最も多く、性別では男児に有意に多かった。人ロベースで計算可能な地区のデータ

によると発症率は65,2/100,000。年 (1歳 未,御 であつた9。

地域における長期間の診療録を調査した後方視的研究の結果7Qつぉょび全国レベルの診療データベース

から算出した発生率
7のは約 150190/100,000人 。年であつた。

腸重積症以外の冨1反応に関しては治験においてロタウイルスワクチン接種後 7～8日 後から嘔吐

(151協 )、下痢(9-240/0)、不機嫌(13-62%)、発熱(4043%)を認めたが、重篤な副反応は認められていない。

易束倣 性、下痢などが国内臨床試験で報告されているが、いずれも一過性で数日以内に回復し、重篤なも

のはまれである。

② 米 国及びオーストラリアの安全性評価

ア 経 緯

2013年 6月 に米国Food and Drug Administration lFDA)が 報告した単価ロタウイルスワクチンと5

価ロタウイルスワクチンのMiniSentinel PRItt stu街 の最終結果によると、5価 ロタウイルスワクチン

の初回接種後21日間 (多くが接種後7日以内)に おける腸重積症リスクの増加が報告され、2回 目や 3回

日の接種後にはこのリスク増加はみられていない59。

2013年 6月 19～20日に米国アトランタで開催されたme Advisory Conll■ittee on IIIllnunization Practices

lACIP)で、オーストラリアのNational Center for lnllltlnization Reserch.&Stlrv.のDr.Peter ttlntyre

らは、ロタウイルスワクチンと腸重積症の関連について発表した∞)。

オーストラリアでは生後 5か月以上 7カ明未満をピークとして、0歳人口10万人あたり最大80人 の腸

重積症が発症していることがロタウイルスワクチン導入前の基礎データとして発表されていた (」ustice

et al J Pediatr Child Health 2005)。

2007年 7月 に 1価 ロタウイルスワクチンと5価 ロタウイルスワクチンがNational Programに導入され

た。2010年に、初回接種後に腸重積症のリスクが増加することが示唆され、2011年にButteryらは、5価

ロタウイルスワクチン初回接種後 1-7日ならびに 121日 でそれぞれ RR5.3(95た11.1,15,4),RR3.5(95%

C11.3,7.6),1価 ロタウイルスワクチン初回接種後 1-7日ならびに121日 でそれぞれRR3.5(950/S10.7,

10.1),RRl.5(950/S10.4,3.9)で腸重積症のリスクが上がることを報告し、2回接種後は接種の有無で頻度

に差が無いことを発表した Oaccine 2011)。

オーストラリアでは、生後 12カ現 までに85%の 児が2回又は3回接種しており、接種の時期は適切で、

接種週齢の上限を超えていたのは23%で ある lHull et al,Vaccine 2013)。

Australian lnstitute of Health and Welfareのデータベースから得られた結果では、ロタウイルスワ

クチン導入前の時期 (1998年7月～2007年 6月)に は生後 1カ現以上 3カ明未満児で人口10万人あたり

30.4であつた腸重積症による入院が、ロタウイルスワクチン導入後 12007年7月～2009年 6月)には65.3

に上昇し、Incidence Rate Ratio(IRR)は2.1505%C11.58,2.91)で あつたと報告された。

2007年 7月～2010年6月の3年間に、生後 1か月以上12カ明未満で、腸重積症により入院した306人

を対象にした①Self controllёd case series analysisと、②症例対照研究 (誕生日の違いが1日以内の

年齢が一致した対照10人と比較)、③ワクチンに関連した腸重積症と、ロタウイルス胃腸炎による入院例

の減少について検討が実施された。(Carlin」B,et al.Clin lnf Dis 2013)ω。



イ 米 国ACIPにおけるオーストラリアからの発表要旨

1価 ロタウイルスワクチンと5価 ロタウイルスワクチンで、接種後腸重積症の発症リスクに変わりはな

く、初回接種後 121日 間+2回 目接種後 1-7日間でみると、ワクチンに関連した腸重積症の増加リスクは、

1価 ロタウイルスワクチンを接種した乳児 10万人あたり 5.0(95%C11.9-10.7)、 5価 ロタウイルスワク

チンを接種した乳児 10万人あたり6.9(95%C1 3.1-13.6)で あつた。総合的に勘案した結果、10万人の

被接種児あたり最大6人 の腸重積症が増カロすることが推計された。これは、オーストラリアの出生コホー

トで毎年 18人 (初回接種後 11人、2回 目接種後 7人)の 増加となる。しかし、ワクチンに関連した症例

で重篤度が上がることはなかった。オーストラリアの政策立案者は、リスクベネフィットの観点から、最

も有益な判断を継続するべきである、と述べている。

各ワクチンの接種後腸重積症の発症リスク

1価 ロタウイルスワクチン :初 回接種 17日 :R16.76(95%12.40,19.ol)

初鴎 範 8-21日:R13.45(9粥11。33,8.94)

2回 目櫂新重 1-7日 :R12.84(95%C11.10,7.34)

5価ロタウイルスワクチン

2回目ね疑重8-21日:R12.11(950/S10.97,4.62)

初回接種 17日 :R19.89(%“ 13.70,26.42)

初回接種8-21日 :R16.32(9591C12.78,14.37)

2回 目雛  1-7日 :R12.81(95%C11.16,6.80)

2回 目接種821日 :R11.77(95%10.81,3.88)

3回目ね新重 1-7日:R10.75(95%C10.18.3.11)

3回目わ新重8-21日:RI O.56(959に10.17,1.82)

初回接種 卜7日 :OR 15.61(%“13.36,72.57)p〈0.001

初回接種 8-21日 :OR 6.48(9511C11.74,24.16)p=0.005

2匡]目t妾籠重1-7日 :OR 2.44 (95%C1 0.80,7.47)p=0。118

2回 目接種821日 :ORl.35(95%IO.50,3.63)p=0.557

初回接種 1-7日 :OR ll.74(95%13.18,43.37)pく0.001

初回接種821日 :OR 4。65(959/C11.80,12.00)p=0.001

2回 目お葵薫彗1-7 日 :OR 2.53 (950/OC1 0.89, 7.20)p=0.081
2回 目接種821日 :ORl.38(95%10.53,3.62)p=0.506

3回 目援網羹 7日 :OR l.06(95%C10.23,4.84)p=0.935

3匡]目t妾"重8-21 日 :ORO.80(950/S1 0.18, 3.64)p=0.773

1価 ロタウイルスワクチン

54面ロタウイルスワクチン

5歳未満児でロタウイルス胃腸炎による入院が71%減 少し、年間最大7,700人の入院回避

1)ロ タウイルスによる胃腸炎 : 接 種歴なし11,073人、接種歴あり4,545人

2)1価 又は5価 ロタウイルスワクチン接種後の腸重積症 :接種歴なし240人、接種歴あり258人以上

ワクチン接種歴に関係なく
1)腸 重積症による死亡 な しあるいは稀 (<1/10年 間)、O12007-2010年 )

ワクチン導入前のロタウイルス胃腸炎による死亡 12年 に1人

2)腸 重積症による入院 毎 年生後 12カ明未満で 最 大240人 (ワクチン卸

ワクチンに関連した腸重積症による入院は年間最大 18人
一方で、ワクチン導入前のロタウイルス胃腸炎による入院 5歳 未満で年間～1万人

毎年～7000人 (6528～7700人)が 予防された。
3)腸 重積症による外科手術34%(<12カ 明児)、ロタ胃湯炎による外科手術0(推 0

4)腸 重積症によるICU入室 4%(<12か 月児)、ロタ胃腸淡によるICU入室 不明

ウ 米 国の結論

以上のオーストラリアの結果も参考に、米国のCは ロタウイルスワクチンのリスクとベネフィットを勘

案した結果、ベネフィットが腸重積症を含めたリスクを上回ると判断した。そのため、CDCは 今回示され



た新しいデータによる米国のロタウイルスワクチンのスケジュールの変更をせず、全ての米国の乳児にロ

タウイルスワクチンを受けるよう推奨を継続した。

また、米国小児科学会は、従来より、腸重積症の好発年齢を避けるため、生後 15週を過ぎた場合は、接

種を開女台しないとしている (Red Book 2012)60。

(5)ロ タウイルスワクチンの費用対効果

わが国におけるロタウイルスワクチンの費用対効果を検討した論文は、これまでに3報が報告されてい

る。

Satoら0011)は、医療システムの立場および社会の立場からロタウイルスワクチン定期接種化の費用対

効果について、質調整生存年(QALDを 効果指標とする費用効果分析 (費用効用分析)に て検討している
60。分析期間は5年間 (0～5歳)と し、予後および費用の推計にはマルコフモデルを用いている。保健シ

ステムの立場では保健医療費のみを推計対象とし、ワクチンの費用とロタウイルスによる胃腸炎の外来 ・

入院の費用を含み、ワクチン接種による腸重積症の発生については考慮していない。ワクチンの費用は 1

コース 20,000円 と仮定している。社会の立場では保健医療費に加えて胃腸炎の通院や看病の際の介護者

の生産性損失を加えているが、通院のための交通費等 (直接非医療費)や ワクチン機種の際の生産性損失

は含めていない。効果指標は本人のQALYを 用いている。割引率は年率5%と設定している。

分析の結果、胃腸炎による入院は95%減 少、胃腸炎による外来受診は85%減少するが、ワクチン費用を

含めると保健医療費は 104.2億円増加するものと推計している。これに生産際 失を含めると費用は9.2

億円の増加に留まる。QALYに ついては1,066QALYの 増加が見込まれることから、増分費用効果比CCERl

は保健システムの立場からは978.1万円/QALY、 社会の立場からは86.3万円/QALYと 推計された。

Itzlerら120131は、医療システムの立場および社会の立場からロタウイルスワクチン定期接種化の費用

対効果について、QALYを 効果指標とする費用効果分析 (費用効用分析)に て検討している661。分析期間

は5年間 (0～5歳)と し、予後および費用の推計にはマルコフモデルを用いている。保健システムの立場

では保健医療費のみを推計対象とし、ワクチンの費用とロタウイルスによる胃腸炎の外来 ・入院の費用を

含み、フクチン接種による腸重積症の発生については考慮していない。ワクチンの費用は1コース24,600

円と設定している。社会の立場では保健医療費にカロえて胃腸炎の通院や看病の際の介護者の生産性損失や

通院のための交通費等 (直接非医療費)を含めているが、ワクチン接種の際の生産際 失は含めていない。

効果指標は本人のQALYを 用いた場合とこれに家族のQ虹Ⅳ を加えた場合を推計している。割引率は年

率3%と設定している。

分析の結果、胃腸炎による入院は92%減 少、胃腸炎による外来受診は74%減少するが、フクチン費用を

含めると保健医療費は100.3億円増加するものと推計している。これに生産性損失を含めると費用は50.4

億円の増加に留まる。QALYに ついては本人のみで1,269Q虹Ⅳの増加が見込まれることから、増分費用

効果比CCEDは 保健システムの立場からは790.8万円/QALY、 社会の立場からは400.0万円/QALYと 推

計された。本人だけではなく親のQ虹 Ⅳ増加分(1,231o咀めをさらに考慮すると、増分費用効果比CCED

は保健システムの立場からは401.4万円/QALY、 社会の立場からは201.5万円/QALYと 推計された。

中込ら0010は 、社会の立場からロタウイルスワクチン定期接種化の費用対効果について、費用比較分

析にて検討している6つ。分析期間は5年間 (0～5歳)と し、ワクチンの費用は1コース29,893円と設定

し、ワクチン費用と胃腸炎の直接医療費のほか、ワクチン接種の際の家族の生産性損失、胃腸炎の際の直

接非医療費 (通院交通費等)と 家族の生産性損失も考慮している。費用の推計は、胃腸炎の直接医療費に

ついては先行研究を引用し、直接非医療費や家族の生産性損失についてはインターネットによる家族への

調査結果を用いている。費用比較分析であるためQALY等 の効果指標は設定しておらず、割引率は適用し

ていない。

分析の結果、5歳未満1年間で胃腸炎による直接医療費は113.3億円減少するが、ワクチン費用を含め

ると保健医療費は160.0億円増加するものと推計している。これに直接非医療費と生産際 失を含めると



費用は19.3億円の増加に留まる。

以上の結果より、社会の立場で分析を行つた場合には費用対効果は概ね良好と考えられるが、これらの

分析では用いられている価格が異なること、生産性損失の算出方法によつて結果が大きく変動すること等

から、さらなる検討が必要と考えられる。
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「諭 ・獅 」

※以下の文章中に含まれる図表の番号と引用文献番号は、ロタウイルスワクチンに関するファク

トシー トあるいは 「ファクトシート追加編」中の図表番号あるいは参考文献番号である。

ユ 対 象疾病の影響について  網 封ID

(1)対 象疾病の個人及び社会に対する影響はどうか

① 臨 床症状と合併症

ロタウイルス感染症の潜伏期は1～2日で、下痢、嘔吐、発熱、腹痛などの症状が数日間続く。乳幼

児期では約40人 に1人の割合で脱水が重症化し、5歳未満の急性胃腸炎による入院の半数程度がロタウ

イルスによるものとされ、脱水の重症度は他のウイルス性胃腸炎よりも高い事が多い。通常は1～2週

間で自然治癒するが、時に脳炎 ・脳症や胃腸炎関連けいれんなどの合併症を引き起こし、死亡あるいは

後遺症を残す事もある。

② 診断法
ロタウイルスの検出法は患者糞便検体を用いた、電子顕微鏡によるウイルス粒子の観察、ポリアクリ

ルアミドゲル電気泳動 lPAGE)に よるゲノムの確認、ラテックス凝集反応、ELISA法 、RT‐PCR法 、

イムノクロマト法 CC法 )な どがあげられる。臨床現場ではIC法 によるロタウイルス検出キットが主

流である。IC法 は便からロタウイルス抗原を抗原抗体反応で検出する方法であり、20分 程度で特別な

機械を必要とせずに迅速かつ簡便に判定できる利点がある。

疫学状況  (大 西)

わが国におけるまん延の状況

鑽

わが国におけるロタウイルス胃腸炎のサーベイランスは、5類 感染症定点把握疾患として、全国約

3,000箇所の小児科定点から、感染性胃腸炎の一部としてサーベイランスが実施されている。また、2013

年第42週 (10月14日～10月 20日)か ら、全国約 500箇所の基幹定点から、感染性胃腸炎 (ロタウイ

ルスに限る)の 患者数が報告されることとなり、小児科定点からの報告と併せてサーベイランスが実施

されることになった。ただし、現状では一部の地域で行われた研究結果から全国の患者数を推計する以

外、国内の患者数を把握する方法はない。

秋田県、二重県、京都府で行われたロタウイルス胃腸炎の調査研究によると “'“'2'40、ゎが国におけ

る感染性胃腸炎患者のうち、ロタウイルスの占める害J合は年間を通して42～58%と 推計され、入院率は

5歳未満の小児で4.4～12.7(1000人。年あたり)、すなわち5歳 までにロタウイルス胃腸炎で入院する

リスクは15～43人に1人と考えられている。この結果をもとに全国の入院患者を推計すると年間26,500
～78,000人が入院していることになる。また、二重県下 3市 で実施された累積入院率の結果によると、
ロタウイルス胃腸炎による入院患者の70～80%が2歳以下であつた (ファクトシー ト:図 3)431。

イ 不 顕艘 の感染者数

ロタウイルスはG及び P遺伝子型が異なっても交差免疫が成立することがあるため、感染を繰り返す

ごとに症状は軽くなっていく。しかし、1回 の感染ではその後の発症予防は不完全であり、乳幼児期以

降も再感染を繰り返すが、感染を繰り返すと症状は軽症化するたの。一般的に新生児期は不顕朧 染に

終わることが多く、おそらく母体由来の免疫によると考えられている。わ。 ロ タウイルスに感染してい

る小児と接触した成人のうち30～50%が 感染すると言われているが、ほとんどの場合、過去の感染で獲

得した免疫の効果で不顕憾 染に終わることが多い26カ

Ｏ
　
①
ァ
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ウ 死 亡者数 (死亡率)
ロタウイルス感染症により世界では5歳未満の小児が約50万人死亡しているとされ、その8噺以上が

発展途上国で発生している3つ
。先進国でも多くのロタウイルス感染症患者が発生しているが、死亡者は

稀である。ワクチン導入前の米国では5歳未満のロタウイルス感染症患者の年間死亡数は20～40人、入

院が6～7万人、外来受診者は50万人に上ると推計されている (ファクトシー ト:図 2)田4D。

工 重 症者数 (重症化刺 、後遺症

ロタウイルス感染症における重症化という場合、胃腸炎およびそれに伴う下痢症 ・脱水症が重篤にな

る状況を指すことが多く、ワクチンによる予防効果のアウトカムは重度の下痢症 ・脱水症の罹患および

それによる入院に対するものである。脱水の程度や臨床的重症度は他のウイルス性胃腸炎より重いこと

が多く、主に4～23カ現児に重度の脱水症を認めるQけD。 わが国で入院を要した5歳 未満のノ1聰ヽ 性

胃腸炎の原因を検討すると、40～50%前 後がロタウイルスであることが半J明している田0。

ロタウイルス感染症に伴う重篤な状態として、脳炎 ・脳症も知られている。脳炎 ・脳症は生命予後や

後遺症に与える影響が大きいが、これらに対するワクチン予防効果は現時点では検証されていないこと

に注意を要する。Schumacherらかは、ドイツで2歳 未満児に発症したロタウイルス胃腸炎の約2%に中

枢神経症状が合併していたと報告している。わが国におけるロタウイルス胃腸炎に合併した脳炎 ・脳症

は、国立感染症研究所 感染症疫学センターが行つている 5類 感染症全数把握疾患である急躙 炎の解

析結果によると、2007年 から2013年 7月 までに報告された急躙 炎 α肖症を含む)の 中で、国内でワ

クチンが使用されていて病原体が判明している急性脳炎 a尚ソわ の中で最も多かつたのはインフルエン

ザ (690名 :うち死亡45名)、次いでロタウイルス (65名 :うち死亡5名)で あり、ムンプス、麻疹、

水痘 。帯状疱疹、風疹、肺炎球菌がそれに続く結果となつている。ワクチンの有無に関係なく集計する

と、0～14歳 の急L脳 炎 OM症 )の 原因として届けられた病原体はインフルエンザが最も多く、次いで

突発麟 疹の原因であるヒトヘソレペスウイルス6あ るいは7型、その次にロタウイルスが多かった。ま

た、森島らの報告によると、全国から報告される急躙 炎 0歯ナDの 中で病原体が判明しているものの

内、最も多いのはインフルエンザ、次いでヒトヘルペスウイルス6あ るいは7型、その次に多いのがロ

タウイルスであり、感染症発生動向調査の結果と一致していた。またその報告によるとロタウイルスに

よる脳炎・脳症については毎年20例前後の報告があることがわかっている (ファクトシー ト:図4)2の。

更に、剖 ‖らが小児科入院施設を対象に、ロタウイルス感染症関連の脳炎湖肖症と来院時心肺停止例に

関する全国調査を実施しているが、その報告によると、2009/10シ ーズン～2010/11シ ーズンの2シー

ズンで脳炎湖肖症が51例、心肺停止例が7例発生していることが明ら力ヽ こなっている441。ロタゥイルス

胃腸炎に合併した小児のロタウイルス脳炎 ・脳症の特徴としては、けいれんが難治1/■で、後遺症を残し

た症例が38%に のぼり、インフル′エンザ脳症、ヒレvレペスウイルス6,7型による脳炎と同様に予後不

良であった2の
。

② 感染源 ・感染経路
ロタウイルスの主な感染経路はヒトとヒトとの間で起こる糞口感染である。ロタウイルスは感染力が

極めて高く、ウイルス粒子 10～100個で感染が成立すると考えられている。また、ロタウイルスは環境

中でも安定なため、汚染された水や食物などを触った手からウイルスが口に入つて感染が成立する可能

性も指摘されている。従つて、たとえ衛生状態が改善されている先進国でもロタウイルスの感染予防は

きわめて難しいつ。

(3)対 象疾病の治療法  網 りID

ロタウイルス胃腸炎に特異的な治療法はなく、下痢、嘔吐、脱水、発熱に対する対症療法を行う。治

療法としては経静脈輸液、経口補液、整腸剤の投与がある。‐般的には臨床的重症度が中等症までの場

17



合は経口補液、あるいは外来での経詢脈輸液を行う。重症の場合は入院して経静脈輸液、経口補液を併

用する。また、合併症があるときには合併症に応じた治療を行う。a

2 予 防接種の効果 ・目的 0安全性等

(1)予 防接種の効果 (中週

① 重 症化防止効果

ロタウイルスワクチンは、世界中で均一な効果を示しているわけではなし、 単価ロタウイルスワクチ

ンまたは5価 ロタウイルスワクチンに関するプラシーボ接種群を対照にした無作為化臨床試験の結果を

報告した21試験型ロフアクトレ20とヮクチン市販後の実世界の中で行った症例対照研究の結果を報告した24

研究渤ロフアクト2←481を総合すると、重症ロタウイルス下痢症に対する予防効果は、一人当たりの国内総生

産を基準にして経済的に豊かな国においては約 90%、 貧困国では約 50%、 その中間に属する国では約

70%で ある。わが国は、経済的に豊かな国に分類され、欧米やオーストラリアと同様の高い有効性が期

待される。単価ロタウイルスワクチンおよび5価 ロタウイルスワクチンの国内でのブリッジング試験の

結果もこの期待と矛盾しない勘ロフアクト9,2め。
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露  50.00%

25.00%

0%}
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② 感染防止効果

ロタウイルスワクチンに感染防止効果があるかどうかをエンドポイントした研究はない。このような

効果は、たとえ自然感染後に獲得する病後免疫であつても次国以降の感染を完全に防がずに不顕L感 染

となる勧 化や発病の防0こ とから、期待できず、また、ワクチンの目標にもなっていないコロフアクト48-5D。

しかし、次項でふれる間接効果に関する研究から、集団における感染性ウイルス量の低下により、ロタ

ウイルスの感染伝播の連鎖が途切れる可能性が指摘されている。

③ 間動 栗

ロタウイルスワクチンの導入後におけるロタウイルス胃腸炎入院患者数の減少あるいはロタウイル

ス陽腱 割合の減少が、フクチンの接種率以上に、あるいはワクチン未接種の年齢層にも及んでいる

ことがわかり、ロタウイルスワクチンの間接効果 (集団免疫効果)の 可能性が考えられているコロフアクト

レ5の。これは、ワクチン被接種者が野生株に感染した場合に (感染を完全に防がないので、軽症または

不曖憾 染となる可能性が高いので)、便中に排泄される感染性ウイルス量の低下により、感染伝播の

連鎖が途切れる可能性があるためと考えられているコロフアクト50。

④ 予 防接種の効果の持続期間

ヨーロッパで行われた 5価 ロタウイルスワクチン勘ロフアクト5Dぉょびァジアの高所得国で行われた単価

ロタウイルスワクチンの追跡調査渤ロフアクトかから、接種後 3歳 に達するまで十分なワクチンの重症化予

防効果が持続することが確認されている。わが国では、生後6ヶ月から3歳 までの間に入院を必要とす

Iど 押

どルー融ご

y議 0..1 205inix)‐0.3747
・
       nl=0.7091

18



る5歳未満のロタウイルス胃腸炎の88%が 発生している動ロフアクト68)。

⑤ 多 様な血清型に対する予防効果 ,

いずれのロタウイルスワクチンも、わが国におけるヒトロタウイルスの主要な血清型の95%以 上を網

羅するGlP181,G2P141,G3P181,G4PB],G9PB]に 起因する急性胃腸炎に対する有効性が実証または示

唆されている。とくに単価ロタウイルスワクチンについては、G2P141型ヒトロタウイルスに起因する急

性胃腸炎に対する有効l■が懸念されたことがあつた (ファクトシー ト)。しかし、単価ロタウイルスワ

クチンの定期接種導入後に G2P141の相対頻度が増力日(ロタウイルス下痢症の絶対数は翻 したブラジ

ルにおける3つ の独立した症例対照研究渤ロフアクト35,56,5つにより、十分な有効性が確立された。

また、ロタウイルスワクチン接種の92%が 単価ロタウイルスワクチンであるベルギーにおける市販後

の単価ロタウイルスワクチンの有効性に関する症例対照研究によつても、G2P141に対して 85%(95%

CI:64‐94)と 同型であるGlP181に 対する95%(95%CI:78‐ 99)の 有効性と遜色のない有効性を有す

ることが確認されているl―EIJロファクト20。米国における5価 ロタウイルスワクチンのG2P141に対する有効性

は87%(95%CI:77‐ 93)で あり、GlP181対 する有効性は89%(95%CI:41‐ 98)で あつたと報告され

ている (米国における単価ロタウイルスワクチンの使用割合は少なく計算できない)コ ロフアクト461。した

がって、多様な血清型に対する予防効果に関して、単価ロタウイルスワクチンと5価 ロタウイルスワク

チンとの間に差を認めない。

⑥ 接 種を行つた場合と行わなかった場合のまん延の状況変化
ロタウイルスワクチンの導入による地域におけるまん延の状況変化をシュミレー トした研究によると、

年間 1,000人が出生する仮想的地域集団の5歳未満のロタウイルス下痢症入院患者数は、接種を全く行わ

なかった場合には、1年 間に平均 67人 となるのに対し、単価ワクチンを2回 接種した者が60%、 1回又

は2回 接種した者が80%あ ったと仮定した場合 (接種率 80%)、 1年 間に平均 18人 にまで減少すること

が示されたコロフアクト6り。Q勤 ロファクト (3)予 防接種の効果 ⑥ 接種を行つた場合と行わなかった場合の

まん延の状況変化 図 参照)
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(2)予 防接種の目的  硲 網 )

① ロ タウイルスワクチン接種の必要性の背景

ロタウイルス感染症の予防におけるワクチン接種の必要性の背景として、ロタウイルス感染症の特徴

と疫学を上げることができる。ロタウイルス感染症の特徴として、1)ほ ぼすべての乳幼児が 5歳 まで

に感染し、発症している。2)ロ タウイルス胃腸炎は、初感染において重症度が高く、入院を必要とす

る症例が多い。3)再 感染は起こるが、感染ごとに軽症化する。 4)多 様な血清型が存在する。5)交 差

免疫が成立するが、感染を重ねるごとに強くなる。6)院 内感染の病原ウイルスとして重要である。7)保

育所、幼稚園などの施設における集団発生の原因として知られる。そして、8)胃 腸炎以外に、脳症、

突然死、腎後性腎不全、尿酸結石などの疾患との関連が強く示唆されている。ロタウイルス感染症の疫

学としては、1)地 球レベルで、ほぼすべての乳幼児が5歳 までに感染し、発症している。2)発 展途上

国では、年間約 50万 人がロタウイルス感染症で死亡している。3)先 進国では、医療経済の観点から、

ロタウイルス胃腸炎の予防が期待されている。4)ロ タウイルスは感染力がきわめて高く、衛生状態を

い力ヽ こ改善しても感染防御は困難である。5)多 量のウイルスが排泄され、環境中で安定である。

② ロ タウイルスワクチン接種の目的

こうした背景のもと、ロタウイルスワクチンの接種目的は、ロタウイルス感染症による重症ロタウイ

ルス胃腸炎を防ぎ、軽症化を図ることである。 ロ タウイルスワクチンの複数回接種により、重症化の

リスクを減少させ、また、多様な血清型に対する防御が期待される。ロタウイルスワクチン接種により、

ロタウイルス胃腸炎による入院例、外来受診例の減少が期待される。その結果、医療経済の面から、費

用対効果的であることが予測されている。 さ らに、ロタウイルス感染症に関連する胃腸炎以外の疾驀
の減少、院内感染、集団発生のリスクの減少が期待される。

③ ロ タウイルスワクチン接種の世界的な実績

開発された2種 のロタウイルスワクチンは、その効果は優れており、実績を上げている。1)世 界的

に約 2億 ドーズのロタウイルスワクチンが投与されている。2)重 篤なロタウイルス胃腸炎に対して、

9鰯以上の有効率を示している。3)胃 腸炎におけるロタウイルス陽性率が顕著に減少している。4)集

団免疫効果が報告されている。5)わ が国でも、すでに約4噺の接種率となつている。かくして、ロタウ

イルスフクチンは、すでに100ヵ国以上の国々で広く使用されており、その有効性が示されている。そ

こでⅧOは 、すべての国の定期接種プログラムにロタウイルスワクチンが導入されるべきであると報告

している。

(3)予 防接種の安全性  (多 鵬

第
一
世代のロタウイルスワクチン (ロタシール い)は 、被接種者 11,000人に1人 (推定)の 割合で

腸重積症が発生することが疑われ、1999年に市場から撤収されたという経験から1)、
第二世代のロタウ

イルスワクチン (単価ロタウイルスワクチン:ロタリックス①,5価 ロタウイルスワクチン:ロタテック③)

の安全性の治験には合計で約 13万 2千人が参加するという大規模なものとなった。単価ロタウイルスワ

クチンは接種後 30日 間、5価 ロタウイルスワクチンは42日 間の追跡調査が行われたが、プラセボ群と

比較し腸重積症の発生頻度の上昇は認められなかった (Ⅳl:RR O.85;950/SI:0.3卜2.42,RV5 RR l.6;

95%CI:0.46.4)60,62)(ファクトシ
ート)。

ロタウイルスワクチンに関するファクトシー ト作成臨点 0012年 9月 18日)で は、米国などで実施

されているロタウイルスワクチン接種後の副反応モニタリングから腸重積症の増加を示す報告はなか

った。しかし、20H年 のオーストラリアからの報告では腸重積症の発症者数をロタウイルスワクチン導

入前後で比較すると、1～9カ月の乳幼児全体でみると増加は認めないものの、月齢別に評価すると3カ

月未満の児において、ロタウイルスワクチン接種開始後に腸重積症の発症者数の若千の増加が指摘され
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ており (5価ロタウイルスワクチン接種後 1～7日後のRR 5.3;95%I:1.115.4、 1～21日 後の

RR=3.5;95たI:1.卜7.6、Ⅳl接種後 1～7日後のRR 3.5;95た I:0.710.1、 1～21日後のRR=1.5;950/SI:

0.4-3.9)80υ ァクト́ い、またメキシコからの市販後調査報告では 1回 日の接種後 1週間以内に有意に

腸重積症の発症の増加 1.75(95%CI:1.242.48;P=0.001)が 認められているの レアクトオ D。

2013年 6月 に米国FDAが報告した単価ロタウイルスワクチンと5価 ロタウイルスワクチンの

Mini―Sentinel PRISll studyの最終結果によると、5価 ロタウイルスワクチンの初回接種後21日間 (多

くが接種後 7日以内)に おける腸重積症リスクの増加が報告され、2回 目や 3回 日の接種後にはこのリ

スク増加はみられていないυ。

また、2013年 6月 の米国“IPでオーストラリアから発表された結果によると、単価ロタウイルスワ

クチンと5価 ロタウイルスワクチンで、接種後腸重積症の発症リスクに変わりはなく、初回接種後 121

日間2回 目接種後 卜7日間でみると、ロタウイルスワクチンに関連した腸重積症の増加リスクは、1価

ロタウイルスワクチンを接種した乳児 10万人あたり 5.0(95%C11.9-10.7)、 5価 ロタウイルスワクチ

ンを接種した乳児 10万人あたり6.9(95%C1 3.113.6)で あつた。総合的に勘案した結果、10万人の

被接種児あたり最大6人 の腸重積症が増加することが推計された。これは、オーストラリアの出生コホ
ー トで毎年 18人 (初回接種後 11人、2回 目接種後 7人)の 増加となる。しかし、ワクチンに関連した

症例で重篤度が上がることはなかった。オーストラリアの政策立案者は、リスクベネフィットの観点か

ら、最も有益な判断を継続するべきである。と述べている。

今回のオーストラリアからの報告を受けて、米国CDCは ロタウイルスワクチンのリスクとベネフィッ

トを勘案した結果、ベネフィットが腸重積症を含めたリスクを上回ると判断した。そのため、飢 は今

回示された新しいデータによる米国のロタウイルスワクチンのスケジュールの変更をせず、全ての米国

の平L児にロタウイルスワクチンを受けるよう推奨を継続している。

しかし、国内では腸重積症の監視システムが無いことから、10道県の医療機関の協力により、我が国

における腸重積症の疫学を解析し、ワクチン導入前 (2007-2011年)と 後 (2012年以降)で 腸重積症の

発症頻度を観察し、ロタウイルスワクチンを安全に接種するためのエビデンスを構築することを目的と

して、2012～2013年度厚生労働科学研究 (研究代表者 :大石和徳く研究分担者 :砂川富正、研究協力者 :

神谷 元 、他)が 実施されている。2012年度の中間報告によると、ワクチン導入前のベースライン調査

では、毎年ほぼ同数の報告数で、やや夏季に報告が多く、ロタウイルス胃腸炎の好発時期 (春)と 発生

時期は一致しなかった。また発症年齢は0歳 に最も多く、性別では男児に有意に多かった。人ロベース

で計算可能な地区のデータによると発症率は65.2/100,000。年 (1歳 未満)で あつた3)。_方 、地域に

おける長期間の診療録を調査した後方視的研究の結果Pロフアクト7Q7Dぉょび全国レベルの診療データベー

スから算出した発生率渤ロフアクト7のは約 150-190/100,000人。年であつた。

ロタウイルスワクチン接種にとつて重要な生後3カ現未満の腸重積症の発生率を含め、背景となるわ

が国における腸重積症の自然発生率に関する継続的な調査が必要である。

腸重積症以外の副反応に関しては治験においてロタウイルスワクチン接種後 7～8日 後から嘔吐

(15-180/0)、下痢(924)、 不機嫌(1362%)、発熱(40-43%)を認めたが、重篤な副反応は認められていな

い。易刺激性、下痢などが国内臨床試験で報告されているが、いずれも一過性で数日以内に回復し、重

篤なものはまれである。

(4)医 療経済評価  (池 田)

ロタウイルスワクチン接種に関する医療経済評価は国内外で多数報告されているが、分析の立場、推

計に含めた費用項目、効果指標などが統一されていない。

９
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保健システム (保健医療財源)の立場で分析が行われている場合には費用項目はワクチン接種費用と

胃腸炎の医療費に限定して算出されているが、多くの場合、それぞれの分析で用いられたワクチン価格

では費用対効果が良好でないとの結果が示されている。
一方、社会の立場からの分析では、ワクチン接種の際の家族等の生産醸 失、看病のための家族等

の生産性損失、通院のための交通費等を含めて分析が行われる。先進国間の分析結果にはばらつきがあ

るが、その理由は、主に家族看護の単価や期間の設定に影響されていると推測される。わが国における

社会の立場からの分析では、費用対効果は概ね良好との結果が得られているが、どのような費用項目を

含め、その費用をどのように設定するかによつて、分析結果に影響を及ぼす。

3 予 防接種の実施について (片山)

(1)予 防接種の目的を果たすためにどの程度の接種率が必要か

① 対 象疾患の感染力

ロタウイルス感染症患者の便中に存在するウイルスは、10Ю～102/g stoolに達するほど高濃度であ

る」ロフアクト7D。感染性粒子数にして1卜100個で感染が成立すると言われており、ウイルスの感染力は

極めて高し、一般的に消毒用に用いられている80%前 後の消毒用エタノールでは不活化できず、アル

コールを用いる場合は、95%エタノールが用いられる。

② 予 防接種の感染拡大防止効果
ロタウイルスワクチンは、おもに被接種者にロタウイルスの感染を経験させ、被機種者に症状の軽

減を導くことを目的とする、重篤化阻止型のワクチンである。しかし、感染防御にも効果はあり、ワ

クチン導入国では、顕著なロタウイルス流行期のピークの消失が報告されている。

③ 予 防接種の効果の持続期間

予防効果のはっきりとした持続期間を示した文献はないが、ロタウイルスワクチンを導入した国々

での導入後調査に基づくと、ロタウイルス感染症流行期のピークの消失は、消失後復活した例はなく、

予防効果の持続期間は年余にわたると考えられる。

(2)ワ クチンは導入可能か (片山)

.①
 供 給状況

ア 国 内″ψ卜で承認されているワクチンの有缶

単価ロタウイルスワクチン (ロタリックス⑬):日 本では、2011年 11月販売開始

5価 ロタウイルスワクチン (ロタテック⑬):日 本では、2012年 7月販売開始

イ 供 給体制 (需要見込み、国内の供給状況等)

2012年 7月から2013年 4月 までの出荷数合計は、単価ロタウイルスワクチン :520,946本、5

価ロタウイルスワクチン :237,034本 であった。今後の出荷予想をするため、ひと月あたり平均

出荷量を算出すると、単価ロタウイルスワクチン :52,095本、5価 ロタウイルスワクチン:3,704

本であつた。出荷数は増カロ傾向にあり、供給は潤沢に行われていると考えられた。

ワクチン供給 :供給は潤沢である。メーカーより提出された出荷実績を月別に集計し、単価ロ

タウイルスワクチン出荷数■2ドーズ+5価 ロタウイルスワクチン出荷数+3ド ーズとして何人分
のワクチンが出荷されたかを算出した。新生児出生数は、政府統計の総合窓口 estatよ り入手

した。

ワクチン出荷実績と接種率変化 :出荷実績は、平成24年 7月 の約6万 ドーズから、平成25年
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4月 には約 9.5万 ドーズヘと増加していた。この間、新生児出生数はほぼ横|力 でヽある事から、

全新生児数に対するワクチン普及率も増加したと推定される。上記計算に基づき、ワクチン接種

率を算出し、グラフに接種率としてプロットしたところ、平成24年 7月の約 32%か ら、平成25

年 4月 には約 51%へ と増加していた。
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平成 24年 7月 から平成 25年 4月 の総新生児出生数 860,694人 に対するワクチン接種率は、

39.44%で あった。対して、20H-12シ ーズンのロタウイルス流行期において厚生労働科学研究 「網

羅的ロタウイルス分子疫学基盤構築とワクチン評価」(研究代表者 :片山 和 彦)に おいて、調査

したロタウイルス感染症における入院事例のワクチン接種率は、地域によつて異なるが、ほぼゼ

ロであった。このデータはワクチン接種者が重症のロタウイルス感染症で入院する確率が極めて

低いことを示している。

下図に都道府県別ワクチン接種率 (平成 25年 4月 )を 示した。各都道府県別に接種率に差があ

るが、最低でも20%を 上回つていた。60%を 上回る都県が5つ存在した。全国平均接種率は45%

に達した。
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次に、都道府県別、月あたリワクチン接種率の経日神勺変化を示した。いずれの都道府県も平成



24年 7月から平成25年 4月 にかけてワクチン接種率は右肩上がりに推移していた。
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② 勧奨される具体的な接種スケジュール等 (岩田)

ア 対 象者

接種可能な期間が短いので、定期接種の対象者は添付文書のとおりで良いと考える。定期接種の範

囲を超えてのキャッチアップ接種は行わないで良いと考える。

単価ロタウイルスワクチン(ロタリックスOl

生後 6～ 24週の間にある乳児に経口接種する。初回接種は6週 齢以上とし、4週 以上の間隔をお

いて24週齢までに 2回 経口接種を行う。
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5価 ロタウイルスワクチン(ロタテックOl

生後6～ 32週の間にある乳児に経口接種する。初回接種は6週 齢以上とし、4週 以上の間隔をお
いて32週齢までに 3回 経口接種を行う。

※ただし、どちらのワクチンも初回接種は14週 6日 までを推奨

【問題′点】
2種 類のワクチンで接種回数、接種完了の時期が異なるため、定期接種の期間設定がワクチンの

種類により異なってしまう。

イ 用 量 ・用法

単価ロタウイルスワクチン(ロタリックスOl

4週 間以上の間隔をおいて2回経口接種,接 種量は毎回 1.5mL

5価 ロタウイルスワクチン(ロタテックOl

4週 間以上の間隔をおいて3回経口接種,接 種量は毎回2mL

ウ 接 種スケジュール

単価ロタウイルスワクチン(ロタリックス0)

生後6～ 24週の間にある乳児に経口接種する。初回接種は14週 6日 までを推奨
5価 ロタウイルスワクチン(ロタテックOl

生後6～ 32週の間にある乳児に経口接種する。初回接種は14週 6日 までを推奨

工 接 種間隔 (最短間隔、同時接種可能なワクチン 等 )

最短接種間隔は4週 間。他のいずれのワクチンとも同時接種可※。
※BCGとの同時接種については、データはない。

オ 接種不適当者

(1)明 らかな発熱を呈している者

(2)重篤な急性疾患にかかつていることが明らかな者

(3)本剤の成分によって過敏症を呈したことがある者。また、本剤接種後に過敏症が疑われる症

状が発現した者には、その後の本剤接種を行つてはならない。

(4)腸 重積症の既往のある者

(5)腸 重積症の発症を高める可能性のある未治療の先天性消化管障害 (メッケル憩室等)を 有す

る者

(6)重症複合型免疫不全 (SCID)を有する者 〔外国の市販後において、本剤の接種後にSCIDと診

断された乳児で、重度の下痢及び持続的なワクチンウイルス株の排出を伴う胃腸炎が報告さ

れている。〕

(7)上記に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

(3)実 施する際の留意点

接種後の腸重積症発症リスクの増加 (特に初回接種後 1週間以内)力 海`外の製造販売後の調査で明ら

かとなっているので、接種するに当たつては保護者に腸重積症のリスクと臨床症状
・について十分に説

明した上で、接種後 1週間は特に注意深い観察を行い、月易重積症を疑わせる症状が認められた場合には

速や力ヽ こ医療機関を受診するよう指導すること。
オ腸重積症を疑わせる症状 : 嘔 吐、不機嫌、血便など

定期接種の範囲は生後 6～32週 の間にある乳児※とするが、初回接種に限り生後 6週 から14週 6日
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とする。15週齢を超えての初回接種は推奨できなし、
※単価ロタウイルスフクチンについては、定期接種の範囲は生後6～24週の間にある手L児とする。

4 総 合的な評価にむけた課題

(1)腸 重積症のベースラインデータの整理が必要である。

導入前 :年齢別 鯛齢別)デ ータの追加

導入後 :年齢別 鯛鵬 Dデ ータ、接種歴データ

(2)リ スクベネフィット分析を行う。

― での 10万人あたりのロタウイルス感染症発症者数 (入院者数)の 減少と腸重積症等

副反応の発生状況を基にリスクベネフィット分析を行う。

③ 医療経済学的な評価を行う。

本作業班における費用対効果の推計を行う。
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資料7-1

予防接種費委託単価等調査(平成24年度)

厚生労働省結核感染症課予防接種室

( 1 )調査 目的

厚生科学審議会予防接種部会第2次提言(24年5月)において、ワクチン価格等の接種費用の実態調
査を行う必要がある等の提言に基づき、全国の市区町村における予防接種費の医療機関との委託契約を
調査。

(2)調査方法 厚生労働省より都道府県を経由し、全市区町村に調査を依頼・実施。

(3)調査対象   1,742市 区町村

(4)回収結果   1,737市 区町村 (回収率 99.5%)

(5)調査実施期間 平成24年 6月 17日～7月6日

(6)調査対象時期 平成24年 度の市区町村と医療機関の委託契約単価

(7)調査事項
ア.―類定期接種及び二類定期接種の市区町村と医療機関の委託契約単価(ワクチン代、間診料・事務

費等の内訳含む。)状況
。ジフテリア、百日せき、破傷風、麻しん、風しん、日本脳炎、結核、季節性インフルエンザ

イ.子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業の対象となつている、市区町村と医療機関の委託契約単価
(ワクチン代日間診料・事務費等の内訳含む。)状況
・子宮頸がん予防(HPV)ワ クチン、ヒブ(インフルエンザ菌b型)ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン

(8)データ除外条件
ポリオ(急性灰白炎随炎)(使用するワクチンが生ワクチンから不活化ワクチンヘと変更されたため)



DPT■期初回(1回)【ワクチン代】

(総回答欧)
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DPTl期 初回(■回)【委託単価】
(総回害欧)

7∞

6001

5001

400

3∞

総回答数:ち255

平均金額:1,515円

総回答数:1,852

平均金額:5,653円

…
平均金額:3,985円

/

′
／

／
　
　
／

0 ‐ ―――――――‐ .____―  ‐ ――‐― ‐ ――   ― ―― 一――――・――――――― ―.―一――=―― ――― _―  ― ――一―――――・

30∞余 300～ 3500～ 4mO～ 4500～ 5000～ 55∞～ ∞∞～ 65∞～ 7000～ 乃∞～ 詢∞～ 85m～ 9mO～ 95∞～

満  3499 3999 “ 99 4999 5499 5999 “ 99 6999 7499 '999 8499 8999 9499 999h)

※ 1 曇 託興的単●.

※2 1自 治体から複数の単価の回書があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、鶴回害敗d回 各自沿体餞は
一致しない。

※3 日 用機種分のみを集計.
※4 自 治体が設置するE僚 崚日で餞租を実施してしも ことから、日鯵料・事務費等相当を働案していない晏託単傾も含まれ

ていることに日な。
※5 奥 費歓収を静 ている場合、“接種費用は姜託単饉に興費負担を加えたものとなつていることに留意。

DPTl期 初回(1回)【問診料等】

晏託興的単領の内訳として、ワクチン代、日鰺料・事務費等の回答があつたものを集計.

1自治体から祖敏の単日の回答があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、腱回害数と

口書自治体数は―致しない。

個刷接租分のみを集計.

(円)
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※

(総回答 数 )
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)

贅籠興的単■の内訳れ て、ワクチン代、日じ料・事務費等の回害があったものを集計。

1自治体から複数の単籠の回書があつた場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答敗と

口各自治体敗は一致しない。

日用機種分のみを集計.

l o o  4 /



(総回答数)
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DPTl期 初回(2回)【委託単価】
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※ 1 姜 託契的単籠.

※2 1自 治体から複数の単優の回答があつた場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回各敗日回害自治体餞は
一致umヽ 。

※3 個 用機種分のみを集計.

※4 自 治体が設置する医薇■目で機種を実施していることから、日勝料・事覇費等相当を出案していない姜託単債も含まれ

ていることに日菫。
※5 実 費徴収を行っている場合、総機種費用は晏託単籠に実費負担を加えたものとなっていることに日■.

D「1期初回〔2回)【問診料等】
(総回答数)

総回答数:L268

平均金額:3,721円
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※
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※

委託契約単■の内訳として、ワクチン代.闘D料 ・事務費等の回答があつたものを集計。
1自治体から複数の単優の回書があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、増回害数と

回答自治体数は一致しない。
日用機種分のみを集II。

※1 晏 IE契的単籠の内訳として、ワクチン代、日勝料・事覇費等の回害があつたものを集計.
※2 1自 治体から複数の単価の回害があった場合には、それぞれ採用して集計してしヽ ため、総回害数と

口答自治体敏は一致しない。
※3 日 用機種分のみを集計。



DPTl期初回〔3回)【委託単価】
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(総回答敗 )
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総回答数:1,269

平均金額:3,726円

委託契約単領の内訳として、ワクチン代、問診料・事務費等の回答力くあつたものを集計。

1自 治体から複数の単価の回答があつた場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と

回答自治体数は一致しない。

個別機種分のみを集計。

3000未 3∞0～ 35∞～ 4000～ 4500～  5000～ 5500～ GXXl～ 65∞ ～ Ю∞～ 75∞～ 80∞～ 8500～ 91nl～ 95011～

満  3499 3999 “ 99 4999 5499 5999 6499 6999 7499 7999 8499 8999 9499 9999

※ 1 委 託契的単饉。
※2 1自 治体から複数の単薔の回書があつた場合には、それぞれ採用して集llしているため、総回答数と回答自治体数は

一致しない。

※3 個 別機種分のみを集計。

※4 自 治体が設置する医療機関で接種を実施していることから、間診料・事務費等相当を勘案していない委託単価も含まれ

ていることに留な。
※5 実 費徹収を行っている場合、総機種費用は委託単薔1■実費負担を加えたものとなっていることに留意。

DPTl期初回(3回〕【問診料等】

(円)

※
※

　

※

(総回答数)

3∞

250 /

200

r50 "

100

50

83   75

23

1000～  1500～  2000～  25∞ ～ 3tnl～  3500～  “ ∞～ 4500～  5α Ю～ 55∞ ～ 601Xl～  6S∞ ～ 70∞ ～

姜託契約単領の内訳として、ワクチン代、間診料・事務費等の回答があつたものを集計。

1自治体から複数の単価の回害があつた場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と

回答自治体数は一致しない。

個別接租分のみを集計。

予:鰤予瘍
(円)

※

※

　

※



DPTl期追加 【委託単価】 DPTl期 追加【ワクチン代】
(総回答数 )

400イ

350 +/

200               157

(総回答数)

総回答数:1,898

平均金額:5,604円

総回答数:1,262

平均金額:1′519円

″

3000未 3000～ 35∞ ～ 4000～ 4500～ ― ～

漬  3499 3999 4499 49" 5499

※1 晏 託契約単優。

※2 1自 治体から複数の単質の回答があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と回答自治体数は
一致しない。

※3 個 別機種分のみを集ll.

※4 自 治体が設置する医療機関で接種を実施していることから、間診料・事務費等相当を勘案していない晏託単薔も含まれ

ていることに留意。

※5 実 費徴収を行つている場合、総接種費用は委託単籠に実費負担を加えたものとなっていることに留意。

DPTl期 追加 【間診料等】

(円)

※

※

　

※

委託契約単饉の内訳として、ワクチン代、日鯵料・事務費等の回答があつたものを集計。

1自 治体から複数の単籠の回答があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と

回答自治体数は一致しない。

個別機種分のみを集ll。

(総回答数)

1499  1999  2499  2999  3499  3999  “ 99  4999  5499  5999  6499  6999  7499   (円
)

※
※

　

※

委託契約単領の内訳として、ワクチン代、間診料・事務費等の回答があったものを集計。

1自治体から複数の単籠の回答があつた場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と

回各自治体数は一致しない。

個劇接租分のみを集計。



547

上″，̈
一

二一　̈̈

委託契約単伍の内訳として、ワクチン代、間診料・事務費等の回答があつたものを集計。
1自治体から複数の単価の回答があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と
回答自治体敗は一致しない。
個別機種分のみを集計。

総回答数:1,155

平均金額:3,267円

総回答数:1,702

平均金額:4,887円

2ジ フテリア・破傷風

(総回答数)

4001/

200 ll

DT2期【委託単価】
DT2期【ワクチン代】

(総回答数)

|∞

0 に ル

一

一

御

・　
　
タ

総回答数:1,155

平均金額:1,359円

ル ル
レ毛

∞
　
　
　
　
０ 一一̈
【

満
　
　
　
※

※

　

※

未輌

ル

(円)”　
円

Ⅷ

＜

”　
９

∞

４９

Ю

８

”　
９

∞

９９

す

” フ

９̈詢
”
　
９

∞

９９

６５

６

”
　
９

，

ｍ

６４９

”
　
９

勁

５９９

”
　
９

¨

５４９

※

※

　

※

500未満   5∞ ～999  10∞ ～1499  1500～ 1999  201D～ 2499  25tXl～29"  30∞ ～3499

委託契約単価の内訳として、ワクチン代、間診料・事務費等の回答があつたものを集計。
1自治体から複数の単価の回答があった場合には、それぞれ採用して集EIしているため、総回答数と
回答自治体数は一致しない。
個別機種分のみを集計。

※1 委 託契約単価。
※2 1自 治体から複数の単価の回答があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と回答自治体数は

一致しない。
※3 個 別接種分のみを集ll.
※4 自 治体が設置する医療機関で機種を実施していることから、間診料 ・事務費等相当を勘案していない委託単価も含まれ

ていることに留意。
※5 実 費徴収を行っている場合、総機種費用は委託単価に実費負担を加えたものとなっていることに留意。

DT2期【問診料等】
(総回答数)

¨

中

∞

９９

¨
　
９

ｍ

２４９

”

卿

”　
９

呻

・４９

”」一．．　̈
４９９

・　
　
　
　
ｍ
５

・７
フ
　
¨
勁
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４５

４

一８．【口一″
　̈
¨

一」一一一一一一一一一一　　̈
９９９

―

歩 ル

5999    (円
)



(総回答数)

350

(総回答数)

3.麻 しん・風しん

総回答数:1,766

平均金額:lQ550円

MRl期【委託単価】

5‐

MRl期 【ワクチン代】

327

(総回答数)

5∞ 1/

303
総回答数:1,187

平均金額:5,913円

７
　

‐̈
―

枷
¨
加

ｍ
・・触

勁
一・
『

帥
・・
¨

一
『
”
９９９

．
ｍ
ヽ
４９９

一
『
霜

※

※

　

※

※

　

※

ル多33
“∞ 未満   4o∞ ～4499 45∞ ～4999  50∞ ～5499  55∞ ～5999  6000～ 6499  65∞ ～6999

委託契約単価の内訳として、ワクチン代、間診料・事務費等の回答があったものを集計。
1自治体から檀数の単価の回答があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と
回答自治体数は―致しない。

個別接種分のみを集計。

ルル御〕〕:
叫＝Ｈ＝＝＝”Ｈ^・́．ＨＨ「̈
一・４９９．．９９９

・
¨
”
］

>れ

(円)

委託契約単価。
1自治体から複数の単価の回答があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と回答自治体数は
一致しない。

個別機種分のみを集計。

自治体が設置する医療機関で接種を実施していることから、間診料・事務費等相当を勘案していない委託単価も含まれ
ていることに留意.
実費徴収を行つている場合、総機種費用は姜託単薔に実費負担を加えたものとなっていることに留意。

MRl期【問診料等】

※

※

　

※

総回答数:1,187

平均金額:4,344円

5999  6499    (円
)

¨
的

※

※

　

※

ルル御

委託契約単債の内訳として、ワクチン代、間診料。事務費等の回答があったものを集計。
1自治体から複数の単価の回答があつた場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回善数と

回答自治体数は一致しない。

個別機種分のみを集計。



(総回答数)

350 4/

(総回答数)

SEI€*: L87o
5F$lhffi:10,053FI

総回答数:1,259

平均金額:3,819円

MR2期 【委託単価】

2町

493 (総回答数)
MR2期 【ワクチン代】

総回答数:1,259

平均金額:5,911円

晏託契約単価の内訳として、ワクチン代、間診料 事務費等の回答があつたものを集計。
1自治体から複数の単価の回答があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と

回答自治体数は一致しない。
個別機種分のみを集計。

／
　
　
´

¨
　
　
枷

蜘

ｍ

珈

ｍ

『

1501/                       115

lL差ルル. _ゞlI ∞
　
　
０

※

※

　

※

叫的　刈准　紹

″∞”

的

¨
　
９

一
　
勁

”

″　
９

卿

”

■93

未満  ～   ～   ～   ～   ～   ～   ～   ～   ～   ～

※1 委 託契約単価。
※2 1自 治体から複数の単価の回答があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答敗と回答自治体散は

一致しない。
※3 個 別機種分のみを集計。

※4 自 治体力く設置する医療機関で接種を実施していることから、間診料。事務費等相当を勘案していない委託単価も含まれ

ていることに日菫。

※5 実 費微収を行っている場合、総機種費用は晏託単価に実費負担を加えたものとなっていることに留な。

MR2期 【問診料等】

仙

珈

Ш

枷

獅

ｍ

ｍ

５。

。
御 ル ル

晏託契約単薔の内訳として、ワクチン代、間鯵料 事務費等の回答があつたものを集計。
,自治体から複数の単薔の回答があつた場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と

回答自治体数は一致しない。

個別機種分のみを集計。



(総回答数 )

500

350 1/

MR3期【委託単価】

486

MR3期【ワクチン代】

総回答数:1,852

平均金額:9,652円

*r
5499 s999 5499 6999 7499 7999 t499 t999 9499 9999 10499 10999 11499 11999 12499 12999 13499 (H)

委託契約単価。
1自治体から複数の単価の回答があったjl合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と回答自治体数は
一致しない。

督別機種分のみを集計。
自治体が設置する医農機関で接種を実施していることから、間診料・事務費等相当を勘案していない委託単価も含まれ

ていることに留意。
実費徴収を行つている場合、総機種費用は委託単価に実質負担を加えたものとなっていることに留意。

MR3期 【問診料等】

(総回答数)

5∞ J

∞
　
　
∞

∞
　
　
∞

総回答数:1,191

平均金額:5,898円

0 ´

ルル御●‐〕
委託契約単価の内訳として、ワクチン代、間診料・事務費等の回答があったものを集計。
1自治体から複数の単価の回答があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と
回答自治体敗は一致しない。
個別機種分のみを集計。

』　　刈痺　粕

(円)

※

※

　

※

※

　

※

ヤ

∞
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ｏ

(総回答数)

450ン
´ 総回答数:1,191

平均金額:3,288円

／
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(円)

※
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※
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一
・蜘

¨
　
９

∞

９９

委託契約単価の内訳として、ワクチン代、間診料 事務費等の回答があったものを集計。
1自治体から槙数の単薔の回答があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と
回答自治体数は一致しない。
個別接種分のみを集計。



MR4期【委託単価】

496

MR4期 【ワクチン代】
(総回答致)

/

150  ノ
/

(総回答数)

総回答数:1,811

平均金額:9,567円

4 8  _

総回答数:1,202

平均金額:5,900円

70

未満  ～   ～   ～   ～   ～   ～   ～

総回答数:1,202

平均金額:3,280円

ry tl- ttr rl* tt:- ry tl. trSo rty

99!'9 10499 10999 11499 11999 12499 12999 13499 (Fl)

ル

(円)

※

※

　

※

(総回答数)
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※

※

　

※

1`Lキルー■―■■―J‐| 3-ltl'-rL /タルレリ〕::
※1 姜 託契約単価。

※2 1自 治体から複数の単価の回答があつた場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と回答自治体数は
一致しない。

※3 個 別接租分のみを集計.

※4 自 治体が設置する医療機国で機種を実施していることから、間鯵料・事務費等相当を勘案していない委託単饉も含まれ

ていることに留な。

※5 実 費徴収を行つている場合、総接種費用は委託単価に実費負担を加えたものとなっていることに留意。

MR4期 【問診料等】

　̈
９

∞

”

姜託契約単日の内訳として、ワクチン代、間じ料。事務費等の回答があったものを集計。

1自治体から複数の単領の回答があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と

回答 自治体数は一致しない。

日別機種分のみを集ll。

魔bブ レ レ

委託契約単輌の内訳として、ワクチン代、問診料・事務費等の回答があったものを集II。

1自治体から複数の単優の回答があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と

回答自治体数は一致しない。

個別機種分のみを集計。



4.日本脳炎
     日 本脳美1期初回(1回 )【委託単価】

(総回答数)

日本脳炎1期初回(1回)【ワクチン代】

総回答数:1,777

平均金額:7,233円

総回答数:■209

平均金額:3,773円

ノ ^
″

382

(総回答数)

総回答数:1,209

平均金額:3,265円

/ル ル ル

0 / ~「
~「 ~ =‐ ′ = ~― ~ = ~「 = F

3m未 3000～ 35∞ ～ 4mll～ ■∞～ 5m～ 5500～ ∞∞～ 6500～ Ю ∞～ 7500～ 8000～ 8500～ 9ml～ 95∞～ llXm

満  3499 3999 “ 99 49" 5499 5999 6499 6999 7499 7999 8499 8999 9499 9999  1円
)

(円)

※1 委 託契約単薔。

※2 1自 治体から複数の単価の回答があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と回答自治体数は
一致しない。

※3 個 別機種分のみを集計。

※4 自 治体が設置する医療機関で接種を実施していることから、問診料 事務費等相当を勘案していない姜託単価も含まれ

ていることに留意。

※5 実 費徴収を行つている」3合 、総接種費用は委託単価に実費負担を加えたものとなっていることに留意。

日本脳美1期初回〔1回)【問診料等】

※

※

　

※

委託契約単価の内訳として、ワクチン代、間診料・事務費等の回答があったものを集計。
1自治体から複数の単饉の回答があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と

回筈自治体敗は一致しない。

個別機種分のみを集II。

(総回答数)

150ル

※

※

　

※

”
　
９

∞

”

委託契約単価の内訳として、ワクチン代、間じ料 事務費等の回答があったものを集計。
1自 治体から複数の単価の回答があった場合には、それぞれ採用して集llしているため、総回答数と

回答自治体政は一致しない。

個別機種分のみを集計。



日本脳美1期初回(2回)【委託単価】 日本脳炎1期初回12回〕【ワクチン代】
(総回答数)

総回答数:1,789

平均金額 :7,155円

総回答数:1,216

平均金額:3,570円

(総回答数)

1200

DOo r

EO0

600 -

400

200

総回答数:1,216

平均金額:3,263円

委託契約単価の内訳として、ワクチン代、間診料・事務費等の回答があったものを集計。
1自治体から複数の単籠の回答があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と
回答自治体敗は一致しない。

個別機種分のみを集ll。

∞
　
　
５。

/ル
}― ―

ル ル
301X未 3000～ 3500～ 40∞～ 4500～ 5000～ 550tl～6CXlll～651Xl～フtX10～75∞～ BC 00～8500～ 90∞～ 9500～ 101Xlll

満  3499 ョ 999 4499 4999 5499 5999 6499 6999 7499 7999 8499 8999 9499 9999 1円
)

※1 委 託契約単価。
※2 1自 治体から複数の単価の回答があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と回答自治体数は

一致しない。
※3 個 別接種分のみを集計。
※4 自 治体が設置する医療機関で機種を実施していることから、問診料 事務費等相当を勘案していない委託単価も含まれ

ていること'ミ留意.
※5 実 費徴収を行つている場合、総機種費用は委託単価に実費負担を加えたものとなっていることに留意。

(総回答数)
日本脳美■期初回(2回)【問診料等】

ル   ′

(円)

※

※

　

※

3rlC1 1/

″　
９

∞

４９

５０

５

一　
９

∞

９９
　̈
９

輌

”

※

※

　

※

¨
”

色̈一Ｆ
　叶呻

満未∞

／
　
　
　
Ｆ

Ю

∞
　
　
　
”
　
　
　
　
０

6499    (円
)

委託契約単価の内訳として、ワクチン代、間診料・事務費等の回答があったものを■計。
1自 治体から複数の単価の回答があつた場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と
回答自治体数は一致しない。

個別接積分のみを集計。



日本脳美1期追加 【委託単価】 日本脳炎1期追加【ワクチン代】
(総回答数)

3(x) r'

zso y'

200

(総回答数)

¨
　
　
輌

※

※

　

※

※

総回答数:1,778

平均金額:7′243円

総回答数:1,207

平均金額:3,760円

総回答数:ち207

平均金額:3,263円

301Xl未 3∞ 0～  35∞ ～ 4● lll～ 45∞ ～ 5000～  5500～

満   3499  3999  4499  4999  5499  5999

L
　̈
９

(円)

委託契約単領。
1自治体から複数の単領の回答があつた場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と回答自治体数は
一致しない。

個劇機種分のみを集計。

自治体が設置する医療機国で接種を実施していることから、間惨料 事務費等相当を勘案していない委託単価も含まれ

ていることに留意。
※5 実 費徴収を行つている場合、総機種費用は晏託単薔に実費負担を加えたものとなっていることに留意。

日本脳美1期追加 【問診料等】

※

※

　

※

委託契約単価の内訳として、ワクチン代、間診料・事務費等の回答があったものを集計。
1自治体から複数の単価の回答があつた場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と

回答自治体数は一致しない。

個別接種分のみを集計。

(総回答数)

50

looo未満

※1 委 託契約単薔の内訳として、ワクチン代、日お料・事務費等の回答があったものを集計。

※2 1自 治体から複数の単価の回答があつた場合には、それぞれ採用して集llしているため、総回答数と

回答自治体数は一致しない。

※3 個 別接種分のみを集計。



日本脳美2期 【委託単価】

275

日本脳炎2期【ワクチン代】(総回答数)

600

5@ i'

総回答数:1′614

平均金額:6,797円

9
″

(総回答数)

総回答数:1,078

平均金額:3,257円

４

０″・

３２θ・５″一
」″ユ″‐

２３θ L
~ “

乙 「  ユ 「 ル

(円)

¨

９９

∞

５４

”　
９

　̈
９

ｍ

４４９

¨
　
９

∞

３４

未∞

満

３０
一　
９

，
　
∞

９９

．　̈
９９９

¨
”

″　
９

∞

９９

６５

６

”　
９

∞

４９ 999え
円)

5999  6499    (円
)

委託契約単価の内訳として、ワクチン代、間診料・事務費等の回答があつたものを集計。
1自治体から複数の単価の回答があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と

回答自治体数は一致しない。
個"接 種分のみを集計。

※

※

　

※

勁

４５。

０

珈

珈

和

“

ｍ

ｍ

Ю

。 ３″　』
∞

４９¨
”

※

※

　

※

晏託契約単薔の内訳として、ワクチン代、間診料・事務費等の回答があったものを集al。
1自治体から複数の単優の回答があつた場合には、それぞれ採用して集llしているため、総回答数と

回答自治体数は一致しない。

個別接種分のみを集計。

※1 委 託契約単価。
※2 1自 治体から複数の単価の回答があつた場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と回答自治体数は

一致しない。

※3 個 別機種分のみを集ll。

※4 自 治体が設置する医療機関で接種を実施していることから、間じ料 事務費等相当を勘案していない委託単価も含まれ

ていることに日意。

※5 実 費徴収を行つている場合、総接種費用は委託単価に実費負担を加えたものとなっていることに留意。

(総回答数 )

総回答数:1,078

平均金額:3,285円



5.結 核
BCG{1回 )【ワクチン代】

委託契約単価の内訳として、ワクチン代、間診料・事務費等の回答があったものを集計。
1自治体から複数の単価の回答があった場合には、それぞれ採用して集llしているため、総回害敗と
回答自治体敷は一致しない。
個劇機種分のみを集計。

320

BCG(1回 )【委託単価】

BCG(1回 )【問診料等】

277

234

(総回答数)

300 1/ /´

・鯨
　

”

岬:晨騨π 趙́爾″
~』

嬢胃
ｒｐ響ィ
¨
０̈

７４

一

．

．

７４
個
■
■
■
■
■
■
．
．
．

一８４
罐
．
．
．

８２

一
■
■
■
■
．
．
．
．
．
．

１１
■
■
■
口
■
■
■
■
■
■
■

苺

，
１

７。

１

３３

一

／
　
　
　
　
　
　
　
■

／
　
　
　
／

２５。

ｍ

・５。

ｍ

”

。

※

※

　

※

一３８

lЪ Ъ好影

Ｗ
一
．
．
．
．
Ｆ

ltnl未 llXD～  15∞ ～ 2000～  25∞ ～ "∞ ～ 3500～  4tm～  4500～  "∞ ～ "∞ ～ ∞ ∞～ 65∞ ～ 7∞ 0～ 75∞ ～

満  1499  1999  24"  2"9  3499  3999  “ 99  4999  5499  5999  6499  6999  7499   (円
)

※ 1 姜 託契約単薔の内訳として、ワクチン代、同じ料・事務費等の回答があったものを集計。

※2 1自 治体から複欧の単価の回答があつた場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と

口答自治体敗は一致しない。

※3 個 用機種分のみを集計。

総回答数:1′524

平均金額:7,241円 総回答数:971

平均金額:2,993円

総回答数:971

平均金額:4,220円



(総回答数)

1 5 0 1´
/

50      14′
′

インフルエンザ(1回)【委託単価】

529 533

288

インフルエンザ〔1回}【ワクチン代】

総回答数:2,252

平均金額:3,312円

つ
/

(円)

総回答数:732

平均金額:2,731円

′
ｍ
　
　
　
　
ｍ

総回答数:732

平均金額:1′195円

ｄ

Ｆ

５
‘
■
■
■
Ｆ

０

2

500未満

ot; 
"y' o 'r  -r j

■9″
 2

15∞未満  15∞ ～  20∞ ～  25∞ ～  3∞ 0～  35∞ ～  4ooo～   4500～   50∞ ～  551Xl～

※1 委 託契約単価。

※2 1自 治体から複数の単価の回答があつた場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と回答自治体数は
一致しない。

※3 個 別接種分のみを集計。

※4 自 治体が設置する医療機関で接種を実施していることから、間診料・事務費等相当を勘案していない委託単価も含まれ

ていることに留意。

※5 実 費徴収を行つている場合、総接種費用は委託単価に実費負担を加えたものとなつていることに留意。

インフルエンザ(1回)【問診料等】

委託契約単薔の内訳として、ワクチン代、間診料 事務費等の回答があったものを集計。

1自治体から複数の単価の回答があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と

回答自治体敗は一致しない。

個男1機種分のみを集rf。

30,,   28,, ‐ 25″ 9′
looo未満  lo∞ ～1499  1500～ 1999

※

※

　

※

委託契的単価の内訳として、ワクチン代、間鰺料・事務費等の回答があつたものを集計。

1自治体から複数の単価の回答があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と

回答自治体数は一致しない。

個用機種分のみを集計。



フ.ヒトパピローマウイルス(HPV)
子宮顕がん予防(1回}【ワクチン代】

11999    12"9    13999    14999    15999    16999    17999        (円
)

※ 1 晏 託契約単価。

※2 1自 治体から複数の単価の回答があつた場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と回答自治体数は
一致しない。

※3 個 別接種分のみを集81。

※4 自 治体が設置する医療機関で接種を実施していることから、間診料・事務費等相当を勘案していない委託単価も含まれ

ていることに留意。
※5 実 費徴収を行つている場合、総接種費用は委託単価に実費負担を加えたものとなっていることに留意。

子宮頸がん予防(1回)【間診料等】

子宮頸がん予防{1

(総回答数)

総回答数:486

平均金額:11′974円

(総回答数)

(総回答数)

t20o r'

1000

w "

6oo

400 {

2m

bLb

=螢史:1,805

ヒ額:15,511円

ル 「
ア

総回答数:486

平均金額:3,030円

5 0  ´

ィム 「  “ ム 「

lllCKKl未満   100m～ lo999  1lmル む

／
　
　
　
／

５。

　

　

∞

※

※

　

※

・ル
一̈¨

夕
一

勁
0 ↓̀

11∞0未l●  1lrnl～    12¨ ～   13tXXl～   14m～    151X●～   la 00～    17ul～
(円)

委託契約単価の内訳として、ワクチン代、間じ料 事務費等の回答があつたものを集計。
1自治体から複数の単値の回答があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と

回答自治体数は一致しない。
個別接種分のみを集計。

委託契約単価の内訳として、ワクチン代、間診料 事務費等の回答があったものを集ll。

1自治体から複数の単価の回答があった場合には、それぞれ採用して集lfしているため、総回答数と

回答自治体数は一致しない。

個別接種分のみを集lf.

〕 御 ル

※
※

　

※

(円)



子宮頸がん予防〔2回)【ワクチン代】
(総回答数)

4 t X l ン

“°

 ル ル

(総回答数)

総回答数:1,804

平均金額:15,458円

ル

(円)

総回答数:485

平均金額:2,857円

(総回答数)

3501/´

/

総回答数:485

平均金額:11,974円

b

委託契約単饉の内訳として、ワクチン代、間診料・事務費等の回答があったものを集ll。
1自治体から複数の単価の回答があった場合には、それぞれ採用して集llしているため、総回答数と

回答自治体数は一致しない。
個別機種分のみを集ll。

・″
　つ

∞

夕

””1lo∞未満  11∞ 0～   12000～    1301Xl～   14● 00～

※

※

　

※

Ю∞未満  10∞ ～1499 15∞ ～1999 20∞ ～2499 25tl l～ 2999 30∞ ～3499 3500～ 3999 40∞ ～“ 99

委託契約単価の内訳として、ワクチン代、間診料・事務費等の回答があったものを集計。
1自治体から檀敗の単価の回答力`あった場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と

回答自治体数は一致しない。

個別接種分のみを集計。

※

※

　

※

子宮頚がん予防(2回)【委託単価】

ルレ枷 ル
”
　

９

ェ
　

¨

５９９

※1 晏 託契約単価。
※2 1自 治体から複微の単価の回答があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と回答自治体数は

一致しない。
※3 個 別接程分のみを集計。
※4 自 治体が設置する医療機EEで機種を実施していることから、間診料・事務費等相当を勘案していない姜託単価も含まれ

ていることに留意。

※5 実 費織収を行つている場合、総機種費用は委託単価に実費負担を加えたものとなっていることに日竜.

子宮頚がん予防(2回)【間診料等】



(総回答数)

(総回答数)

" 0  ル

ル ル

子宮頚がん予防{3回)【委託単価】

ル ル

総回答数:1,800

平均金額:15,452円

ル ル

(円)

総回答数:485

平均金額:2,936円

(総回答数)
子宮顕がん予防{3回)【ワクチン代】

,b
loollo未満   loooo～ 10999  11∞ 0～11499  11500-11999  12000～ 12499  12500～12999

委託契約単価の内訳として、ワクチン代、間診料 事務費等の回答があつたものを集El。
1自治体から複数の単価の回答があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と

回答自治体数は一致しない。
個男1機種分のみを集計。

輌
　
　
３５。

総回答数:485

平均金額:11,974円

(円)

※1 委 託契約単饉。

※2 1自 治体から複数の単価の回答があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と回答 自治体数は
一致しない。

※3 個 別機種分のみを集計。

※4 自 治体が設置する医療機関で機種を実施していることから、間診料 事務費等相当を勘案していない委託単価も含まれ

ていることに留意。

※5 実 費徴収を行つている場合、総機種費用は委託単値に実費負担を加えたものとなっていることに留意。

11∞ 0未 満   110∞ ～   12∞ 0～   13000～    14∞ 0～   15000～    16000～    17∞ 0～

子宮頸がん予防{3回)【問診料等】

※

※

　

※

Ю∞未満  ltXD～ 1499 151Xl～ 1999 20∞ ～2499 25∞ ～2999 30∞ ～3499 3StXl～ 3999 40∞ ～“99

委託契約単価の内訳として、ワクチン代、間F料 ・事務費等の回答があったものを集計。
1自治体から複数の単価の回答があつた場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と

口答自治体数は一致しない。
個別機種分のみを集計。

※

※

　

※

(円)



8.ヒブ(インフルエンザ菌b型)

(総回答数) ヒブ(1回)【委託単価】

50∞未満  5000～   ∞ ∞～  70∞ ～  7500～   80∞ ～  85∞ ～  90∞ ～  95tXl～  1∞ ∞～  11∞ 0～  12∞ 0～

5999   6999   7499   79"   8499   8999   9499   9999   10999  11999     (円
)

糞: 需 ξ馨豪ぶ習L数 の単価の回答があつた場合には、それぞれ採用して集llしているため、総回答数と回答自治体徴は
一致しない。

糞: 冒 署檬票黛8字 :奎 黒れ日で機種を実施していることから、間診料 事務費等相当を勘案していない委託単価も含まれ

ていることに留意。
※5 実 費徴収を行つている場合、総機種費用は委託単価に実費負担を加えたものとなつていることに留意。

ヒブ(1回)【間診料等】
(総回答数)

ヒブ(1回)【ワクチン代】
(総回答数)

総回答数:496

平均金額:4,475円

50 1 ,́歩ル〕 ル ル ル レ 与
/

3 5 0 0未満  3 5∞ - 3 9 9 9  4 0 0 0～4 4 9 9  4 5 0 0～4 9 9 9  5 0 0 0～5 4 9 9  5 5 0 1 1～5 9 9 9  6 0 0 C～6 4 9 9  6 5 C K l～6 9 9 9   7 1 X p～

(円)

糞1譜嘲鰹鷺ぶ轟λ誉『曽耽「1'12露暮嵩r輩1靴賄鵠 紺為、細敏と
回答自治体数は一致しない。

※3 個 別機種分のみを集計.

総回答数:49 6

平均金額 :3′821円

ル御耐〕|〕ル耐タル
Ю∞未満  ■ 000～ 19992000～ 2999ヨ ∞ 0～ 349935∞ -19994000～ 449945∞ ～4999511∞ ～59996000～ 6999 7∞ 0～

茶:穏 酬課翻陥蕊誰講 聟鶉r靴慧£星記陶認舘:胤、鯛詢と
回答自治体数は一致しない。

※3 日 別接種分のみを集計.

(円)



ヒブ(2回〕【委託単価】 ヒブ(2回)【ワクチン代】
(総回答数)

600

(総回答数)

250  /

(総回答数)

50∞未満  5000～   ∞ ∞～  70∞ ～  75∞ ～  800～   85∞ -  9000～   95∞ ～  10tHD～  lЮ ∞～ 1"∞ ～

※1 晏 IE契約単籠。

※2 1自 治体から複数の単優の回害があつた場合には、それぞれ採用して集計してしも ため、総回害数と回害自治体数は
一致しない。

※3 日 別接種分のみを集計。

※4 自 治体がnEす る医療機関で接租を実施していることから、同診料・事務費等相当を勘案していない晏託単饉も含まれ

ていることに留意。
※5 実 費徴収を行っている場合、総接種費用は委託単薔に実費負担を加えたものとなっていることに日な。

ヒブ{2回)【間診料等】

二傷‖ ||ルニタル
lo∞未満 1000～ 19992m～ 29993000～ 34"35∞ ～3"94000～ 4499■ ∞～“"5000～ 5"9∞ ∞～“" フ ●∞～

晏託契約単籠の内訳として、ワクチン代、日じ料・事務費等の回害があったものを集ll。

1自 治体から複数の単価の回害があつた場合には、それぞれ採用して魚計しているため、総回害数と

回害自治体数は一致しない。                     .
日別横組分のみを集計。

※

※

　

※

ルル御

総回答数:1,820

平均金額:8,165円

総回答数:496

平均金額:3,467円

/

3500未 満  35∞ ～3999 4mO～ 4499 4500～ 4999

総回答数:496

平均金額:4,471円
枷
　
　
詢

ル ル ル ル レ

(円) (円)

※

※

　

※

委託契的単優の内訳として、ワクチン代、日じ料・事務費等の回薔があったものを集EI。
1自治体から複数の単優の回答があつた場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と

回各自治体欧は一致しない。
日用機種分のみを集計。

(円)



ヒブ(3回)【委託単価】 EJF@.lIvru>+ll
(総回答数)

300  ´
/

2∞

(総回答敗)

250

2∞ ン
´

訟 m生 出し.■ 0■7

総回答数:496

平均金額:3,472円

(総回答数 )

250

150  ´
´

総回答数:496

平均金額:4,471円

ル

(円)

50∞未満

※1 委 託契的単籠。
※2 1自 治体から複数の単薔の回害があった場合には、それぞれ採用して集BIしているため、総回答敗と回答自治体歎は

一致しない。
※3 個 用機種分のみを集計。
※4 自 治体が設置する医療機関で接種を実施していることから、日じ料・事務費等相当を勘案していない委託単籠も含まれ

ていることに日意。
※5 実 費徴収を行っている場合、総機種費用は曇託単籠に実費負担を加えたものとなっていることに日慮.

ヒブ{3回)【間診料等】

“̈的̈”勁
3500未満 35∞～3999 “ ∞～“99 45∞ -4999 5000～ 5499 S500～ 5999 60m～ 6499 65∞ ～6999

委託契約単価の内訳として、ワクチン代、日診料・事務費等の回害があったものを集計。
1自治体から複数の単薔の回害があったll合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と

回害自治体数は一致しない。
日別接租分のみを集計。

(円)

※

※

　

※

lo∞未満 10∞ ～19"2000～ 29993000～ 349935∞ ～39994000～ “"4500～ 49"5000～ 5"9∞ ∞-69" 70∞ ～

委託契約単価の内訳として、ワクチン代、間じ料・事務費等の回答があったものを集計。
1自治体から祖餞の単薔の回害があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回害数と

回答自治体数は一致しない。

日劇接租分のみを集計。

※

※

　

※

ルル御 ル ル ル ル

(円)



ヒブ(4回)【委託単価】

5000未満 ― ～  ∞ ∞～  70∞ ～  75∞ ～  "∞ ～  85∞ ～  "∞ ～

総回答数:1,815

平均金額:8,237円

T
95m- 10q)O- 110m- 12O0-
9999 109:t9 1199!t

\H )

総回答数:494

平均金額:3′696円

ヒブ〔4回)【ワクチン代】

78a--.-.- ルレ御
~

(総回答数)

350 1/´

2∞

150

1∞ ン

総回答数:494

平均金額:4,475円

ル

(円)

35tX未満 3500～3999 “ ∞～“99 45∞ ～4999 5000～ 5499 5500～ 5999 6000～ “99 65∞ ～6999

委託契約単領の内訳として、ワクチン代、間診料 事務費等の回答があったものを集計。
1自治体から複数の単優の回答があつた場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回害数と

回答自治体致は一致しない。

個別機種分のみを集計。

※1 晏 託契的単優.

※2 1自 治体から複数の単薔の回答があつた場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と回答自治体数は
一致しない。

※3 日 別接租分のみを集ll.

※4 自 治体が設置する医療機関で接租を実施していることから、間り料 事務費等相当を勘案していない委託単伍も含まれ

ていることに留意。

※5 実 費徴収を行つている場合、総機種費用は晏託単優に実費負担を加えたものとなっていることに留童。

ヒブ〔4回)【問診料等】
(総回答数)

※

※

　

※

2SO

zoo )''

150 //

llxp未洒 1000～ 19"2000～ 29993000～ 349935∞ ～39994001～“99`∞ ～49995000～ 5999“ ∞～6999 7000～

委託契約単籠の内訳として、ワクテン代、間鰺料・事務費等の回答があったものを集計。

1自 治体から檀数の単輌の回答があった場合には、それぞれ採用して集llしているため、総回答数と

回害自治体敗は一致しない。

日別接薇分のみを集計。

※

※

　

※

ル ル ル ル

(円)



9.小 児用肺炎球菌

(総回答数)

小児用肺炎球菌(1回)【ワクチン代】
小児用肺美球菌(1回)【委託単価】 (総回答数)

200

総回答数:1,837

平均金額:10′529円

総回答数:502

平均金額:6,773円

蔦/ルルルヵ_ル_苗 歩       ::II, 「

     ‐

lililロ 3u
b一わ」L戸

フ●00未 満 70∞ ～  8000～   8500～   9000～   9500～  1∞ ∞～ 105t10～  11∞ 0～  11500～  12FllXl～ 130∞ ～

7999   8499   8999   9499   9999   10499  10999  11499  11999  12999     (円
)

茶l 織 数の単領の回答があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と回答自治体数は
一致しない。

糞: 冒 認練無釜8字 憲奎製L口 で機種を実施していることから、間静料 事務費等相当を勘案していない委託単価も含まれ

ていることに留意。

※5 実 費徴収を行つている場合、総機種費用は委託単価に実費負担を加えたものとなっていることに留意。

小児用肺美球菌(1回}【間診料等】

螂 ぎ蓉71だヽコ舘I輩魔薯朧齢 t懸乳、総回答数と
口答自治体致は一致しない。

個別機種分のみを集計。

(円)

※

※

　

※

(総回答数)

総回答数:502

平均金額:3,816円

oヤ `

※

※

　

※

委託契約単価の内訳として、ワクチン代、間診料・事務費等の回答があったものを集計。

1自治体から複数の単価の回答があつたj8合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と

回答自治体数は一致しない。

個Bll接租分のみを集計。

(円)



小児用肺美球菌(2回)【委託単価】

総回答数:1,813

平均金額:10,474円

ル

¨
鯛

．　
　
　
　
」
，
一
一

¨

”一一一一一
　̈

５９９９

」^〓】　　̈
勁

・　　　　・　　　　・　　　　一４４〓”一一″　”̈¨
蜘

」
一
一
一
一
″
．

”̈

∞

５。

∞

５。

。

小児用肺炎球菌(2回)【ワクチン代】
(総回答数) (総回答数)

総回答数:496

平均金額:6,769円

―bル レ
700C未満 フ●∞～  80∞ ～  85∞ ～  9aXl～   95∞ ～  1∞ ∞～ 105∞ ～ 11000～  1"∞ ～ 12000～  13000～

7999  8499  8999  9499  9999  10499  1∞ "  11499  11999  12999    (円
)

※1 委 託契約単「。

※2 1自 治体から複数の単価の回答があった場合には、それぞれ採用して集llしているため、総回答数と回各自治体敗は
一致しない。

※3 個 別機種分のみを集計。
※4 自 治体が設置する医療機関で機種を実施していることから、間診料 事務費等相当を勘案していない委託単薔も含まれ

ていることに留意。
※5 実 費徴収を行つている場合、総機種費用は委託単薔に実費負担を加えたものとなっていることに留意。

(総回答数)
小児用肺美球菌(2回)【問診料等】

絵 同 答 数 49 6

※1 委 託契約単価の内訳として、ワクチン代、間鯵料 事務費等の回答があったものを集計。

※2 1自 治体から複数の単価の回答があつた場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と

回答自治体敗は一致しない。

※3 個 別接種分のみを集計。

ル ル ル 御 ゎ ル ル ル
5000未満  "∞ ～5999 ∞ ∞～6499 65∞ ～6999 70∞ ～7499 7500～ 7999 80∞ ～“99 85∞ ～8999  "∞ ～

(円)

※ 1 晏 託契約単薔の内訳として、ワクチン代、同じ料 事務費等の回答があつたものを集ll。

※2 1自 治体から複数の単薔の回答があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答敗と

回答自治体数は一致しない。
※3 個 別機種分のみを集計。



小児用肺美球菌(3回)【委託単価】 小児用肺炎球菌(3回 )【ワクチン代】
(総回答数)

6430ン
/

(総回答数)

総回答数:1,815

平均金額:10,474円

総回答数:496

平均金額:3,493円

(総回答数)

350レ
//

総回答数:496

平均金額:6,769円

5000未満  5000～ 5999 6000～6499 65∞ -6999

‡ルぉ_ゎ_lL購3-苗‐
71DO未満 70∞ ～

5 0  / J 「 _ J F ‐

“ F
}御‐タ ル ル ル

※1 委 託契約単籠。

※2 1自 治体から複数の単価の回答があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と回答自治体数は
一致しない。

※3 個 別接種分のみを集計。

※4 自 治体が設置する医療機関で接種を実施していることから、間じ料・事務費等相当を勘案していない委託単価も含まれ

ていることに留意。

※5 実 費徴収を行つている場合、総機種費用は委託単領に実費負担を加えたものとなつていることに留意。

小児用肺炎球菌(3回)【問診料等】

(円)

一　
９

∞

”

¨

”

∞

“

※

※

　

※

委託契約単領の内訳として、ワクチン代、同診料 事務費等の回答があつたものを集計。

1自治体から複数の単価の回答があった場合には、それぞれ採用して集ltしているため、総回答数と

回答自治体数は一致しない。

個別機種分のみを集計。

円

¨¨一
　

９帥
“

¨
”

¨
『

※

※

　

※

御b tt Lル
委託契約単薔の内訳として、ワクチン代、間診料 事務費等の回答があつたものを集計。

1自治体から複数の単価の回答があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、総口答数と

回答自治体政は一致しない。

個別接種分のみを集計。



小児用肺美球菌(4回)【委託単価】 小児用肺炎球菌〔4回〕【ワクチン代】
(総回答数)

／́
　

／

総回答数:1,803

平均金額:10,499円

総回答数:491

平均金額:3′693円

(総回答数)

250

総回答数:491

平均金額:6′768円

5000未満  50∞ ～5999 6000～“99 6X10～ 6999 70∞ ～7499 フS∞～7999 80∞ ～8499 85∞ ～8999

委託契約単価の内訳として、ワクチン代、固脇料・事務費等の回答があったものを集計。
1自治体から複数の単薔の回答があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と
回答自治体徴は一致しない。

個別接租分のみを集ll。

/レルルルーみ曹一|:肯: 枷 ♭ レ タ ル 御 U,
70∞未満 70∞ ～  80∞ ～  8500～  "∞ ～  951Xl～  lmlll～  lostxl～ lЮ ∞～ 11500～  12000～  13000～

※1 委 託契約単価。
※2 1自 治体から複数の単籠の回答があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と回答自治体数は

一致しない。
※3 個 別機種分のみを集計。
※4 自 治体が設置する医療機関で接種を実施していることから、間診料・事務費等相当を勘案していない委託単価も含まれ

ていることに留意。
※5 実 費微収を行つている場合、総接種費用は委託単薔に実贄負担を加えたものとなっていることに留意。

(総回答数)
小児用肺美球菌(4回)【間診料等】

(円)(円)

※

※

　

※

¨̈９̈９９
．叶３４９９ 円

”ｍ”　
９ｍ

６９９
※

※

　

※

0 /        _

100Cl未満  1000～   2tXp～   2500～

委託契約単領の内訳として、ワクチン代、間診料。事務費等の回答があったものを集計.
1自治体から複数の単価の回答があった場合には、それぞれ採用して集計しているため、総回答数と

回答自治体数は一
致しない。

個別接種分のみを集計。



資料7-2

「ワクチン価格等調査」集計結果

平成25年11月18日

公益社団法人 日本医師会

$ .rnenr.r MEDTcAL ASSoctATtoN

調査方法等の概要

1.調 査の目的

予防接種法の規定により市町村が実施している定期の予防接種等について、ワクチンの実勢価格を把握し今後

の施策をより適切に実施するための基礎資料を得ることを目的とする。

2.調 査対象品目
予防接種法基づく定期予防接種に定められたワクチン及び定期接種化の検討が見込まれるワクチン。

(1)定期予防接種
DPT、 4種混合、MR、 日本脳炎、BCG、 インフルエンザ、ポリオ、子宮頸がん等予防(HPV)、ヒブワクチン、小

児用肺炎球菌ワクチン

(2)定期接種化が検討されているもの

水痘、おたふくかぜ、成人用肺炎球菌、B型肝炎、ロタ

3.調 査内容
医療機関における上記ワクチンの平成24年度購入実績の有無及び購入単価(税抜価格)。

4.調 査対象医療機関
日本医師会Al会 員(病院、診療所等の開設者または管理者)のなかから、内科、小児科、産婦人科(産科、婦人

科を含む)を標榜する医師を無作為に抽出した10,000人(病院800、診療所9,200)の医療機関を調査対象とした。

5。 調査実施方法
対象医療機関に日本医師会から郵送により調査の依頼を行い、回答はインターネット(WEB回 答)とした。

6。 調査実施期間
平成25年9月17日～10月7日

7.回 収状況
有効回答数:1,796医療機関 (有効回答率180%)

8。データ除外の条件
以下のデータは集計から除外した。

(1)購入価格ではなく、件数が入力されたもの

(2)購入価格ではなく、技術料を含めた予防接種費用が入力されたもの

(3)ワクチンの種類・製品を誤つて入力されたもの

\y .rnenru MEDTcAL ASSoctAloN



DP丁

■Q5mLシリンジ鉢

1,000円以上1,500円未満  1,500円 以上2′000円未満

1

―

2,00円以上翠知o円未満  (円 )

口 答 数 :9 2 _ 7

平均単優 :1,351円

(回答数 )

800

700

600

500

400

300

200

100

0・

ν  JAPANMEDICALASSOC:AT10N

DP丁

■Q肺 レ イ`アル休

l,moHDjl.l,sooHrF* 1′500円以上2,000円未満

回 害 数 :38

平均単領 :1,30:円

(回答数)

200

180 '

160

140

120

100

80

6 0

4 0

20 ‐

0 '

$ rnenr.r MEDTcAL ASSocrATroN

(円)



回 答 数 :3 7

平均単薔 :2278円

DPT
.trnu\.{7 rut*

V JAPAN MEDICALASSOCIAT10N

DPT― IPV

■0.肺Lシリンジ1本

3 3
3 7

お・・●

識

　

４。

３５

３。

２５

２。

１５

・０

５

０

回

(円)

回 答 数 :7 4 1

平均単薔 :Q497円

722

\i7 .rnenx MEDToAL ASSocrATroN



回 害 数 :“1

平均単優 :12,421円

DP丁 ― IPV

■Q5正 シリンジ2本

557
(回答数)
600

500

400 ‐

一「̈
・一一　　　一

［^一一一］　　　　一

（中̈
】）　　　一一

一一・一　　　″

亀′“　　″

（一̈一̈一一）　　　　一

一^一̈̈
一一）　　　一

（一̈̈
一̈一）　　　　一

（一̈一一一一）　　　一

300

200

100

0 '

円
模
業
Ｅ
８
ｏ
ヨヽ
↓
ヽ
Ｅ
８

ｎ
、■

摂
業
Ｅ
８
崎
、■
■
ヽ

Ｅ
８
ｏ
ロヽ

懐
慕
Ｅ
８
ｏ
、■
■
ヽ

Ｅ
８

ｎ
〓ヽ

擦
平
Ｅ
８
ｎ
コヽ
■
●
Ｅ
８
０
〓ヽ

薔隈
正
下
ｒ」
０
０
０
守ヽ
Ｈ
＝
「
バ
響
Ｆ
」
０
０
ｎ
ｍヽ
一

模
平
Ｅ
８
ｎ
８ヽ
■
●
Ｅ
８
ｏ
、日

”飛
”下
ｒ」
０
０
０
Ｏヽ
Ｈ
＝
「
κ
ａ
ｒ
」
Ｏ
Ｏ
ｍ
、０

摂
Ｋ
Ｅ
０
３

９ヽ
月
ヽ
Ｅ
８
ｏ
ｏヽ

撲
Ｋ
Ｅ
８
ｏ
、９
「
バ
Ｅ
８
ｎ
、∞

薔Ｒ
″下
Ｆ」
０
０
ｎ
∞ヽ
コ
「
氣
一
Ｆ
」
０
０
０
∞ヽ

擦
Ｋ
Ｅ
８

ｏ
∞ヽ
＝
ヽ
Ｅ
８

崎
トヽ

摂
Ｋ
Ｅ
８

ｎ
卜ヽ
＝
ヽ
Ｅ
８
０
、ト

模
平
Ｅ
８
ｏ
、卜
■
ヽ
Ｅ
８

崎
０ヽ

一晨
″下
Ｆ」
０
０
ｎ
０ヽ
一
「
氣
響
Ｆ」
０
０
０
、０

”飛
″下
”」
０
０
０
、０
コ
「
κ
一
Ｆ
」
Ｏ
Ｏ
ｎ
、い

摂
恭
Ｅ
８

ｎ
、■
「
ヽ
Ｅ
８
ｏ
、い

一摯
鷲
Ｅ
ｏ
Ｏ
ｏ
、ｎ
引
ヽ
Ｅ
Ｏ
ｏ
ｎ
せヽ

浜
Ｋ
Ｅ
８

ｎ
守ヽ
↓
ヽ
Ｅ
８
ｏ
守ヽ

模
Ｋ
Ｅ
８
ｏ
ヽヽ
「
ヽ
Ｅ
８
ｎ
めヽ

摂
Ｋ
Ｅ
８

ｎ
、摯
「
ヽ

Ｅ
８
０
、“

摂
慕
Ｅ
８
ｏ
ｍヽ
＝
ヽ
Ｅ
ｏ
Ｒ
、Ｎ

擦
米
Ｅ
８
ｎ
、ｍ
■
コ
憂
Ｅ
８
ｏ
、ｍ
一

・３

ｏ
，

築
Ｋ
Ｅ
８
０
口ヽ
↓
ヽ
Ｅ
８
ｎ
留ヽ

４

″
摂
Ｋ
Ｅ
８
ｎ
、留
↓
ヽ
Ｅ
８
ｏ
、料

５

″．
擬
Ｋ
Ｅ
８
ｏ
留ヽ
↓
ヽ
Ｅ
ｏ
Ｒ
、コ

ー

一
摂
米
Ｅ
８
ｎ
ヨヽ
＝
ヽ
Ｅ
８
ｏ
、コ

０

一
嬢
業
Ｅ
８
０
ヨヽ
＝
ヽ
Ｅ
８
ｎ
、８

51

111111111111

(回答数)

700

600

500

400

300

200

100

0

1

―

500円以上lρ00円未満

\y .rnenr.r MEDTcAL ASSocrATroN

DT
to.tmul.(7 tl,l*

1,OCDO円以上15oo円 未満

回 答 数 :蘭

平均単薔 :1,256円

$ rnenN MEDTcALASSocTATToN



DT

目0.5mレ イ`アル1本

(回答数)

140

120

100

80

60

40 ‐

■
20    _

0ヽ

500円以上lρoo円未満

1

―

■500円以上2′∞0円未満  (円 )1,OOOHDJ,T1,5OOH'Ff;

$ .rnenx MEDTcALASSocTATToN

D丁

[lhレ 1イアル1本

lβЮ円以上15oo円未満 1′500円以上2β∞円未満

口 答 数 : 4 0 4

平均単薔 :1.6"円

(回答数 )

350

300

250

200

150

100

5 0

0 '

_ 4 _

″

2βЮ円以上2500円未満 (円 )

円２

“
　
，
２

数

傾
答
騨

口

平

\y rnenr.r MEDTcAL ASSocrATroN



(回答数)

3

2 . 5  1

2 1

15 '

1 1

05 1

0 1

ジフテリア

■0.5耐バイアル1本

回 答 数 :5

平均単■ :1,440円

1500円 以上2β∞円未満 (円)l,oooFlDt-blsooErFf;

\i7 rnenru MEDTcAL AssocrATroN

破傷風

■0.5mLシリンジ休

10

(回答数 )

180 ‐

160

140 ・

120 ‐

100 ‐

80 ｀

60 ‐

.   40 ‐

20 ‐

0

$ rnenru MEDTcALASSocTATToN

２‐４
棚

数

価答
埴

回

平

(円)



(回答数)

45

4 0

35

30

25

20 ‐

15

10

5 ‐

0ヽ

破傷風

.O.Str{,ti.{7 ilA*.

lρ∞円以上15oo円 未満 1,5m円 以上2p∞ 円未満

$ .rnenn MEDTcALASSocTATToN

破傷風

■attψ ィヽァ′И本

6           9

回 害 数 :4 8

平均単優 :1,547円

2

―

(円)

(円)

12

‐４‐
側

数

薔答
鱒

日

平

$ rnenr.r MEDTcAL ASSocrATroN



(回笞数)

328
350

300

250

200               167

150

100

50   ■   _         ■ __  ■    _0   ■ __ 、
″              ″   ″   ″   ″

0 ,                   ｀

(円)

MR

日1人分バイアル1本

\i7 rnenr.r MEDIcAL AssoctATtoN

麻しん

■1人分バr7ル 1本

14

回 答 数 :1 , 8 8 3

平均単優 :■383円

回 害 数 :D 3

平均単■ :2590円

15\7 rnenr.r MEDIcAL ASSoctATtoN



(回答致 )

600

500

400

300

200

100

0 ・

風しん

■1人分バイアル1本

2βЮ円以上2500円未満 2,500円以上3β∞円未満

\y .rnenx MEDTcAL ASSocrATroN

日本脳炎

3ρ00円

回 答 数 :8 6 1

平均単薔 :263G円

口 答 数 :1 , 3 6 3

平均単価 :■088円

16

占答数 )             ・

1人 分 バ イアル 1本      1丁
“千 口 ‐嗜 '

0 ,

$ .lnenN MEDrcALASsocrATroN



回 答 数 :7 5 9

平均単優 :2908円

円

・・″　ニ

■

一
　

・

３一″　ニ

３．″　ニ

型
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

価
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上

２^
〓　ニ

２
″　二

＞

　
０。
５。
０。
５。
∞
５。
∞
５。
ｍ
ｍ
。

数

　

５

４

４

３

３

２

２

１

１

答回

BCG

日1人分アンプル1管

$ lnenr.r MEDTcAL AssocrATroN

インフルエンザ

■0。勁成シリンジ2本

ル ん ル

18

1“

0

(回答数)

180,

160

240

120

100

8 0

m

盤:  ん

回 答 数 :8 0

平均単優 :2114R

19$ .lnenrrr MEDTcAL ASSocrATroN



(回答数)

インフルエンザ

■0.5mLシリンジ5本

\i7 .rnenr.r MEDIcAL ASSoclATloN

90

80

70

０

０

０

０

０

０

20

円

６

３

２

ユ

数

籠
害
蝶

回

平

9 0

9

―ロー１
〓

１
ビ

０

一



22

回 答 数 :2 1

平均単価 :2023H

ソ
　
　
円

一　
　
　
　
＜

インフルエンザ
■0.5mレ イ`ア′ι尼本

$ rnenN MEDTcALASSocTATToN

インフルエンザ
■1耐バイアル1本

687
(回答致)

700

600

500

400

300

200

〆
0

′

― ― ― ― ― ― ― ― 一 ― ― 一 ― ― 一 ― ~

口 答 数 :健4

平均単傾 :1,708H

23$ rnenr'r MEDTcAL ASSocrATroN



回 答 数 :1, 7 2 3

平均単価 :■297円

イ

(円)

(円)

24$ .rnenru MEDIcALASsoctATtoN

ポリオ
■0.5はシリンジ休

t.-^

v JAPAN MEDICAL ASSOCIATION

回 答 数 :1 , 0 7 0

平均軍優 :ユ451円

25



円

“

Ｑ

致

優答
蝶

・回

平

ポリオ
選1.OmL(20人分)バイ7ル 1本

$ rnenru MEDTcALASSocIATIoN

HPV 2

眠0.5mLシリンジ休

(回答数)
2 8

30

25

20

15

10

5誅 L瀞   鵬 輻
0

(回答数)

903
1000

800

600

400

21,ル ル 桝  LLL

ピ_ぷ、ポ̂ ご̂ご̂ごピピ
冊

27$ rnenN MEDTcAL ASsoctATtoN



回 答 数 :1 , 0 2 6

平均単薔 :‖,939円

(円)

HPV 4

懸0.5mLシリンジ1本

$ rnenN MEDTcALASSocTATToN

HPV 4

80.5mLバイアル1本

28

円０

“
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・２，

上以

(回答数)

80

60

40

20

0 ヽ

未満  (円 )

〃
11,000円以上11,500円未満

″
11,500円以上12′000円未満

回 答 数 :認

平均単優 :‖,955円

29$ rnenx MEDTcALASSocTATToN



円
撤
観

１
，
■

数

日答
騨

回

平

Hib

口1人分′1イアル1本

$ rneeN MEDTcALASSocTATToN

|

|

|

|

(円)|

一″　索
一″　静

取
　
　

　

　
　

　

　

蛉静

４．
″

　
贅

雛
　
鰤
Ⅷ
綱
３。。
２。０
１。。
０

回

ヘ

ル

と
ご

30

1本

(円)

回 答 数 :1 , 1 5 1

平均単日 :Q738円

31\i7 rnenru MEDTcAL AssocrATroN



円

９

６

２

５

１
，
■

数

価答
騨

回

平

円

５″

１２５

器
■

ｍ

ｍ
５。。
ｍ
ｍ
ｍ

答回

32$ lnenn MEDTcALASSocTATToN

おたふくかぜ

■1人分バイアル1本

回 答 数 :1 , 4 2 9

平均単薔 :2601円

\i rnnnN MEDTcAL ASSocrATroN



回 答 数 :9 1 1

平均単価 :4349R

一　
，
円

肺炎球菌

■Q諭直バィァル1本

\iz rnenr.r MEDToAL ASSocrATroN

B型肝炎
●0.2師し イヽアル1本

1,5∞円以上2,000円未満 2,000円以上2,500円未満

34

15

2,500円以上3,000円未満 (円)

(回答数)

450

4∞ ―

350 ‐

300

250 ‐

200-

150

100

50 ‐

0 ,

回 書 数 :6 1 2

平均単■ :1,995円

35$ rnenru MEDTcALASSooTATToN



円

９

３

２

２５

１
，
２

数

饉答
韓

回

平

B型 肝炎

■0.5耐バイア′И本

$ rnnnx MEDTcALASSoctATtoN

ロタ

ロ■.5mLfュープ■本

36

(

(円)

円

５７７

こ

抑
　
鰤
ｍ
ｍ
輌
輌
ｍ
ｍ

答回

回 答 数 :田6

平均単優 :■935円

37$ lnenr.r MEDTcAL ASSoctATtoN



円騎

６

７

馴

ユ

敏

薔

書

瞬

口

平

‐―
―

‐―
―
―
‐
　
　
―
　
　
　
―
―
―
―
―
―
―
―
　
―
―
―
―
―
―
―
―
コ

一

38$ nenN MEDrcALAssocrATroN



第2回風しんに関する小委員会について
(平成25年 10月 21日 開催)

以下の資料を基に

風疹患者の医療に関する課題 【加藤(康)委員】

妊婦の風疹り患およびCRSの発生抑制等胎児期の罹患
予防に関する研究 【平原委員】

受、および保育や教育現場の職員の安CRS児と笏
りのために必要な対策の提案全な職場

【西村参考人】

・20～30代女性の風疹免疫状況 【井上参考人】
・積極的疫学調査事業所の集団発生から【中島事務局員】
・地方衛生研究所における風しん検査について【調委員】

第3回の小委員会を11月19日に開催予定

1 資 料8J

てし関こ供提の療医と明究の因原に
世戯

主
審

●

　

　

　

●


